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   （午前10時０分開議） 

  （よこはた議長、議長席に着く） 

○議長（よこはた和幸君） おはようございま

す。 

  ただいまより本日の会議を開きます。 

  最初に、諸般の報告を申し上げます。 

  報道機関による傍聴席での撮影及び録音の

許可についてでございますが、神戸新聞社よ

り本日の本会議の模様を撮影及び録音したい

旨の申出がございましたので、許可いたしま

したので御報告申し上げます。 

  以上、報告を終わります。 

  これより議事に入ります。 

○議長（よこはた和幸君） 日程によりまして、

昨日に引き続き一般質問を行います。 

  32番三木しんじろう君。 

  （32番三木しんじろう君登壇）（拍手） 

○32番（三木しんじろう君） 日本維新の会の

三木しんじろうでございます。一般質問の機

会を与えていただきましてありがとうござい

ます。山本議員とともに一般質問をさせてい

ただきたいと思います。 

  まず初めに、教育現場の信頼回復と懲戒処

分基準の在り方についてお聞きしたいと思い

ます。 

  近年、全国各地で教員による不適切行為や

わいせつ事案、ハラスメント事案等が相次ぐ

中、神戸市の懲戒処分の在り方について、教

育現場の常識と市民感覚との間に大きな乖離

が生じているのではないかと懸念をしており

ます。 

  文部科学省による各都道府県、指定都市を

含む67都市を対象とした懲戒処分に関する処

分基準の内容、そして神戸市教育委員会懲戒

処分の指針から、神戸市と他都市との処分内

容を比較してみますと、例えば飲酒運転やわ

いせつ行為、重大なハラスメント等について、

原則免職や、免職を標準とする停職以上など、

処分基準を比較的明確に定めている自治体が

多く見られる中、神戸市では免職または停職

や、停職、減給または戒告など、他都市と比

べても裁量幅の広い規定が多くあるため、最

終的な判断過程が市民から見にくく、場合に

よっては処分が軽くなっているのではないか

というふうに感じております。 

  また、指針では処分の加重はあるものの、

日頃の勤務態度は極めて良好であるときや、

自主的に申し出たときなどには、量定より軽

い処分あるいは処分を行わないことも可能と

されております。 

  もちろん情状酌量は必要であると考えます

が、一方で、教育現場は子供や保護者からの

信頼の上に成り立つ公共性の極めて高い職場

であり、市民感覚から見れば、教育委員会内

部で処分が軽減されているのではないかとの

懸念や、処分決定の透明性・客観性が十分に

見えにくい構造になっているのではないかと

いう不信感につながりかねません。 

  教育現場の信頼回復のためにも、他都市の

事例を踏まえ、原則免職の明確化や、重大事

案における公表基準の整備、管理監督責任の

厳格化など、懲戒基準の見直しが必要と考え

ますが、教育委員会の御認識と今後どのよう

な見直しを検討されているのか、お伺いした

いと思います。 

  ２つ目は、教育現場における校務ＤＸ、そ

して「ツムギノ」の運用とＩＴの活用につい

てお聞きします。 

  神戸市では、今年４月より、学校・保護

者・教育委員会をつなぐコミュニケーション

機能と教職員の校務支援機能を一体化した次

世代型のスクール・コミュニケーション・プ

ラットフォームとするツムギノの運用が開始

をされました。 

  校務ＤＸは、教職員の負担軽減や保護者の

利便性向上、迅速な情報共有等を目的とする

ものでありますが、現場からは使いにくさや

通知の見づらさ、操作の増加、運用のばらつ

き、登録支援による教員の負担の増大など、

多くの問題が指摘されており、導入直後には
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サーバーダウンも発生いたしました。 

  先日、ツムギノの開発会社であるテクマト

リックス株式会社へお伺いし、様々なお話を

お聞きさせていただきましたが、利用者の声

が十分に反映されていないのではないかとい

う懸念も感じたところであります。 

  また、神戸市教育情報インフラ提供業務と

して、ＤＸ推進に向けた体制や統治力につい

ても課題があるのではないかと考えておりま

す。 

  教育委員会として、現状の課題をどのよう

に総括しておられるのか、また、現場の声を

どのように反映し、今後の運用改善や体制強

化を進めていかれるのか、御見解をお伺いい

たします。 

  ３つ目は、子供の安全確保とＧＰＳを活用

した見守り機能の在り方についてお伺いいた

します。 

  近年、子供が被害に遭う事件や、行方不明

事案等が全国で発生しており、多くの保護者

が大きな不安を抱えたものと認識をしており

ます。 

  本市では、有料見守りサービスであるミマ

モルメが導入されております。これは実証実

験で始まったというふうに認識しております

が、このミマモルメは、ランドセルにＩＣカ

ードを入れることにより、登下校に校門を通

過すると保護者へ校門通過通知が通知され、

ＧＰＳサービスでは行動履歴をアプリで確認

することができます。 

  ただ、ＧＰＳ精度がよくないことや、学校

ごとの導入状況の差、保護者負担など、様々

な課題も指摘されております。実際には独自

で別の民間ＧＰＳサービスを利用されている

御家庭もあるというふうに伺っております。 

  また、学校に加え、学童、コベカツ、塾や

習い事、地域活動など、子供たちの行動範囲

は広がっており、保護者が常に付き添うこと

が難しい中で、見守りの重要性は一層高まっ

ているものと考えております。 

  そこで、本市として、現在のＧＰＳ機能や

見守りサービスの在り方をどのように認識し

ておられるのか、また、希望者を対象とした

ＧＰＳ機能利用や、見守り機能の必要性につ

いてどのように考え、今後どのように子供た

ちの安全確保を進められていくのか、見解を

お伺いしたいと思います。 

  続いては、神戸空港の国際化を契機とした

空港島と周辺地域の一体的発展についてお伺

いいたします。 

  将来的な国際定期便の運航に向けた期待が

高まる中、神戸空港は、本市の空の玄関口と

して極めて重要な役割を担っております。そ

のような中、来訪者が最初に訪れる場所であ

るにもかかわらず、現状では特に夜間におい

て暗く寂しい雰囲気があり、到着直後に神戸

らしさを強く実感できる演出が十分でないの

ではないかと感じております。 

  また、空港とポートアイランドを一体的に

捉え、空港からポートアイランドへの動線上

における景観の統一や、ライトアップの強化、

さらに医療産業都市や大学、企業、そして港

と連携した神戸空港の在り方について、神戸

空港は単なる交通拠点にとどまるのではなく、

さらに進化させるべきであると、先般の２月

議会における局別審査でも指摘をさせていた

だきました。 

  そこで、神戸空港の国際定期便が2030年４

月に就航予定であることを踏まえ、神戸の玄

関口として、ブランド価値向上や景観の観点

を含めた見直しについて見解をお伺いしたい

と思います。 

  続いては、須磨海岸の通年型魅力向上と夜

間のにぎわい創出についてお伺いいたします。 

  インバウンドの戦略的な誘致に加え、近年

の円安の進行や燃油サーチャージの大幅な上

昇などを背景に、国内旅行の需要も高まって

おります。 

  こうした中、国内外の双方を見据えた観光

誘客と観光戦略の再構築の重要性はこれまで
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以上に高まっているものと思います。 

  一方で、須磨海岸につきましては、神戸須

磨シーワールドや飲食施設など整備が進めら

れており、エリア全体の魅力向上は進んでお

りますが、夏季以外や夜間の集客には課題が

あり、海を有する本市の強みを最大限に生か

し切れていないのではないかと考えておりま

す。 

  神戸は山と海が近接する魅力ある都市であ

り、六甲山や港だけではなく、海という資源

をさらに前面に打ち出していくべきであると

考えております。 

  そして、旅行に行くなら神戸もありと国内

外から選ばれるまちを目指すにも、須磨海岸

においては、マリンアクティビティの充実や、

通年営業の飲食店のさらなる誘致や、日が暮

れても泳げる海沿いのプールの誘致など、滞

在型リゾートとしての魅力向上を進めるべき

ではないでしょうか。 

  例えばアメリカのサンタモニカビーチでは、

昼はサイクリングやビーチ利用、夜はピアの

ライトアップやイベント、飲食、音楽など、

昼夜を通して人が滞在したくなる空間が形成

されております。特にピアのライトアップは

単なる照明ではなく、ＬＥＤの演出やイベン

トと連動した夜の観光コンテンツとして機能

し、夜間のにぎわいや回遊性の創出につなげ

ております。 

  須磨海岸においても、泳ぐ場所だけではな

く、泳いでも泳がなくても一日中楽しめるビ

ーチを目指していくべきではないでしょうか。

もちろん目標は高いものではありますが、神

戸が誇る歴史あるウォーターフロントエリア

である須磨海岸については、その魅力をさら

に際立たせ、エリア全体の価値を高めていく

必要があると考えております。 

  そこで、夜間を含めた通年での須磨海岸の

魅力向上に向け、都市近接かつ道路、鉄道直

結という強みを持つ須磨海岸の空間再編や観

光施策の展開についてどのようにお考えなの

か、見解をお伺いしたいと思います。 

  続いては、多様なモビリティー時代におけ

る交通政策についてお伺いいたします。 

  本市では、昨年度、自転車利活用推進本部

を設置し、自転車の利活用を推進されており

ます。 

  一方で、改正道路交通法の施行により、自

転車にも青切符制度が導入され、歩道通行や

一方通行違反等が反則金処理の対象となり、

交通反則通告制度に関する件数につきまして

も、マスコミ等で報道されているところであ

ります。 

  自転車につきましては、通学・通勤利用、

デリバリー配達員、子供、高齢者、電動アシ

スト利用者、スポーツ車の利用など、利用者

ごとに走行速度は大きく異なっております。

そのため、同じ道路空間に多様な速度帯が混

在し、歩行者や自転車同士の接触リスクが高

まっている状況にあります。こうした状況を

踏まえますと、マナー啓発だけでは限界があ

り、利用実態に応じた走行空間づくりや安全

対策が必要であると考えております。 

  また、市内には自転車レーンが途切れてい

る箇所も見受けられ、連続性のある快適な走

行環境が十分に確保されているとは言い難い

状況にあります。 

  加えて、路上駐車により自転車が安全に車

道通行できず、やむを得ず歩道へ進入するケ

ースも見られるなど、安全面での課題も存在

しております。 

  さらに、法改正に伴う青切符制度の導入に

加え、電動キックボードや、今後普及が予想

される新たな多様なモビリティーへの対応も

求められております。 

  そのような中、６月１日にはＪＲ神戸駅に

おいて地下タワー駐輪場の運用が開始されま

すが、都心部における駐輪整備等も含め、自

転車モビリティー利用環境全体を見据えた観

点から、安全性と利便性を両立するインフラ

整備を進めていくべきであると考えておりま
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す。 

  そこで、本市として、国が進めている自転

車ネットワーク計画を踏まえ、今後どのよう

な考えの下で、自転車や多様なモビリティー

に対応した安全で快適な利用環境の整備を進

められているのか、見解をお伺いしたいと思

います。 

  ７つ目に、補助金の実効性向上に向けた見

直しについてお伺いいたします。 

  本市では、補助金見直しガイドラインに基

づき、５年に１度、全庁的な補助金の見直し

を実施しており、令和９年度の予算編成に向

けて、次回の見直しが予定されていると承知

をしております。 

  同ガイドラインでは、公益性や有効性・効

率性など、５つの基本的視点が示されており

ますが、一部には前例踏襲的な補助も見受け

られるのではないかと考えております。 

  補助金につきましては、単なる事業支援に

とどまるのではなく、地域の雇用維持や未来

への投資、さらには市民への還元につながる

ことが重要であると考えております。そのた

め、補助金の継続・廃止の判断に加え、具体

的な成果報告を求めるなど、説明責任をより

厳格化するとともに、例えば事業者の賃上げ

や雇用維持などの目標設定を補助額に組み込

むなど、これまでの運用に固執することなく、

実効性を高める観点から、中身の見直しも必

要であると考えております。 

  そこで、本市として、今後の補助金制度見

直しに当たり、どのような考え方の下で実効

性向上や成果検証の強化を図っておられるの

か、見解をお伺いしたいと思います。 

  最後に、市営住宅の適正管理についてお伺

いします。 

  本市の市営住宅につきましては、現在２社

の指定管理者により管理が行われております

が、現状のように市内を東西に分け、２社の

指定管理者で全棟を管理する体制には限界が

生じているのではないかと考えております。 

  例えば家賃収納や滞納対応、駐車場や防

火・防災管理、災害対応、見守り支援、空き

家管理、自治会支援、コミュニティー形成な

ど、指定管理者には非常に幅の広い業務が求

められております。つまり、市営住宅管理は、

もはや単なる住宅管理ではなく、福祉、防

災・防犯、地域コミュニティーを支える役割

を担う業務となっているのではないかと考え

ております。 

  そのような中、私は指定管理者１社当たり

が抱える管理範囲が広過ぎるという構造的な

課題があるのでないかと感じております。現

在のような東西２社による広域管理では、ど

うしても地域を細かく見るというよりも、大

量の案件を処理するという方向へ業務が流れ

てしまう側面があるのではないでしょうか。 

  本来、市営住宅に求められるのは、地域ご

との事情を理解し、小さな異変を察知しなが

ら、地域特性に応じた管理の中で住民を支え

ていくことであると考えております。 

  また、令和10年度からの次期指定に向けて、

昨年度からサウンディング調査を実施してい

ると伺っておりますが、現在の２社体制にと

らわれることなく、例えば管理エリアをさら

に細分化した上で公募を行うなど、より持続

可能な管理体制を構築していくべきであると

考えております。 

  そこで、本市として、今後の市営住宅の管

理の在り方や、指定管理体制の見直しについ

てどのようにお考えになられているか、見解

をお伺いしたいと思います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 三木議員の御質問のう

ち、まず、神戸空港、空港島と周辺地域の一

体的発展につきましてお答えを申し上げます。 

  神戸空港は、国内外からの来訪者が最初に

訪れる空の玄関口でありまして、利便性はも

とより、神戸らしさを感じていただくことが
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できるような、そういう神戸への期待感、ま

た高揚感を感じていただける工夫が必要であ

ると従来から認識をしてきました。 

  こういう観点から、第２ターミナルについ

ては、「海に浮かび、森を感じる」をコンセ

プトとして、神戸の豊かな自然、港町として

発展をしてきた歴史など、神戸らしさが感じ

られるターミナルとして整備を行ったところ

です。 

  今後、2030年４月のさらなるターミナルの

拡張も踏まえ、より一層魅力的な空間演出の

視点も大切にしていきたいと思います。同時

に、神戸空港からポートアイランド、さらに

都心・三宮に至る広域的な視点に立った空間

演出も重要です。 

  １週間ほど前ですけれども、国際貿易セン

ター前からポートライナーに乗りまして、計

算科学センターで下車をし、先般、整備され

ました中央緑地軸も含めた辺りを少し時間を

かけて歩きましたけれども、課題があると感

じたことも事実です。 

  例えばこのポートライナーの駅舎の地上部

分がほとんど活用されていないと。駅舎と周

りの町並みとのこの連続性についても、恐ら

く夜間も含めて改善の余地があるというふう

にも感じました。 

  また、都心・三宮の再整備、そしてこのポ

ートアイランド、さらにはこの空港島を一体

的に捉えた空間演出という視点も大事です。 

  現在、空港島の将来構想の策定に向けた検

討を行っており、ポートアイランドではポー

アイ・リボーンプロジェクトが進められてお

ります。ウォーターフロントもこれから変わ

っていきます。都心・三宮の再整備の計画の

それぞれの計画の役割分担を踏まえながら、

一体的にこれらが機能するような連携を含め

た空間演出、そして土地活用について、御指

摘を踏まえながら取り組んでいきたいと存じ

ます。 

  次に、多様なモビリティー時代における交

通政策、特に自転車の利活用につきましてお

答えを申し上げます。 

  この自転車の利用空間についての現状につ

きましては、三木議員とほぼ認識を同じくい

たします。とりわけ、このほど青切符が導入

をされましたけれども、本来、車道通行が原

則であるにもかかわらず、依然歩道を走行し

ている事例も見受けられます。また、無理な

追越しなどによりまして、歩行者との接触リ

スクがあるということも課題です。 

  車道におきましては、自転車がどこを走っ

たらいいのかということが分かりにくいため

に、視覚的にイメージするなど、自転車走行

空間を整備することで、歩行者・自転車・自

動車をできる限り分離し、それぞれの安全性

向上を図ることが重要です。 

  そこで、この自転車走行空間の整備につき

ましては、今年度、スマートフォン等の位置

情報などのビッグデータを活用した広範囲な

交通量調査を実施いたしまして、優先順位や

最適な整備手法の検討を行うこととしており

ます。 

  その中でも、都心エリアにつながる主要ネ

ットワーク路線である大開通につきましては、

既に自転車レーンの整備は完了しております

けれども、路上駐車などの課題も生じており、

また非常に幅広い幅員が有効に活用されてい

るかどうかという課題もあります。 

  そこで、様々な整備手法から最適な形態を

検討することとしておりまして、早期ネット

ワーク化に向けた取組を進めていくこととし

ております。 

  加えまして、都心部や主要駅周辺など、通

勤・通学・買物などで利用される自転車交通

量の多い道路を対象に、矢羽根型路面標示の

設置などによる面的な自転車空間の整備を進

めていきたいと考えております。 

  いずれにいたしましても、自転車利活用推

進本部の下に、戦略的に自転車施策の総合的

かつ計画的な推進を図るための実行計画を定
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め、各局で連携しながら、安全性と利便性を

確保するインフラ整備を迅速に進めてまいり

たいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、２点

御答弁を申し上げます。 

  まず、須磨海岸の通年型魅力向上と夜間の

にぎわい創出について御答弁を申し上げます。 

  須磨海岸では、四季を通じて子供連れの御

家族にも安全で安心に御利用いただけるよう、

平成27年度から砂浜の遠浅化や、全長約1.8

キロに及ぶ遊歩道、広場、シャワー、足洗い

場を併設したトイレなどの整備に取り組みま

して、令和６年の神戸須磨シーワールドのオ

ープンに合わせて、一定のハード整備を完了

したところでございます。 

  また、須磨駅南側には、地元事業者と連携

をいたしまして、飲食や地元産品を販売する

通年営業の店舗の立地も進めてきたところで

ございます。 

  観光誘客の観点では、夏は海水浴場として

家族連れが安心して利用できる健全化の取組

を引き続き進めておりまして、昨年は15万人

以上の方にお越しをいただいたところでござ

います。 

  秋にはビーチスポーツの祭典でありますジ

ャパンビーチゲームズが開催をされまして、

毎年多くの方々に観戦に訪れていただいてご

ざいます。 

  そして、それに加えまして、にぎわい創出

として、１年を通して地域の方々による様々

な取組が行われているところでございます。 

  例えばＳｕｍａ豊かな海プロジェクトでは、

春先の潮干狩りをはじめ、キッチンカーやコ

ンサート、マリンアクティビティであります

サップ、シュノーケリングの体験、ワカメの

株つけ、刈取り体験など、多くの取組を実施

をしていただきまして、四季折々のにぎわい

づくりに貢献をいただいているところでござ

います。 

  御指摘の夜間利用につきましては、遊歩道

沿いに10メートル間隔でフットライトを配置

をいたしまして、日没とともに足元を優しく

照らす光の道を整備したことで、夜間におい

ても散策や憩う人が多く見られるようになっ

てきているところでございます。 

  また、2030年４月を目標といたします神戸

空港の国際定期便就航を見据えまして、イン

バウンドのさらなる増加が見込まれますので、

御指摘をいただきましたように、市民ととも

に国内外の観光客を誘致することが重要であ

ると考えてございます。 

  夜間や冬場におけるさらなるにぎわいの創

出につきましては、現在、活躍をいただいて

おります地域の方々や周辺事業者から様々な

アイデアもいただきながら、一緒になって検

討を進めてまいりたいと考えてございます。 

  また、現在、インバウンドにも人気を博し

ております須磨浦山上などの周辺施設との連

携に加えまして、神戸観光局とも連携をいた

しまして、国内外に幅広く須磨海岸の魅力を

情報発信するなど、観光誘客に精力的に取り

組んでまいりたいと考えてございます。 

  ２点目は、補助金の実効性向上に向けた見

直しについてでございます。 

  補助金につきましては、その効果等が十分

に評価・検証されないまま、長期化・固定化

されることがないよう、社会経済情勢や行政

需要の変化に応じて最適化を図ることが重要

だと考えております。そのため、平成28年11

月に補助金見直しの全庁的な統一基準として、

補助金見直しガイドラインを策定をいたしま

して、５年ごとの全件検証を実施をしている

ところでございます。 

  今年度の実施に当たりましては、従来から

の公益性、有効性、妥当性、行政関与の必要

性、公平性の５つの視点による必要性の検証
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に加えまして、申請者及び職員の事務負担を

軽減する観点からも検証を行い、継続・廃止

などの判断に加えまして、事務手続の簡素化

に向けても見直しを実施する予定としてござ

います。 

  補助金は、公益性のある事業や活動を奨

励・促進することによって、市民の還元につ

なげていくものでございます。 

  御指摘をいただいた地域の雇用維持や未来

への投資を目的としている補助金として、中

小企業投資促進事業、オフィス賃料等補助が

ございますけれども、各補助金の目的や性質

を踏まえつつ、施策効果がさらに複合的に発

揮されるような制度設計について、どのよう

な見直しがあるのか考えていきたいと考えて

ございます。 

  また、補助金見直しのガイドラインにおい

て、成果指標に基づいた効果測定及び達成状

況を把握すること、事業の有効性・効率性な

どを検証し、随時必要な改善や見直しを行う

ことの重要性を記載をしているところでござ

います。それに基づき効果測定に必要な具体

的な成果の報告を申請者に求めることや、補

助目的の達成に有効な補助要件の設定の在り

方につきまして、今回の全件検証及び令和９

年度予算編成の中で確認・検討してまいりた

いと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは、市営住宅

の管理について御答弁させていただきます。 

  現在、市営住宅の指定管理者の管理エリア

につきましては、管理規模や入居者サービス

水準の維持・向上、安定的な事業運営などを

総合的に考慮し、東西の２エリアとしている

ところでございます。 

  また、これまでも高齢者の見回りや施設設

備の定期点検時における入居者の状況確認、

各住宅からの相談や要望など、様々な機会を

捉えて丁寧に対応しており、異変を察知した

際には、速やかに対応を行っているところで

ございます。 

  指定管理者の管理運営状況につきましては、

年１回、外部有識者等による指定管理者選定

評価委員会において評価をしているところで

ございます。評価委員会では、家賃の収納、

高齢者の見回りやコミュニティーの活性化・

支援、施設の保守管理、点検業務などの管理

運営業務の実施状況に加えまして、入居者の

アンケートの結果や、電話、ホームページな

どを通じて、本市に寄せられる指定管理者へ

の苦情等の状況を総合的にチェックし、多岐

にわたる業務について、適正な管理運営が行

われていると評価をしていただいているとこ

ろでございます。 

  次期指定管理者の公募に向けましては、前

回の応募要領、標準仕様書を基本としながら

も、より一層管理運営の効率化と住民サービ

スの向上につながるよう、指定管理者等への

情報収集、意見照会を行っているところでご

ざいます。 

  具体的には、令和７年10月より、複数の事

業者、これは現在の指定管理者以外の業者も

含めて、複数の事業者に対するサウンディン

グ調査を始めており、参入の意向、管理エリ

アの希望規模、指定管理料の上限額の意見、

業務の効率化の提案、高齢者見回りやコミュ

ニティー活性化等の入居者サービス向上への

取組、施設等の有効活用の提案など、様々な

項目にわたって確認を行っているところでご

ざいます。 

  議員御指摘の管理エリアの細分化につきま

しては、スケールメリットを踏まえましても、

管理コストが増加する傾向にあることや、入

居者サービスのばらつきが生じるなどの懸念

もございます。 

  今後、引き続き持続可能な管理体制を維持

できるよう、他都市の事例や事業者へのサウ

ンディング調査結果を詳細に分析しながら、

公募内容を検討してまいりたいと考えてござ
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います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうからは、３

点御答弁申し上げます。 

  まず、神戸市の教育現場の信頼回復と懲戒

処分基準の在り方についてでございます。 

  懲戒処分は、公務員としてふさわしくない

非行、義務違反があった場合に、地方公務員

法に基づき道義的責任を問う処分であり、公

正でなければならないとされております。 

  教職員による不祥事が起こった場合は、懲

戒処分の指針に基づいて、厳正な処分を行っ

ているところでございます。 

  教育委員会における懲戒処分の指針は、人

事院や市長部局の懲戒処分の指針を踏まえて

策定しており、他都市と比べても甘いもので

はないと認識しております。 

  また、処分の加重、軽減の項目についても、

人事院や他都市の指針にも掲げられているも

のであります。処分に当たっては、事案を見

極めた上で、指針に掲げられている基準に基

づき処分量定を決定しており、よほどのこと

がない限り、軽減するようなものではありま

せん。 

  これまでにも、いじめへの対応の記載や、

体罰の量定を細分化したほか、児童・生徒性

暴力等を行った場合は免職となることなどを

明記するなど、処分量定の明確化を図ってき

ております。 

  懲戒処分の公表に関しては、公表基準に基

づき、全ての懲戒処分について公表を行って

おります。特に懲戒免職の場合や児童・生徒

性暴力、飲酒運転による交通事故等、社会的

影響が大きい事案の場合には、氏名等も含め

て公表することを明記しております。 

  管理監督責任についても、人事院や他の都

市と同様の程度の内容になっており、基準が

甘いということはないと考えております。 

  今後とも市民感覚と乖離が生じないように、

必要に応じて見直しを行うとともに、引き続

き綱紀粛正や研修等、あらゆる対策を通じて

教職員全員の意識改革を進め、これ以上の不

祥事が繰り返されることのないよう、粘り強

く取り組んでいきたいと考えております。 

  続きまして、教育現場における校務ＤＸ、

「ツムギノ」の運営についてお答え申し上げ

ます。 

  ツムギノの導入でございますが、本市では

学校と保護者の連絡ツールとして、令和３年

度、前回のＫＩＩＦ３のときにすぐーるを導

入いたしました。 

  教育情報基盤―― これＫＩＩＦというんで

すが、これの４の更新に合わせて、令和８年

度から電子申請機能を備えたツムギノへ移行

しました。 

  前回のすぐーるは、保護者連絡に特化した

シンプルで分かりやすいツールである一方、

今回のツムギノは、電子申請機能の活用を見

据え、多要素認証による個人情報を安全に取

り入れる仕組みとなっております。これによ

り、これまで紙で提出していた各種の書類、

例えば同意書でありますとか、児童・生徒資

料など、極めて個人情報の強いようなものを

保護者が電子化、電子申請することが可能に

なり、負担軽減や利便性の向上に取り組んで

いけると考えております。 

  ただ、ツムギノが稼働した―― 御指摘のと

おりですが―― この４月には想定を上回る利

用が短期間に集中したことにより、サーバー

負荷が増大し、稼働が不安定となった事象が

発生し、サーバーの増強を行い、現在は安定

稼働をしております。 

  また、ツムギノへ移行に伴い、操作手順や

画面構成等に違いがあることから、保護者の

皆様や現場の教職員からは、すぐーると比べ

ると手間がかかるなどの声が寄せられており

ます。実際にすぐーるの簡素な面を見ると、

その事実はあるかと思っております。 

  一方で、先ほど言いましたように、ツムギ
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ノは今後の多要素認証等のより高いセキュリ

ティー水準を確保する仕組みであり、一定の

操作手順が増える面については、安全性や情

報の正確性を確保するために必要と考えてお

ります。 

  ツールの変更というのは、ＫＩＩＦの変更

を５年ごとに行われます。当然メリット・デ

メリットがあります。引き続き保護者の皆様

や教職員の意見を丁寧に把握し、今後、運用

の改善で必要なシステム改修を進めていくこ

とで、より使いやすく、かつ安全に利用でき

る保護者連絡ツールとなるように取り組んで

いきたいと、そのように考えております。 

  最後に、子供の安全とＧＰＳ・見守り機能

の在り方についてでございます。 

  御指摘のミマモルメですが、ミマモルメは

児童・生徒が校門を通過した際に、その情報

を保護者へメール等で通知する、民間の登下

校見守りを主としたサービスでございます。

本サービスについては、保護者と株式会社ミ

マモルメの間に任意に契約されたものであり

ます。 

  情報機器による見守りについてですが、文

部科学省による学校における携帯電話の取扱

い等に関する有識者会議の審議のまとめにお

いて、ＧＰＳ機能は、防犯、災害時の安全確

保に資するとされており、本市においても、

こうした機能は有効な手段の１つと考えてお

ります。 

  また、文部科学省が令和２年に発出した学

校における携帯電話の取扱い等の通知におい

て、登下校時の安全確保の観点から、やむを

得ない場合には携帯電話などのＧＰＳ機能を

有した機器の持込みを例外的に認めることが

できるとされております。 

  本市においても、この通知の趣旨を踏まえ、

個々の実情に応じてＧＰＳ機能を有した機器

の持込み等を各学校で柔軟に対応しておりま

す。私が校長時代もそのようにしておりまし

た。 

  子供たちの行動範囲が広がり、社会環境の

変化、機器のサービス等の多様化、保護者の

ニーズに合った見守りの在り方等を踏まえ、

児童・生徒の安全確保第一に、関係機関とも

連携しながら取組の充実を図ってまいりたい

と、そのように考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 三木君。 

○32番（三木しんじろう君） ありがとうござ

います。時間の許す限り再質問をしていきた

いと思います。 

  それでは、ちょっと教育関係のほうを先に

させていただきたいと思います。 

  懲戒処分のことをなぜ今回質問をさせてい

ただいたかといいますと、教育委員会からも、

過去、直近３年間分の懲戒処分がどのような

ものが行われてきたかというのは確認させて

いただきまして、これ僕自身、個人的に、こ

の処分でいいのかというような案件が複数あ

った。例えばと言っていいのかどうかは分か

らないですけれども、ひどいものもあったり、

幾つも問題を起こして―― 違う問題ですね。

それが例えば停職１か月とか、そういうよう

なものを見ていて、また市民の方からも、新

聞報道にあったような事案があって、こうい

う教員に対して、この懲戒処分の内容では少

し甘過ぎるんじゃないかとか、もう少し丁寧

に説明する必要があるんではないかというよ

うな御意見もいただいたので、今回は質問さ

せていただいたわけなんですけれども、ちょ

っとお聞きしたいのが、処分の内容というの

も様々だと思うんですけれども、不祥事の内

容によっては、保護者や子供たちに与える心

理的影響も大きいものもあると思います。 

  過去の実例や社会通念に照らし合わせて、

重い処分にすることが裁量権の逸脱として違

法な処分と判断される可能性もあるというの

はも重々分かっているんですけれども、個別

ケースに基づいて、適切に判断して処分をす

るということは当然必要だと思うんですけれ
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ども、免職に至らない場合であっても、例え

ば子供たちへの接触に関して最小限にすると

か、今、教育委員会が停職を６か月を上限に

していると思うんですけれども、６か月以上

延ばすことができるのか、これは停職期間の

見直しですけれども、任命権者によって、こ

れは条例を変更しなくても可能だと思うんで

すけれども、この辺りの考えをお聞きしたい

と思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 竹森教育委員会事

務局長。 

○教育委員会事務局長（竹森永敏君） まず、

教職員によるこの非違行為が認知された場合

ですけれども、私どもとしましては、速やか

に事務局と学校現場が連携をしまして、何よ

りも優先しまして、児童・生徒の心理的ケア

に努めているところでございます。当然なが

ら、児童・生徒に心理的な影響があるという

ことであれば、当該教職員が児童・生徒と接

触しないことを前提に対応を進めておるとこ

ろでございます。 

  それから、議員から御指摘のありました停

職の月数でございますが、これにつきまして

は、私ども、やはり市長部局とも連携しなが

ら、他都市の状況も踏まえて、その辺りにつ

いては検討する必要もあると考えてございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 三木君。 

○32番（三木しんじろう君） 免職の次に重い

のが今現状では停職６か月だと思うんですね。

免職にいかないけれども、じゃあ、次の段階

はもう停職６か月なんだということになった

ら、なかなかこの差というのは、かなり僕は

大きいものであるというふうに思っています。

停職６か月はもちろん重いですけれども、こ

れでいいのかなと思うような事案もあります

ので、ぜひともこれ、なかなかここで言って、

はいというわけではいかないと思いますけれ

ども、前例にとらわれず、６か月というのが

果たしてふさわしい、正しいのかということ

も踏まえて考えていただきたいのと、あと分

限調査会についてですけれども、この中身が

どういうふうになっているかというのは、ち

ょっとよく僕も分からなくて、教育委員会の

ほうが各事案を懲戒審査会で説明して、過去

の事例とか、他都市も踏まえて、こういう処

分が妥当ですよというような説明で判断して

いるのか、それとも、一から審査会によって

審査されて、処分の内容が決まっているのか

というところをお聞きしたいんですね。 

  やはり今年度からは、子供を性犯罪から守

ります日本版ＤＢＳが開始されるというふう

に聞いておりますし、教員の不祥事による社

会的責任というのは一層厳しくなってくると

思います。ですので、この分限懲戒審査会に

ついて透明化というのは必要だと思うんです

けれども、今現在どのような制度で審査され

ているのか、お聞きしたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 竹森教育委員会事

務局長。 

○教育委員会事務局長（竹森永敏君） この教

職員による不祥事が発覚した場合ですけれど

も、まず教育委員会事務局の調査によりまし

て事実認定を行ってまいります。その後、懲

戒処分の指針に基づいて、過去の事案も参考

にしながら、どのような処分が妥当かという

ことを検討いたします。それから、議員御指

摘の分限懲戒審査会――附属機関でございま

すけれども―― こちらのほうに諮問させてい

ただいて、最終的には教育委員会として処分

を決定してございます。 

  この分限懲戒審査会における審議でござい

ますけれども、事務局の調査によって判明し

ました個々の事実認定、この事実認定に至っ

た考え方も含めて、それとそれに照らし合わ

せた処分量定、それが適切かどうかというこ

とを専門的な見地から審議をいただいてござ
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います。 

  ただ、やはり内容的には人事管理に関する

内容でございまして、率直な意見交換をして

いただくこと、それから意思決定の中立性を

確保するといった観点から、なかなか見えに

くいという御指摘でございますけれども、議

事録も含めて非公開ということにさせていた

だいてございます。 

  ただ、教育委員会としましては、やはり教

職員の不祥事に対する社会の受け止め方が非

常に厳しくなっていると。そういった中で、

処分の考え方、再発防止策等について、市民

の皆様にしっかり説明責任を果たすことが重

要であると考えてございます。今後も安易に

過去の前例に倣うのではなくて、時代の変化

も踏まえて、適宜懲戒処分の指針の見直しを

行いますとともに、事案に対しては厳正に対

処していきたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 三木君。 

○32番（三木しんじろう君） 文部科学省によ

る教職員の懲戒処分等の推移というものを見

ますと、この懲戒処分に対する教職員数の割

合の数値というのが出ています。神戸市は1.

54％ということになっていまして、全国の都

道府県、政令市、合わせた67自治体で第４位

と。政令市の中では１位ということになりま

す。この数値は、懲戒処分、免職、停職、減

給、戒告のほかに、訓告等も含まれていると

いうことなんですけれども、神戸市は処分の

数が比較的多いというところですけれども、

訓告がかなり多いと僕は思っています。です

ので、これがいいのか悪いのかというのは別

にしまして、審査会のほうでも、前回はこれ

だったから、今回もこれでどうですかという

ような進め方ではなくて、しっかりとゼロベ

ースで議論をしていただいて、処分に関して

は審議していただきたいと。 

  それと、研修の話もしていただきましたけ

れども、任命権者によって各自治体で設定す

ることも可能ですので、この辺りも力を入れ

て研修のほうもしていただきたいというふう

に要望させていただきたいと思います。 

  続いては、ツムギノについてお聞きしたい

と思います。 

  御説明ありましたように、すぐーるからツ

ムギノに替わりまして、なかなか使いづらい

という声がたくさん届いております。今現在、

すぐーるからツムギノに移行というのはどれ

ぐらいの割合でされているのか、お聞きした

いと思います。分からなかったら、後でまた

教えていただきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 竹森教育委員会事

務局長。 

○教育委員会事務局長（竹森永敏君） 今、手

元にございます数字では、ツムギノの加入登

録者数が10万5,873人、５月12日現在の数字

でございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 三木君。 

○32番（三木しんじろう君） なかなかこの移

行がうまくいっていないところもありまして、

学校の教頭先生とか学校で説明会をして、保

護者の方に移行の説明をしたりということで、

学校現場にも負担がかかっているような状況

があります。 

  ツムギノのアプリなんですけれども、今お

聞きしているのが、教育長からも御答弁あり

ましたが、小学校と中学校で使われているわ

けなんですけれども、その小学校と中学校、

学校によっても、例えばタグの中身が違うと

か、あとは、これすぐーるでもあったんです

けれども、例えば重要な通知が教育委員会か

ら来てても、開けばその文章の中にあらゆる

リンクが貼られていると、１つのメッセージ

にですね。保護者の方からしたら、３つ４つ

ＰＤＦのリンクが貼られてて、１個開けても

重要じゃなかったら、次のＰＤＦ、次のＰＤ

Ｆというふうに、開かない方もいらっしゃる
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というふうにお聞きしました。この辺りしっ

かり整理していただいて、何が重要なのか、

しっかり開いていただくということも大事だ

と思いますので、その辺りもまた検討・改善

していただきたいと思います。 

  さらには、今後はコベカツの本格実施に合

わせて、保護者の経済的負担の軽減等を図る

コベカツサポートのツールも導入するという

ふうにお聞きしております。このように、

様々なアプリが教育関係でも存在しておりま

す。この学校と家庭・教育委員会一体化につ

なぐ総合プラットフォームの仕組みを目指す

ことを検討するべきだと僕は思うんですね。 

  今、ツムギノもある。次は、ミマモルメを

やっている方はミマモルメもあると。中学校

になったらコベカツのアプリができる。今か

ら動くというところで、総合的なプラットフ

ォームの仕組みということも考えられたらい

いのかなと思いますけれども、この辺りいか

がでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 竹森教育委員会事

務局長。 

○教育委員会事務局長（竹森永敏君） 今、議

員に御指摘いただいた各ツールでございます

けれども、ツムギノは本市が導入したツール

でございます。一方で、ミマモルメにつきま

しては、保護者が事業者と任意に契約をいた

だくサービスでございます。それとコベカツ

サポートについても、これからコベカツの開

始に向けて、本市が導入していくツールでご

ざいます。 

  これらツールですけれども、現状では開発

主体も異なってございまして、それぞれ異な

る目的や役割がございます。技術的に今現状

で１つにまとめるというのはなかなか難しい

面があるかと思ってございます。 

  ただ一方で、このような技術、日進月歩で

進化してございます。将来的には機能を統合

しました利便性の高いツールが開発される可

能性もございますので、その動向については、

引き続き注視していきたいと思ってございま

す。 

  いずれにしましても、新たなツールを導入

する際には、保護者の日々の手間ですとか、

負担、そういったものを軽減する観点も踏ま

えまして、導入効果や利便性、十分に見極め

ることが重要と考えてございます。引き続き

効果的なツールの導入・運用によりまして、

保護者の利便性向上を図っていきたいと考え

てございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 三木君。 

○32番（三木しんじろう君） 承知いたしまし

た。 

  校務ＤＸの推進というのは、導入するだけ

じゃなくて、教員の方々もどれだけ働き方改

革につながっているのかとか、それで子供た

ちに向き合う時間がどれだけ増えたのかとい

うことも大変大切だと思いますし、導入後、

ＤＸを進めていって、教員の方にもまたアン

ケートを取るなり、負担の検証をしていただ

きたいというふうに思います。 

  続いては、ＡＩについてお伺いしたいと思

います。 

  近年、不登校児童・生徒の増加、ＳＮＳで

のいじめ、家庭問題、スクールカウンセラー

不足など、教育課題が複雑化しております。

体制の把握が困難なことから、子供が大人よ

りＡＩに本音を話しやすい特化を生かして、

早期察知をする仕組みが必要でないかという

ふうに思います。 

  三田市では、大阪教育大学と連携して、生

成対話アプリのＭＩＲＡＩノートの実証実験

を行っております。 

  本市においても、生成ＡＩを活用し、24時

間体制の相談受付や傾向分析を行うことで、

いじめ・不登校支援を強化すべきであるとい

うふうに思います。 

  個人情報の保護や、誤情報の提示、ＡＩ依
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存のリスク対策など、慎重な検討、設計が不

可欠でありますけれども、技術の利点を生か

してリスク管理もして、教育分野での生成Ａ

Ｉ活用をいかに進めていくのか、見解をお伺

いしたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 生成ＡＩを活用した

相談ツール、ＭＩＲＡＩノートの実証実験を

行われていることは承知しております。子供

が大人よりもＡＩに対して本音を話しやすい

傾向があるものの、やはり定型になりがちで、

個別の需要に十分に対応できないケースがあ

るといった課題も聞いております。 

  加えて、今、議員が御指摘のとおり、生成

ＡＩの導入については、個人情報保護や、誤

った情報提示のリスク、さらには一番問題で

ございますが、児童・生徒のいわゆる過度な

依存といった課題があり、慎重な制度設計と

運用が不可欠だろうと考えております。 

  三田市をはじめとした他自治体の取組や、

国の動向等を注視し、教育的効果とリスクの

両面を踏まえ、生成ＡＩの活用について研究

していきたいと思っております。 

  引き続き、児童・生徒１人１人の声を寄り

添い、安心して相談でき、学び、生活できる

環境づくりに取り組んでいきたい、そのよう

に考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 三木君。 

○32番（三木しんじろう君） ありがとうござ

います。相談だけでもなくて、文科省により

まして、初等・中等教育段階における生成Ａ

Ｉの利活用に関するガイドラインというのも

出ております。 

  先生方の校務の効率化、これはアンケート

の集計とか、文書作成とかも利用されている

学校もあれば、児童・生徒の学習の利活用、

英会話とか、プログラミング教育とか、そう

いうことも使われているところもありますの

で、また今後、こういう事例も出ていると思

いますので、研究していただきまして、進め

ていただきたいというふうに要望させていた

だきたいと思います。 

  次は、ＧＰＳについてお伺いしたいと思い

ます。 

  現在、民間も含めて様々なＧＰＳの機器と

いうのがあると思うんですけれども、ＧＰＳ

機器の持込みというのは、私自身は１つ効果

が見込めるんじゃないかというふうに思って

おります。 

  先ほど教育長言われたように、小・中学校

における携帯電話ガイドラインも文科省のほ

うから出ておりますけれども、今、神戸市の

小・中学校では、要は、先ほどのお話では、

携帯は持ち込んでいいということになってい

るのか、それと、ＧＰＳ機器を持ち込んでも

いいということを周知されているのか、その

点をお聞きしたい、確認したいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 積極的にお使いくだ

さいとは言っていないと思いますが、要望に

応じて、携帯電話については、学校へ持って

きて、登校時に学校で預かる、下校時に返す

ということが一般的に行われております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 三木君。 

○32番（三木しんじろう君） ＧＰＳ機器に関

しては、ミマモルメをランドセルに入れてい

る子供もいますし、中学校でも利用はできる

わけですけれども、このＧＰＳ機器に関して、

他都市を見れば、端末の初期費用を自治体が

負担したり、あとは無償で貸与したりという

ようなところもあると思うんですけれども、

教育委員会としては―― この携帯電話の件は

分かりましたけれども―― このＧＰＳ機器に

関して、僕はミマモルメというのは別に教育

委員会が一緒にやっているわけではないと思

うんですけれども、ただ、校門を通れば通知
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があるというメリットがあるわけですから、

ある意味、ミマモルメを使っている方もいら

っしゃると思うんですけれども、これはミマ

モルメではなくて、民間のＧＰＳ機器という

ことになれば、当然保護者の携帯からも位置

情報が確認されるわけなんですが、このＧＰ

Ｓの機器というのは、１回１回預かるわけに

はいかない。ランドセルやかばんに例えば入

れっ放しにしとくものであると思うんですけ

れども、この機器に関してはどうでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 特に授業、学習活動

に差し障りがなければ、御家庭の希望に応じ

て、そういうふうな機器がランドセルの中に

あるとか、かばんにあるとか、そういうこと

については、別に大きな支障はないと考えて

おります。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 三木君。 

○32番（三木しんじろう君） ぜひとも保護者

の方からは、そのミマモルメのＧＰＳ機能が

あんまりよくないから、ほかのＧＰＳ機器を

使いたいという声がありまして、学校がどう

考えているかはよく分からないんで、そこを

聞かれていまして、今回も質疑をさせていた

だきました。 

  それ一定の安心にもつながると思いますの

で、ぜひともそういう教育委員会の方針があ

りましたら、各学校によって違うということ

であったら問題だと思うんですけれども、も

ちろんＧＰＳを持たせたくないという御家庭

もあると思いますので、希望者にはＧＰＳを

持たせるということも可能ということは周知

していただきたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  神戸空港についてお聞きしたいと思います。 

  市長の御答弁と認識が僕も同じでして、ポ

ートライナーの特に線路の下というのは、か

なり僕はもったいないスペースだなというふ

うに思っています。 

  この件に関しては、活用できないかという

ことは分科会でもちょっと質疑をさせていた

だいたんですけれども、特に空港島から橋を

渡って、ポートライナーの線路がずっと続い

ているわけですけれども、本当にあそこを活

用する、しないわけにはいかないというか、

したほうが僕はいいと思います。 

  2030年までは、あと時間があまりないと思

うんですけれども、この辺りというのは、30

年までに何か見違えて変わるというようなお

考えはあるんでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） まず、ポートライナー

のこの駅舎の地上部分、ここは、やっぱりそ

こはたくさんの人が通るわけですから、ここ

はまず今の活用状況では、これは不十分だと

いうふうに思っておりまして、まずこの辺の

活用について、これは都市局とよく問題意識

を共有しておりますから、この辺のところか

ら手をつけられればと思っております。 

  それ以外のこの高架下の有効活用について

は、少しお時間をいただければというふうに

思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 三木君。 

○32番（三木しんじろう君） 高架下も長いで

すから、時間はかかるものと思いますので、

また御検討していただきたいと思います。 

  神戸空港が国際化になりまして、今は電子

マネーの時代になっておりますけれども、当

然例えばコインとか小銭ですよね。これをお

持ちとか、日本円をお持ちの方も、日本を離

れるときに、例えば空港でお土産を買ったり、

小銭を全部使ってしまうという、僕らも海外

へ行ったらそういう心理はあると思うんです

けれども、その一方で、お土産屋さんとか、

そういう面に関しても、今後充実というのは、

空港島だけではなくて、ポートアイランドも
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いいんですけれども、以前に道の駅をポート

アイランドにつくってほしいと僕はお話しし

て、海の駅でもいいんですけれども名前は、

つけていただきたいということで、地域の方

も買物できたり、観光客の方も買物できたり

というお話は提言させていただいたんですけ

れども、先日、市民の方と話したら、「ガチ

ャガチャ置いたらいいやん」と言われたんで

すよ。今、ガチャガチャがすごく人気でして、

どこの商業施設でもガチャガチャのコーナー

というのが大きくありますので、そういうと

ころに小銭を入れて、最後使っていただくと

いうのも手だと思いますし、その経済効果、

来訪者に対して消費喚起をする経済効果の還

元について、市内還元について、観点を持っ

て進めていくべきだと思うんですけれども、

今ちょっと何個か提案しましたけど、その点

についてどのようにお考えか、お聞きしたい

と思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今、先生が御指摘を

いただきましたように、神戸空港に御利用い

ただく方、そしてまた、乗り継ぎもしくは時

間調整の場のときに、消費を高めていただく

ような場所をつくっていくということは大変

重要な観点だというふうに思ってございます。 

  神戸空港の中でも、飲食店あるいはお土産

店の充実というものを図ってきたところでご

ざいますけれども、周辺のところでそういっ

たことを楽しんでいただく場所というのを用

意するということは大変重要でございまして、

関係局で、今、プロジェクトチームをつくっ

て、そういった土地の利用に関しての検討も

進めているところでございますので、御指摘

も踏まえて検討を進めさせていただきたいと

思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 三木君。 

○32番（三木しんじろう君） ぱっと時間を見

たら、ちょっともう過ぎていまして、要望に

代えさせていただきたいと思います。 

  須磨海岸については、僕も須磨で生まれ育

っているという――潮見台で生まれ育ったこ

ともありまして、ちょっとお聞きしました。 

  先日行きましたけれども、そのスターバッ

クスの２階とかも空き店舗になっております。

ここ一等地ですので、ぜひとも全体に向けた

活性化で、須磨駅から西側もちょっと寂しい

雰囲気がありますので、ぜひとも一体的に考

えていただきたいと思います。 

  補助金に関しては、副市長の御答弁で納得

しました。ありがとうございます。 

  そして、多様なモビリティー、そして自転

車についてですけれども、やはりこれは早急

に進めていただくべきだと思いますし、自転

車の撤去台数が令和６年で1.2万台というふ

うにお聞きしていますので、こういう対策と

いうのも必要だと思いますので、ぜひとも自

転車道路、自転車レーンについては進めてい

ただきたい。 

  そして、自転車レーンには神戸市の市バス

も停車して待機しているというようなものも

見られますので、これもやっぱり考え直さな

ければならない―― 停車場所というのはちょ

っと考えていただきたいというふうに思いま

す。 

  最後に、要望をさせていただきたいと思い

ます。 

  先日のフードサポートこうべについてです

けれども、物価高騰の影響は、投資的施策に

とどまらず、一般市民の生活にも及んでおり

ます。 

  本年４月に各区で開催しておりますフード

サポートこうべについては、先般の２月議会

の総括質疑において、本当に支援を必要とす

る方にサポートが行き届くよう、対象者の限

定や、支援策が早い者勝ちとならない仕組み

の必要性を指摘をさせていただきました。し

かしながら、実際には長時間並んでいるにも
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かかわらず、整理券を取得できなかったとの

声も聞いております。 

  加えて、周知不足や移動が困難な方にとっ

ても利用しにくいといった課題も指摘されて

いることから、速やかに改善策を検討して、

運用の抜本的な見直しをしていただきたいと

要望させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

  それでは、山本議員と交代いたします。 

○議長（よこはた和幸君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  次に、18番山本のりかず君。 

  （18番山本のりかず君登壇）（拍手） 

○18番（山本のりかず君） 日本維新の会の山

本のりかずです。私からは、大きく７点質疑

させていただきます。 

  まず、教育活動に伴う移動手段の安全確保

についてお伺いします。 

  2026年５月、福島県郡山市の磐越自動車道

において、生徒１人が死亡する痛ましい事故

が発生しました。お悔やみ申し上げるととも

に、子供を持つ私としても、本当に痛ましい

事故であり、心が痛みました。 

  児童・生徒が参加する大会や合宿、遠征等

における移動手段の安全確保は、教育活動を

支える基盤として極めて重要です。 

  貸切バスなどの手配に際し、運転者が二種

免許を有しているのか、運行管理体制が適切

に確保されているのかといった確認が、部活

動を担う教員任せとなっていないか、懸念が

あります。 

  現在、文部科学省が学校活動安全確保対策

推進本部を設置して、再発防止策を検討する

こととしていますが、事故を未然に防ぐ観点

から、現在、教育委員会としてどのような基

準と確認体制をもって安全確保を図っている

のか、確認させてください。 

  次に、外国人児童・生徒の受入れに伴う教

育環境の整備についてお伺いします。 

  神戸市においては、外国人児童・生徒の受

入れが進む中、日本語での意思疎通が困難な

児童・生徒の増加により、現場、教員の負担

が増大していると認識しています。 

  また、受入れの進展に伴い、日本人児童・

生徒に割く教育時間の減少が、学力や体力の

低下につながる可能性も懸念しています。 

  近年の共生社会の中で、教員の負担軽減を

図りつつ、日本人児童・生徒の教育の質を確

保する観点が重要であります。神戸市として、

どのように現場体制の充実を図っていくのか、

確認させてください。 

  ２点目、森林・里山資源の活用による神戸

経済の活性化についてお伺いします。 

  先日、黒田副市長の特集記事を拝見すると

ともに、以前、議会において専門家として、

神戸の森林資源の保全と活用というテーマで

講義をしていただき、森林・里山政策の考え

について理解が深まった次第でございます。 

  記事の中では、森林・里山は守るのではな

く、切って売る、使いながら循環させるとい

った考え方が強調されており、資源として活

用しながら持続させていく方向性が示されて

おり、私も共感しております。 

  神戸市には約２万ヘクタール以上の広大な

森林があり、これを税金だけで整備・管理し

ていくことには限界があるのではないでしょ

うか。 

  神戸市産材の活用や備長炭の生産に加え、

観光や体験といった多様な価値観を持つ資源

として生かし、地域の中でお金に換えていく

仕組みを構築することは大変重要であると考

えております。 

  都市と里山が近接した神戸市のポテンシャ

ルを踏まえれば、当該取組は全国のフロント

ランナーとなり得る可能性があります。 

  一方で、行政主導の取組から、どのように

今後、民間主体への活動へと展開し、地域経

済として持続的に回っていく仕組みを構築し

ていくのか課題です。 

  森林・里山資源の活用について、今後どの
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ようなプロセスで神戸経済に結びつけ、自走

または自律する仕組みとして確立していくの

か確認します。 

  ３点目、街路樹の適正管理についてお伺い

します。 

  神戸市では、1971年以降、グリーンコウベ

作戦を展開し、市街地の緑化を推進してきて

おります。また、昨今の高温常態化への対策

として、都市部の緑化を進めていると認識し

ております。 

  一方で、植栽から40年以上が経過した樹木

が老木化傾向にあり、管理の在り方が大きな

課題となっております。 

  昨日の本会議においても議論されておりま

した。かつては自治会等、地域の担い手が落

ち葉の清掃などを対応してきておりましたが、

高齢化により困難となり、行政による剪定等

も現実では追いついておらず、限られた予算

の中で適正管理を行うには、計画的な樹木の

撤去が重要でございます。 

  今年２月には街路樹再整備方針が改定され

ましたが、気候変動対策としての緑化推進と

適正管理のための樹木の撤去をどのように両

立していこうとしているのか確認します。 

  ４点目、共用給水管の更新対応についてお

伺いします。 

  神戸市における一部地域では、公道であり

ながら、配水管ではなく、複数の住民で所有

する給水管が布設されているケースが見受け

られます。これは当時の開発事業者が整備コ

ストを抑える目的で、共用給水管を設置した

ものと承知しています。 

  当該地域では、老朽化が進んでいるにもか

かわらず、所有者間の合意形成が必要である

ことから、更新が進まないなど、維持管理上

の課題が生じております。 

  こうした課題は、市内各地に共通する構造

的な問題であるとも考えますが、共用給水管

の更新促進や、配水管化に向けた支援策につ

いて、どのように検討しているのか確認しま

す。 

  ５点目、センタープラザの建て替えについ

てお伺いします。 

  三宮の中心に位置するセンタープラザ、セ

ンタープラザ西館、さんプラザの３館につい

ては、老朽化の進展や、時代ニーズを踏まえ、

区分所有者らによる建て替えを前提とした議

論が、協議が進められていることは承知して

おります。３館で約400人に及ぶ区分所有者

の合意形成が必要となる中、都心・三宮の再

整備を進める上でも、重要なプロジェクトで

あると考えます。今年度には、再開発協議会

が設置されると聞いておりますが、事業化に

向けた合意形成支援や、まちづくりの方向性

を含め、神戸市として、今後どのように取り

組んでいくのか確認します。 

  ６点目、ナイトタイムエコノミーの推進と

受入れ環境の充実についてお伺いします。 

  2026年３月に閣議決定された観光立国推進

基本計画では、インバウンドの戦略的な誘客

等が柱とされております。インバウンドは１

人当たりの消費額が大きく、宿泊や飲食につ

ながるナイトタイムエコノミーの推進は、観

光消費額の拡大にも有効であり、神戸市内経

済の活性化に大きく寄与するものであると考

えております。 

  一方、国内旅行客も国際情勢等に左右され

にくい重要なターゲットであり、国内外双方

への発信が不可欠であり、神戸市にはジャズ

やバー文化など、夜に楽しめる神戸らしい観

光資源があり、これらを磨き上げれば戦略的

に発信し、滞在時間の延長や消費拡大につな

げるべきと考えますが、今後ナイトタイムエ

コノミーの活性化をどのように図っていくの

か確認します。 

  最後、７点目、ＭＩＣＥ機能の強化と施設

更新の方向性についてお伺いします。 

  神戸市において、2025年度に神戸空港の国

際化を契機として、一定規模の国際会議等の

施設利用を無料化するなど、ＭＩＣＥ誘致の
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強化に積極的に取り組んでいることは認識し

ておりますし、評価しております。 

  ＭＩＣＥは高い経済波及効果を有し、都市

の国際競争力を左右する重要な施策です。 

  一方で、国際会議場及び国際展示場は、整

備から約40年が経過し、老朽化や機能面の陳

腐化が課題となっております。 

  今年度は調査費も計上されているとお聞き

していますが、今後、施設のリニューアル化

に向け、どのような方針で進めていくのか確

認します。 

  質問が多岐にわたりますので、簡潔な答弁

をよろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 山本議員の御質問のう

ち、私から、まず街路樹の適正管理につきま

してお答えを申し上げます。 

  これまで、街路樹をはじめとした市街地の

緑化を推進してきましたけれども、御指摘を

いただきましたように、近年、街路樹木の大

木化や老木化が進行し、管理上の課題が生じ

ております。 

  また、落ち葉の清掃を地域住民に行ってい

ただいておりますけれども、担い手の確保に

課題が生じております。 

  これらを踏まえ、平成29年度に街路樹再整

備方針を策定し、緑の量の拡大から、撤去や

更新も含めた質の充実に重点を置くこととい

たしました。 

  また、高温常態化や樹木の安全対策の観点

を加え、今年の２月に改定を行い、課題に対

応したより適切な街路樹管理に取り組んでい

るところです。 

  緑化推進の考え方といたしましては、歩行

者が滞留する交差点や、人通りの多い場所で

新たな木陰を創出するこうべ木陰プロジェク

トを推進するとともに、都心・三宮や主要駅

周辺における高質な緑環境の整備にも取り組

むこととしております。 

  また、昨日も御答弁申し上げましたけれど

も、樹木を適正に撤去していくということが

非常に大事です。大木化・老朽化した樹木の

撤去・更新、過密化した樹木の撤去、交通支

障となっている樹木の撤去などの考え方によ

りまして、街路樹の適正化をスピード感を持

って進めていきたいと考えております。 

  さらに、点検をしっかり行い、点検の結果

に基づき、倒木のおそれがある樹木の撤去・

更新も進めます。 

  これらの施策を通じまして、緑化の推進と

街路樹の適正管理について、バランスを取り

ながら両面で取組を進めていきたいと考えて

おります。 

  次に、センタープラザの建て替えです。 

  センタープラザ３館の再整備につきまして

は、これまで区分所有者とともに様々な検討

を積み重ねてきました。現在は次のステップ

となります再開発協議会の設立を目指し、そ

の設立趣旨、体制・活動費用等について定め

た規約、設立後のスケジュールなどにつきま

して、区分所有者と意見交換を行いながら策

定を進めておりまして、今年の７月の設立総

会の開催を目指しております。 

  また、並行いたしまして、全区分所有者を

対象とした建て替え検討会も開催をしており、

昨年度は再開発の専門家を招いた意見交換や、

他地区における再開発事例の視察、再開発協

議会の検討内容についての議論など、再開発

事業に関する理解をより深めるための取組を

行いました。 

  ３館を合わせますと400名を超える区分所

有者が所有するビルでありまして、合意形成

が最も重要です。再開発に関する専門知識を

有し、区分所有者の皆さんに寄り添って、議

論や合意形成を支援するコンサルタントを導

入する費用の補助を令和４年度から行ってお

りまして、これを継続していきます。 

  本市も区分所有者の一員でありますので、

事務局である株式会社サンセンタープラザや
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専門家とも連携しながら、再整備に向けた議

論に積極的に関わってまいります。 

  サンセンタープラザ３館を含むセンター街

周辺のまちづくりの方向性につきましては、

令和６年３月に地元権利者や市をメンバーと

した三宮センター街周辺エリアまちづくり検

討会を立ち上げまして、まちの魅力づくりや

回遊性の向上、歩行者の安全に配慮した荷さ

ばきの在り方などをテーマに議論を行ってい

きました。これまで議論してきた内容を神戸

市として取りまとめるとともに、さらなる意

見聴取を行いながら、ブラッシュアップを図

っているところでありまして、サンセンター

プラザ３館においても、この取組と歩調を合

わせた検討を進めていきたいと存じます。 

  サンセンタープラザ３館は、神戸の都心商

業の中心として大変重要なエリアです。建て

替えに向けた議論や合意形成を積極的に進め

ながら、事業化を目指し、着実に取組を進め

ていきたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長、水

道局長からお答えを申し上げます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、２点

御答弁を申し上げます。 

  まず最初に、ナイトタイムエコノミーの推

進について御答弁を申し上げます。 

  ナイトタイムエコノミーの推進は、滞在型

観光による観光消費額の拡大につながります

とともに、神戸への誘客にもつながる重要な

取組であると認識をしているところでござい

ます。また、市民にとっても夜のまちを楽し

める環境づくりにつながるものであると考え

ているところでございます。 

  本市は、ジャズやバー文化に加えまして、

港町ならではの夜景など、神戸らしい多様な

夜型コンテンツを有しているところでござい

ます。 

  また、メリケンパークやハーバーランド周

辺を中心に、夜間景観を生かしたライトアッ

プや、花火などの実施や、バーマップの制

作・配布、夜型イベントへの補助などを行う

ことで、夜を楽しみながら滞在や回遊性を高

める環境づくりを進めているところでござい

ます。 

  このような夜型コンテンツを市民や国内外

からの来外者へ発信するため、コウベｄｅナ

イトのサイトで夜型イベントやジャズバーな

どでの多様な夜の過ごし方を提案するととも

に、この３月からは５か国語に対応すること

で、その利便性を高めたところでございます。 

  これからもジャズやバーなど、神戸の文化

と親和性の高い夜型コンテンツの情報発信を

強化するとともに、民間事業者との連携や、

三宮再整備あるいはウォーターフロントの整

備などのまちづくりとも連動しながら、神戸

らしいナイトタイムエコノミーの推進に取り

組んでまいりたいと考えてございます。 

  ２点目は、ＭＩＣＥ機能の強化と施設更新

の方向性についてでございます。 

  ＭＩＣＥは、御指摘をいただきましたよう

に、経済波及効果が高いことから、都市戦略

を考えていく上でも重要であると認識をして

おりまして、今年度より大型ＭＩＣＥ開催時

の施設利用料無料化を進め、積極的な誘致に

取り組んでいるところでございます。 

  ＭＩＣＥ施設は、医療産業都市を展開して

きた背景などもありまして、医学系の学会な

ど、これまで多くのコンベンションやイベン

トなどが開催をされまして、産業振興と人材

交流の基盤となる施設として重要な役割を果

たしてきたところでございます。 

  その機能を継続的に維持するとともに、事

業者や利用者の利便性を向上するため、これ

までも最新のインターネット環境の整備など

も実施をしてきたところでございます。 

  一方で、施設は整備から40年以上が経過を

しておりまして、計画的な大規模改修が必要

となるため、2025年度には施設全体の劣化度
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調査を実施したところございます。 

  この調査結果を踏まえて、今年度は空調設

備、音響設備の更新など、必要な工事の優先

順位を整理するとともに、例えば国際展示場

の効率的な動線確保や、交流機能の強化など、

利用者のニーズや時代に合った機能拡充も検

討していきたいと考えてございます。 

  検討に当たりましては、顧客離れを防ぐた

めの休館期間の短縮や費用対効果、あわせて、

都心・三宮の再整備によって新たに整備され

る施設との連携も視野に、市全体のＭＩＣＥ

機能の強化に資するよう、改修方針を策定し

てまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 黒田副市長。 

○副市長（黒田慶子君） 私からは、１つお答

えいたします。 

  森林・里山資源の活用による神戸経済の活

性化についてですが、市内森林を適切に管理

していくことは、防災、生物多様性保全、水

源涵養などの森林の公益機能を高め、市民に

とって貴重な財産を守ることにつながります。

そこで、市内森林の９割を占める広葉樹林の

資源利用と再生を通じた森林管理を持続させ

る資源循環の取組に重点を置いております。 

  今年度としましては、広葉樹の伐採・搬出

の加速による森林の適切な管理の推進と、神

戸市産材の積極的活用に取り組む予定であり

ます。既に民間事業者の活用事例も増えつつ

あります。 

  加えまして、農村・里山に関わるツアーな

ど、コンテンツの検討も局横断的に進める予

定にしております。 

  経済活動につながる仕組みづくりですけれ

ども、まず行政としては森林の管理を進めて、

木材搬出量を増加させてまいります。関係者

をつなげる場として設置しておりますこうべ

森と木のプラットフォームを通じて、流通量

拡大をさせたいと考えております。 

  これに加えまして、ＫＯＢＥ ＷＯＯＤ補

助金制度といった市産材活用を後押しする支

援を行ってまいります。それにより、森林資

源が収入につながることを森林所有者に実感

していただき、木材加工者や消費者が市産材

を手に取りやすい環境をつくりたいと考えて

おります。 

  これらの取組を進め、将来的には神戸市産

材の活用が多くの市民にとってなじみのある

状況となり、民間を主体とした森林資源循環

の自走につなげてまいりたいと考えておりま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうから、２点

答弁申し上げます。 

  教育活動に伴う移動手段の安全確保につい

てでございます。 

  本市では、部活動の校外での活動の際の移

動手段について、本市独自の部活動ガイドラ

イン等において、公共交通機関、貸切バス、

タクシーを含むんですが、それらを利用する

ことを明記し、毎年徹底を周知しております。 

  また、部活動の校外での活動の際の移動手

段の決定に当たりましては、移動に係る日程、

行き先、移動手段等を記載した校外指導届を

部活動顧問が作成し、当該学校の管理職の許

可を必要としており、部活動顧問個人に任せ

ることなく、学校として組織的な判断を行っ

ております。 

  このたびの事案を受けて、改めて市立中学

校、高校にも再度周知したところでございま

す。 

  また、経費負担については、公式戦に限る

ということではございますが、市外で開催さ

れる県大会等に参加する場合、大会旅費等補

助制度により、児童・生徒の旅費を一部補助

することも取り組んでおります。 

  このような既存のガイドラインの周知を継

続し、今後も適切に運用することで、安全な

部活動運営に努めてまいりたいと、そのよう
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に考えます。 

  次に、外国人児童・生徒の受入れに伴う教

育環境の整備でございます。 

  今、御指摘いただきましたように、令和７

年度の日本語指導の必要な外国人児童・生徒

は742名で、５年前から比べますと約1.6倍と

なっており、学校現場の学習環境に大きな影

響を与える、そのように認識しております。

このような中で、来日した児童・生徒が速や

かに学校現場になじめるように支援すること

が重要であると考えております。 

  本市では、新たに来日した日本語指導を必

要とする児童・生徒の支援を国の補助事業を

活用しながら、こども日本語サポートセンタ

ーにおいて一元的に行っております。相談窓

口をセンターに一本化することで、学校現場

がスムーズに指導、遂行できる体制を構築し

ております。 

  新たに来日した児童・生徒は、まず初期日

本語指導教室、日本語ひろばにおいて、学校

で最低限必要な日本語表現を学んでおります。 

  日本語ひろば終了後は、学校から参加でき

るオンライン教室や、加配教員や、日本語指

導教員による日本語の個別指導を行っており

ます。 

  また、日本語の指導を必要とする児童・生

徒が多数在籍する小学校７校と中学校３校に

は日本語指導教室を設置し、学習言語として

の日本語指導を行っております。 

  さらに、来日間もない児童・生徒に対して

は、教員の話した言葉を母語で通訳するラン

ゲージ支援員を学校の授業に派遣するなど、

児童・生徒の困り事や不安感に寄り添ってお

ります。ランゲージ支援員不在のときは、教

員の話した言葉を同時に母語で学習用タブレ

ットで表示させることができる通訳ツールな

どを活用しております。 

  また、急な保護者対応等では、遠隔でオペ

レーターとの通訳を介しながら会話できる遠

隔通訳システムなどを導入しております。 

  現状、新たに来日した子供たちは、日本語

ひろばで日本の学校の雰囲気を体験し、一定

円滑に学校生活に移行することができている

と認識しております。 

  また、学校に行ってからも、オンラインや

訪問での指導を継続しており、子供の日本語

力の向上や、学校の負担軽減につながってい

ると考えております。 

  子供たちがさらにスムーズに授業参加でき

るよう、学習に使う日本語の指導の充実を検

討しているところでございます。 

  日本語指導を必要とする外国人児童・生徒

は今後も増加していく見込みでありますので、

学校現場と緊密に連携し、情報共有し、国へ

も財政支援を要望しながら、必要な支援を充

実してまいりたいと考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 坂田水道局長。 

○水道局長（坂田昭典君） 私から、共用給水

管の更新対応について御答弁させていただき

ます。 

  共用給水管といいますのは、複数の方が共

同で所有し利用する給水管のことでございま

す。住宅などが整備される場合、必要となる

給水管は、開発事業者の費用負担により整備

されますが、使用量が少ない場合は、水質管

理上、水道局が管理する口径の大きな配水管

ではなく、個人の所有する給水管、口径の小

さな給水管として布設するよう指導しており

ます。 

  また、ある程度、使用水量がある場合でも、

配水管で使用します鋳鉄管は価格が高いため、

先ほど議員から御指摘があったとおり、開発

事業者が整備コストを抑える目的で、共用給

水管として布設される場合もございます。 

  御質問のありました共用給水管の更新促進

と配水管化についてでございますけども、共

用給水管を更新する場合、所有者全員の合意

と費用負担が必要となるため、更新が進んで

いないというのは承知しております。しかし、



 

－26－ 

給水管は個人財産であるため、本市が費用負

担して更新を行うというのは難しいという状

況でございます。 

  次に、共用給水管を配水管化するというこ

とですけども、現状、道路部で給水管が漏水

した場合、個人での管理が難しいということ

で、条例の施行規程に基づきまして、本市が

漏水修理をしているという状況でございます。 

  今後、共用給水管の老朽化が進めば、漏水

修理費用が増大するとか、第三者への被害リ

スクが年々増加するということが予想されて

おります。特に大規模開発が進んだ1970年頃

に布設されました共用給水管は老朽化が進ん

でおりまして、漏水リスクが増しているとい

う状況で、以前から共用給水管の更新、配水

管化を進める必要があるというふうに水道局

でも認識をしているところでございます。 

  しかしながら、個人財産であるということ

で、共用給水管への支援を行うに当たりまし

ては、条件整理であったり、施設整備に関す

る負担の公平性の確保など、解決すべき課題

も多くあるというふうな状況でございまして、

現在、これらの課題を抽出して、課題解決に

向けた方策を議論しているところでございま

して、他都市の状況なども踏まえて、支援策

の検討を進めてまいりたいと思っております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 山本君。 

○18番（山本のりかず君） それぞれの部署の

方の御回答ありがとうございました。 

  私からは、まず、教育活動における移動手

段の安全確保についてお伺いしたいと思って

います。 

  福本教育長、様々な対応をされているとい

うことで答弁を聞いて、確認させていただき

ました。その中で、今後、部活動の地域移行、

本年度の９月、本格化されます。大会や遠征、

対外試合等に参加する際には、活動拠点から

離れた場所での移動が増加し、バス等の移動

手段を利用する機会が発生することが想定さ

れております。 

  これまででしたら、神戸市教育委員会が管

轄して、それぞれ部活動、遠征なり、責任の

担保というか、その辺りを担ってきたと思い

ますが、今後、コベカツ移行に際して、民間

主体になることが想定されています。その中

で、活動の運営主体が学校から地域の活動団

体へ移行することにより、このような遠征や

大会等における移動に伴う事故リスクを未然

に防ぐ観点から、児童・生徒の安全確保につ

いて、教育委員会としてどのような具体的な

対策を講じていくのか、確認させてください。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 御承知のように、コ

ベカツには、現状1,000を超えるクラブが参

画いただくことになっております。そして各

クラブは、それぞれの状況に合わせて、子供

たちの主体的な取組を支援すべく、技術、能

力の向上から、レクリエーション的なことま

で、本当に幅広い活動内容を予定しておりま

す。 

  このように、クラブによって活動が様々で

すが、何より子供たちの安全優先、安全・安

心は最優先であり、留意すべきことをしっか

り守っていただくことは必須だと考えており

ますので、その移動に関しても同様であると、

そのようなスタンスでございます。 

  現在、９月の正式開始に向けて、各クラブ

と必要に応じて情報交換を行っておりますが、

特に遠征に関しての不安や相談はあまり寄せ

られておりません。もともとコベカツでは、

今の部活動の課題である活動場所や時間の制

限について、一定確保できることから、また、

それに基づいて練習計画を立てていただいて

おりますので、ほとんどのクラブが練習拠点

を大きく離れる必要がないと聞いております。

それでも、年間数回の大会やコンクール、ま

た、少数のクラブですが、日常的に移動を前

提としたものもありますので、移動手段の検
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討に当たっては、それぞれの内容、時間、参

加人数等を考慮し、公共機関の利用、バス、

タクシーの借り上げ、保護者の送迎などと、

安全確保の観点を第一に、総合的に判断する

よう周知しておるところでございます。 

  今後も、各コベカツクラブの状況について

は、移動も含めた活動内容をしっかり把握し、

必要に応じて指導・助言を行ってまいりたい

と、そのように考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 山本君。 

○18番（山本のりかず君） 福本教育長の答弁

でしっかりとハンドリングされているという

ことは、今、確認させていただきました。 

  その中で、現場において、その実態が形骸

化しないように、しっかりと事実確認ととも

に、このような事故が生じないように取り組

んでいただきたいことを要望させていただき

ます。 

  次に、外国人児童・生徒の受入れに伴う教

育環境の整備について、先ほど福本教育長か

らは、実際、外国人の児童・生徒に対する手

厚い様々な施策、支援策というのは、答弁で

確認させていただきました。 

  私、先ほど質疑で、懸念しているのが、や

っぱり日本人の児童・生徒に対する、その教

育の質の確保、体力面の低下とか、授業に割

く時間の質の低下とか、保護者からそういっ

た声も聞いています。現場の一部の教員から

も、そういった話は私の耳に届いている中で、

日本人のその児童・生徒に対する教育の質を

確保するためには――５年前と比較して、1.

6倍外国人の児童・生徒が増えているという

御答弁もありました。 

  今後、政府の施策とも連動することを踏ま

えると、全国見渡すと、外国人の児童・生徒

が増えていく傾向にあることは承知していま

す。その中で、日本人の児童・生徒のその質

の確保であったりとか、体力面に対して、し

っかりとそれを担保できるのかどうかという

ことを答弁いただきたかったと。その辺り、

もし教育長、お考えがあればお聞かせくださ

い。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） それは私の経験も踏

まえてでございますが、やはり外国人児童・

生徒が入ってくるということになりますと、

教員の負担も増えますし、通常やらなければ

ならないことというのは増えることは間違い

ありませんが、神戸市が今、日本語ひろばと

いうような制度を持っておりまして、これは

当初、私が受け入れたときが、いろんな課題

があったものを一定一元化していただいて、

子供たちがそこである程度の―― 子供たちは

本当に学習、言語を学ぶのが速いですから、

やはり今在籍しているほかの子供たちへの影

響を最小限に食い止めるためにも、今やって

いる施策というのはしっかりされているのか

なと思います。 

  ただ、もう1つは、やはり外国人児童・生

徒がいて、やはりそこから日本人も学ぶこと

もありますので、そういう共生という観点も

教育の中ではうまく取り入れていくというこ

とで考えていかなくてはならないかなと思い

ます。 

  ただ、今後もどんどん増えていくというこ

とになりますと、やはり最後、私答弁させて

いただいたように、国にも財政支援を求めて、

その日本語ひろばの拡充であるとか、そうい

うことをやっていかなくてはならないかなと、

そのように思っております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 山本君。 

○18番（山本のりかず君） 共生社会の充実と

いうのは私も理解しますし、共感するところ

であります。 

  先ほど福本教育長、日本語ひろばという話

もありましたので、日本人の児童・生徒の教

育の質の確保をしっかりと担保していただき、
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必要に応じて国に要望もしていただきたいと

思います。 

  続きまして、サンセンタープラザの建て替

えについてお伺いしたいと思います。 

  先ほど市長からは、様々な過去の経緯と、

今のこれからの方向性については御説明あり

ました。私も基本的には市長と同じような考

え方であります。 

  その中で、これはもう質疑というよりも要

望ですけども、私自身も2019年９月の議会に

おいて―― 今から６年前ですけど―― センタ

ープラザの建て替えについて質疑しました。

当時は副市長から、同じような400名を超え

る区分所有者がいり、機運醸成を図ってまい

りたいという答弁もありました。 

  2030年には神戸空港が国際化し、定期便も

就航が開始されることを踏まえて、これから

の神戸市の再整備に向けての取組について期

待したいと思います。 

  続きまして、ナイトタイムエコノミーの活

性化推進と受入れ環境の充実について、今西

副市長から答弁がございました。 

  その中で、私自身も―― 先ほどみなとまち

神戸という話もありましたけども―― 機会が

あれば、神戸の夜、バーに立ち寄り、意見交

換を実施しております。そのバーの経営者か

ら意見を伺っておりますと、神戸市民の方に

も来ていただきたい。しかし、現状は、例え

ば神戸市外の方とか、場合によっては海外の

方も足を運んで一部いただいているという現

状は伺っております。神戸市民もそうですし、

県外の方も、市外の方も、そして海外の方も

来ていただきたいということは、バーの経営

者から伺っています。その中で、日本のウイ

スキーも非常に海外で人気であるということ

は、改めて私確認させていただきました。 

  その中から、神戸経済の活性化という観点

から、非常にナイトタイムエコノミーの推進

は重要であると思いますし、先ほど回遊性と

いう話もありました。多様なコンテンツがあ

るという副市長の答弁もありました。その中

で、再質疑させていただきますと、インバウ

ンド向けの情報発信に当たっては、インフル

エンサー等による発信にとどまらず、神戸に

在住する外国人のリアルな目線を取り入れる

ことが大切です。 

  神戸市でも、ＫＯＢＥ ＰＲアンバサダー

からの意見や気づきを積極的に反映し、外国

人旅行者に響くＰＲ内容や、発信手法を磨い

ていくべきではないでしょうか。 

  また、庁内職員とＫＯＢＥ ＰＲアンバサ

ダーとも幅広く意見交換を行い、可能であれ

ば、アンバサダーの意見も取り入れながら、

観光施策の企画を行っていくべきと考えます

が、お考えがあればお聞かせください。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 大畑経済観光局長。 

○経済観光局長（大畑公平君） 御答弁申し上

げます。 

  神戸におけます観光資源の魅力や課題につ

きまして御指摘ございました、ＫＯＢＥ Ｐ

Ｒアンバサダーをはじめ市内の在住の外国人

の方のリアルな視点から意見を伺うというこ

とは、それぞれの母国の指向を把握すること

もできますし、ターゲットごとの効果的な情

報発信を含めた観光施策に生かすことができ

るのではないかと考えております。 

  これまで、外国人旅行者のニーズや動向に

つきましては、アンケートなどの手法により

まして、意見の把握に努めてきたところでご

ざいますけれども、今後は旅行者だけではな

く、ＰＲアンバサダーを含めた在住外国人に

幅広い意見をお伺いなどして、ニーズに即し

た観光施策の企画・実施につなげてまいりた

いと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 山本君。 

○18番（山本のりかず君） ありがとうござい

ます。ニーズに即した対応をしていただくと

いうことを聞かせていただきまして、安心し
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ました。 

  その中で、私、インスタグラム、ＳＮＳを

拝見しますと、ＫＯＢＥ ＰＲアンバサダー

が発信しています。直近では神戸市北区のつ

くはら湖にあるＢＥ ＫＯＢＥがサイクリン

グを通じて紹介されておりました。また、こ

れからの季節であるアジサイも紹介しており、

都心部だけではなくて、郊外のそういった神

戸のいいところ、花であったりとか、北区の

見どころであったりとか、紹介していただい

ていることは非常に重要な視点かなと思って

います。このような視点も大切にしながら、

継続的に、 先ほど大畑局長からありました

ように、しっかりとＫＯＢＥ ＰＲアンバサ

ダーの視点も活用しながら、神戸市全体の活

性化に向けて、施策展開を図っていただきた

いことを要望させていただきます。 

  続きまして、黒田副市長から答弁がござい

ました、森林・里山資源の活用による神戸経

済の活性化についてお伺いします。 

  副市長からは、様々な施策展開の内容につ

いて御説明がありました。私も基本的にはそ

の施策の方針と考え方は一致しており、共感

しています。 

  ただ、私はもっと神戸市産材を活用した経

済の活性化、例えば雇用の創出であったりと

か、若い人が森林に入っていただき、様々な

取組をしていただき、地域経済を回す。そし

て、神戸市民も、先ほど黒田副市長からあっ

たように、親しんでもらうということが非常

にシビックプライドにもつながってくるのか

なと考えております。 

  その中で、森林・里山資源の活用を継続的

に進めていくためには、人材の確保・育成が

極めて重要であると考えております。 

  これまで、私も10年前、１期目から神戸の

里山の活性化について質疑させていただきま

した。残念ながら、答弁では、当時、搬出経

路がないとか、人材の育成が足りてないとい

うことの答弁もありましたが、ここ10年を見

ていると、一歩ずつ着実に前を向いて施策展

開できているのかなと実感しております。 

  その中で、神戸市においては、広葉樹の伐

採や加工・流通を担う人材が限られており、

里山資源の活用を支える基盤となる担い手の

確保が課題となっていることは承知しており

ます。 

  兵庫県においては、御承知のとおり、兵庫

県立森林大学校において、主として、人工林

を前提とした林業技術の育成を担っているこ

とは承知しております。 

  例えば神戸市と兵庫県や県下の自治体と連

携を強化しながら、神戸の里山を実証フィー

ルドとして提供し、広葉樹の伐採・加工・流

通・利活用までを一体的に学ぶ実践的な人材

プログラムを構築することも１つの方法であ

ると考えますが、広葉樹の活用に対応した人

材育成をどのように強力に進めていくべきか、

考えをお聞かせください。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 黒田副市長。 

○副市長（黒田慶子君） お答えいたします。 

  神戸市では、これまでも、先ほども申しま

したこうべ森と木のプラットフォームととも

に、森林に関わる人材育成に取り組んでまい

りました。 

  その中で、広葉樹は幹が真っすぐでないと

か、枝を横に広げた樹形であったりすること

から、伐採には針葉樹とは異なる高度な知識

と経験が必要となっております。そのため、

現在、これから市内造園事業者などの技術力

向上を目的とした技術講習会を開催してまい

りました。 

  また、神戸の森林で活動を行いたい企業に

向けて、こうべ森と企業のつながりミーティ

ングを開催しております。今後は兵庫県立森

林大学校へも人材育成の協力について働きか

けてまいりたいと考えております。 

  今年度は、新たに林業に一定の知識やノウ

ハウをお持ちの人材を対象として、広葉樹の
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活用を踏まえた伐採の指導や、木材の仕分な

どができるコーディネーターを養成する技術

講習会も開催し、人材育成を積極的に進めて

まいります。 

  いずれにしましても、林業技術者あるいは

林業事業体、そういう方々ですとか、木材加

工者などの様々なステークホルダーを増やす

ため、より一層人材育成・確保に引き続き取

り組んでまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 山本君。 

○18番（山本のりかず君） 人材育成に関して、

これまでの施策や、今年度新しい取組でコー

ディネーターを活用してというお話がござい

ました。 

  その中で、私は造園会社に対する技術支援

も大切ですけども、裾野を増やしていって、

神戸市内の新たに挑戦しようとする方がいれ

ば、そういう方々もサポートできるような仕

組み、もしくは地域住民が参画して、地域の

例えば若手の自治会の担い手であったりとか、

そういう方々も参画しているような、幅広い

そういったプログラムを実行していただきた

いと思います。 

  切り口変わりますけども、私も先日、防災

の面から、新神戸駅の裏側にある山側を視察

させていただきました。そこでは本当に急斜

面で、本当に高度な伐採技術が要るような、

そういった現場を視察させていただきまして、

確かに副市長おっしゃるように、幹がやっぱ

り曲がっている。もう伐採された後ですけど

も、斜面というのはやっぱり木は日光に向い

て育ちますから、幹が曲がっているような大

木であったりとか、実際、伐採した後の様子

を拝見させていただいた次第です。 

  そういった高度な技術者も、神戸市におい

ては、様々な防災の面から、斜面の伐採は県

内の養父の林業者であったりとか、他府県の

事業者に応援・支援をいただくことも必要で

ありますけれども、できたら神戸市内でそう

いう高度な技術力を擁する方々にも活躍でき

るように、人材育成なり、取組を積極的に推

進していただきたいと思います。そうすれば、

そこで雇用が増え、例えば子供を育てたりと

かいうことになれば人口も増えますし、その

辺りの観点も踏まえて、施策展開に取り組ん

でいただきたいと思います。 

  次に、再質疑、この点に関してさせていた

だきます。 

  里山は、御承知のとおり、木材にとどまら

ず、観光や文化・教育・食など、多様な価値

を持つ資源であり、これをビジネスとして展

開し、地域にお金を生み出す担い手をいかに

増やすかが重要であると考えます。 

  農村スタートアッププログラムは、制度開

始から７年が経過し、古民家レストランや民

泊といった農村での新たなビジネスが徐々に

生まれていることは大変評価しております。 

  里山資源そのものを生かしたビジネスはま

だ限定的であり、今後、里山・森林の再生を

官民一体で進めていくためには、こうした農

村での企業支援の取組についても、里山資源

の活用につなげながら、里山資源そのものを

生かしたビジネスの担い手の創出を進めてい

くべきと考えますが、考えがあればお聞かせ

ください。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 黒田副市長。 

○副市長（黒田慶子君） 先ほどの御要望にも

関わってくると思うんですけれども、議員御

指摘のとおり、里山にある様々な資源を活用

し、その循環を図りながら、ビジネスとして

関わる人を育てることは極めて重要と認識し

ております。 

  先ほどのことにも係りますけれども、神戸

市で実施しております神戸農村スタートアッ

ププログラムでは、里山と農村地域での起業

を志す方を対象に、新たな視点で地域の隠れ

た資源を発見して、これを農業経営の多角化

につなげていただくとか、都市と農村の交流
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促進など、創業支援プログラムとして継続的

に実施してまいりました。 

  このプログラムは、例年、定員を超える受

講もありますし、修了生の131名のうち、55

名が起業するなど、一定の成果を上げている

と捉えております。 

  今後ですけれども、神戸市としましても、

多様な里山資源の活用を通じた里山・農村地

域におけるビジネス面での担い手創出につい

て、一生懸命強化していく必要があると考え

ております。 

  今年度ですけれども、このプログラムでは、

里山資源の活用に関する内容を新たに盛り込

んでまいります。 

  また、里山資源の発掘に当たっては、他都

市などの事例研究や、成功事例の分析・解析

に加え、市外や海外の視点も含めて、都市に

近くて、歴史的・文化的資源を有する神戸の

里山の本質的な価値や魅力を掘り起こし、ビ

ジネスにつなげていくことも重要と考えてお

ります。 

  このように、新たな取組も行いながら、森

の未来都市神戸の実効性を高めて、官民一体

で里山資源の価値向上を図り、新たな担い手

創出を含めた持続的な森林・里山の再生に取

り組んでまいります。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 山本君。 

○18番（山本のりかず君） 今後の展開に期待

したいと思います。 

  私自身も農村スタートアップ、何回か参加

させていただきました。そこでは様々なピッ

チで御説明がありまして、市民もしくは市外

の方から、例えば樹林葬の話であったりとか、

森林セラピーの話であったりとか、様々な起

業をしたいという思いがありましたので、農

業の多面的な担い手に対しても、しっかりと

取り組んでいただきたいと要望させていただ

きます。 

  この点についての質疑を最後にさせていた

だきたいと思います。 

  市内の里山や公園緑地には備長炭の原料と

なるカシ類が広く分布しており、これらを生

かした森林管理の手法として、ＫＯＢＥ備長

炭プロジェクトを進めていることは承知して

おります。積極的に進めていただきたいと考

えておりますが、令和８年度にはしあわせの

村に炭窯２基の整備が予定されており、取組

は具体化の段階に入っていると承知しており

ます。 

  昨日も議論がありましたけども、本事業は

国の交付金を活用した実証であり、具体的な

運営スキーム等は検討中と聞いていますが、

炭窯整備を進める以上、継続的な事業展開が

前提となる中で、運営体制や原料確保、販路

開拓を含め、どのように事業として継続的に

回る仕組みを構築していくのか、確認させて

ください。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 黒田副市長。 

○副市長（黒田慶子君） まず、運営に関して

ですけれども、運営上、最も重要なことは、

安定して質の高い備長炭を製炭することにあ

ります。そのためには、神戸市で炭を焼く人

材の育成が必須となります。 

  神戸市は、昨年、徳島で備長炭の製炭を行

っております株式会社四国の右下木の会社と

事業連携協定を締結しておりまして、現在、

当社と協議しながら、人材育成プログラム作

成に取り組み、さらに備長炭事業の運営全体

のスキームを整理しております。 

  また、原料となるカシ類については、資源

量調査により、概要を把握しております。搬

出しやすい場所から事業を進める予定です。 

  販路開拓につきましては、過年度実施した

試作品の使用に協力いただいた店舗へのヒア

リングを行いながら、どのような形で契約す

るかなど、年内に決めてまいりたいと思いま

す。 

  いずれにしましても、新たな取組であるこ
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とから、十分な準備に努め、引き続き関係者

間で密接に連携しながら、事業として持続的

に回る仕組みを構築してまいります。 

  以上です。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 山本君。 

○18番（山本のりかず君） しっかりと取り組

んでいただきたいことを要望させていただき

ます。 

○議長（よこはた和幸君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  この際、暫時休憩いたします。 

  12時50分に再開いたします。 

   （午前11時51分休憩） 

   （午後０時50分再開） 

○副議長（しらくに高太郎君） 休憩前に引き

続き、会議を開きます。 

  直ちに議事に入ります。 

  午前に引き続き、一般質問を続行いたしま

す。 

  １番前田あきら君。 

  （１番前田あきら君登壇）（拍手） 

○１番（前田あきら君） 日本共産党の前田あ

きらです。赤田かつのり議員とともに一般質

問を行います。 

  初めに、物価高から暮らしを直接応援する

施策について質問をいたします。 

  中東情勢がもたらしたエネルギー高騰等に

よって、あらゆる物価高騰に拍車がかかり、

食料品に限らず消費者の負担軽減策が求めら

れています。 

  神戸市は、国からの110億円の物価高騰対

応交付金も活用して、フードサポートこうべ

やフードロスロッカーの設置補助等の事業を

実施していますが、物価高騰に本当に困って

いる住民に支援が行き届いていません。 

  例えばフードサポートこうべでは、平日は

シングルの私には仕事で受け取りに行くこと

もできない。足が不自由で出かけることがで

きない。何時間も並ぶと聞いて、ヘルパーを

頼むのを諦めたなど、真に困窮されている方

が利用できていません。会場に行かれた方か

らも、炎天下で90分並んだが、支援を受けら

れなかったとのお声や、赤ちゃんの分まで支

援を頂いたら、支援が届かなかった方から白

い目で見られたなど、苦情・不満の声をたく

さんお聞きしています。支援が必要な方へ直

ちに確実に支援が行き届くよう、これまでの

取組の手法にこだわらず、現金給付や物品配

送などの物価高騰対策に切り替え、実施すべ

きではないでしょうか、見解を伺います。 

  次に、神戸市バスの減便・廃止について質

問いたします。 

  ４月に全区31路線で、週1,916本もの減便

がなされました。座席27席のバスに55人を詰

め込むことを目安に進めた減便を行った結果、

ラッシュ時はバス停で長蛇の列が鉄道の改札

まで延び、満員で２台、３台待っても、バス

に乗れない。始発から満席、次の停留所で奥

に詰めるようにアナウンスをするような状態

だった。下車待ちのバスがロータリーで滞留

して、電車に乗り遅れたなどの声が届いてい

ます。 

  日中も、買物の後、バスに乗ろうと思って

も、混雑で乗れず、坂道を重い荷物を持って

帰った。二度と御免だ。子供の学童保育のお

迎えに乗ろうと思ったら、減便で、学生の下

校時と重なって混雑して乗れなくなったなど

の声も届いています。 

  市民の実生活を全く顧みず、机上で２タッ

チデータで一方的・機械的に減便を強行した

ため、このような結果になっているのではな

いでしょうか。 

  利用者の声を踏まえ、減便された路線を元

に戻して、８月、予定されている須磨エリア

の15路線で週1,002本の減便・廃止や、来年

のしあわせの村行きの減便・廃止は中止すべ

きではないでしょうか、見解をお伺いします。 

  以上、よろしくお願い申し上げます。 

  （「議長」の声あり） 
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○副議長（しらくに高太郎君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 前田議員の御質問のう

ち、私からは、国の交付金を活用いたしまし

た物価高に関する施策につきましてお答えを

申し上げます。 

  神戸市におきましては、国や県などの幅広

い施策では行き渡りにくい分野に焦点を定め、

市民に身近な基礎自治体としてのきめ細やか

な支援策を実施することといたしました。そ

の際、物価高騰の影響の度合い、時間的効果

の持続性、施策の対象となる事業・事業者の

公益性・社会的有用性という、こういう３つ

の観点から事業を選定することとしたところ

です。 

  具体的には、生活者支援といたしまして、

フードサポートこうべ、こども食堂への支援、

学校給食の負担軽減策などを実施をし、また、

事業者支援として、市民病院や二次救急病院、

社会福祉施設、公共交通事業、農漁業など、

公益性の高い事業に補助を行うこととし、事

業の実施に当たりましては、地域団体、市内

事業者、大学などの参画を求め、様々なルー

トで幅広い市民の皆さんに行き渡るような形

で実施を行っているところです。 

  このうち、フードサポートこうべにつきま

しては、食料品などの無料配布と生活相談を

一体的に実施することで、当座の生活支援と

継続的な支援につながるきっかけづくりを目

的としておりますために、御本人に来場して

いただいているところです。 

  このような考え方の下に、市内各所で引き

続き事業実施をしていきたいと考えておりま

す。 

  市バスにつきましては、交通局長からお答

えをさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 城南交通局長。 

○交通局長（城南雅一君） 私からは、市バス

の減便・廃止の再検討をという御質問につい

てお答えをいたします。 

  市バス事業は、震災後30年で利用者が半減

している。これに加えまして、全国的な運転

士不足や燃料費の高騰等によりまして、極め

て危機的な経営状況にございます。 

  経営計画2030に掲げます市民の足としての

役割、これを将来にわたって果たすためには、

本市の充実した鉄道網を生かした、それぞれ

の地域から最寄り鉄道駅へ数十人のお客様を

１度にお運びするというバス機能が適切に発

揮される輸送へ、限られた経営資源を配分い

たしまして、持続可能な公共交通ネットワー

ク、これへの転換を図ることが不可欠である

と考えているところでございます。 

  ４月のダイヤ改正を行いました。それ以降、

お客様から、以前は座れていたが、最近は立

って乗るようになったなど、車内の混雑に関

するお声もいただいておりまして、御負担・

御不便をおかけしている点につきましては、

真摯に受け止めておるところでございます。 

  ＩＣカードの２タッチデータとか、営業所

からの現場情報等、これを用いまして、随時

確認を行っておるところでございますけれど

も、現時点では決まった便で恒常的に御乗車

いただけないといったことは確認しておりま

せん。引き続きまして、利用実態の的確な把

握に努めてまいりたいと、こう考えておりま

す。 

  本年８月に予定しております須磨エリアで

ございますけれども、ここでは約50団体の

方々に、そして来年４月に予定しております

ひよどり台・しあわせの村の路線見直しにつ

きましては、これまで地域団体や、約15の福

祉施設などに対しまして、経営実態と見直し

の必要性、これを丁寧に説明してまいり、意

見交換を重ねておるところでございます。周

知期間及び意見集約の期間、これを十分確保

するため、須磨エリアの場合は――大体これ

までは１か月程度でございましたけれども、

実施の約半年前、２月から見直し案を公表し

ておりまして、お寄せいただいた意見を通し
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て、地域の実情をより深く把握し、より運行

の効率を高める案であるとか、より多くの御

利用が見込める案であるとか、見直しの作成

過程では把握し切れていなかった客観的な事

実、こういったものをお伺いした場合には、

地域の現状に即しました有益な情報として、

最終案への反映を検討することとしておりま

す。ひよどり台・しあわせの村の路線見直し

につきましても、丁寧に進めてまいりたいと、

こう考えております。 

  深刻な運転士不足をはじめとする極めて厳

しい経営状況の中、市バス路線全体を維持し

ていくためには、データに基づいた需要・供

給のバランスによる見直し、これは不可欠で

ございまして、単に見直し前の便数に戻すこ

とは、事業の存続を危うくすることから困難

であると考えているところでございます。 

  路線見直し、ダイヤ変更、これは１度実施

して完了するというものではございませんで

して、引き続き客観的なデータや市民からの

声を把握してまいりたい。そして、必要に応

じてダイヤの調整、運行形態の改善、これを

図るなど、需要と供給のバランスを図りなが

ら、持続可能な公共ネットワークの維持・発

展に全力を尽くしてまいりたいと、こう考え

ております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） それでは、再質問さ

せていただきます。 

  市長から御答弁いただきましたので、物価

高対応についてまずお聞きをしたいと思いま

す。 

  先ほど市長から、実態を勘案したきめ細や

かな対応ということが強調されました。先日

来、昨日も本会議でも言われましたし、今日

も他の会派からも要望が出されましたフード

サポートの問題ですが、外出が困難な方や仕

事を休めない方が受け取れないシステムです

とか、家族の分は、炎天下で子供も高齢者も

並ばせる。さらには、１家庭は３人までとい

う状態で、これの一体どこが実態を勘案した

きめ細やかな支援なんでしょうか。市長はど

う評価されておられるのかお聞きします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 市長のほうからも先

ほど答弁をさせていただきましたけれども、

このフードサポートこうべにつきましては、

食料品の無料配布と生活相談を一体的に実施

することで、当座の生活支援と継続的な支援

につながるきっかけづくりを目的とするとい

うことで、御本人に御来場いただいていると

いうところでございます。 

  これまで配布数が足りずに、何も受け取ら

ずにお帰りをいただいたというようなことが

ございましたので、日曜日の垂水区会場から

は、配布数も大幅に増やさせていただきまし

て、また、整理券の配布時間等もかなり早い

時間からさせていただき、待っていただく時

間というものをできるだけ短縮するという形

での対応をさせていただいたところでござい

ます。それによりまして、希望者全員に食料

の配布ということも行わせていただくことが

できたところでございます。また、御相談が

必要な方々の相談というのも対応ができたと

いうふうに考えているところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） すみません、今、希

望者全員とおっしゃったんですけども、来ら

れた方の希望者全員で、私今言ったのは、そ

の日に取りに行けない方とか、そもそも外出

が困難な方と私言ったでしょう。それに対し

て対応できてないというのが実態ですよね。

昨日、御相談につなげるために配布してるん

だということで、100件相談をして、制度の

支援に結びついたという御答弁もあったんで

すけど、制度に結びついた方は何人ですか。 

  （「議長」の声あり） 
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○副議長（しらくに高太郎君） 八乙女福祉局

長。 

○福祉局長（八乙女悦範君） 会場で相談に来

られた方ということについては把握をしてお

るんですけども、そこの相談については匿名

で受けている場合もございますので、実際に

制度につながった、相談につながっている方

というところについては把握しているもので

はございません。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） おかしいじゃないで

すか、昨日は、副市長、ちゃんと結びついた

言うて御答弁されましたよ。 

  結局、２か月間やって、8,000人の方に配

ったんだけど、来場者、帰ってしまった方も

含めて１万人いらっしゃるわけなんだけど、

結局相談に結びついて、かつ、それで支援に

結びついたという方は本当に微々たる状態、

というか、もう把握すらできないような状態

で、本来何のために来訪者配布にこだわって

るかということでいえば、その目的を達して

ないというふうに思うんですよね。 

  市長はかねがね、先ほども答弁ありました

けれども、国や県と比べて基礎自治体が、神

戸市が一番分かる立場なんだとおっしゃって

るんだったら、分かってる対象にまずは物品

を配達するとか、やる方法は幾らでもあると

思うんですけれども、このフードサポート、

春の状況を見て再検討すると御答弁されたん

ですけども、検討という中には、来訪者の配

布にこだわらず、直接お届けも検討するのだ

という回答と理解していいのか、お伺いをい

たします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 八乙女福祉局

長。 

○福祉局長（八乙女悦範君） 現状では、春の

実施については日程も公表しておりますので、

先ほど副市長から答弁させていただきました

が、できるだけ希望される方にお配りできる

ように努めるとともに、現状の春の実施につ

いて取り組む中で、秋の実施についても検討

してまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） 直接お届けも含めて

検討でいいですか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 八乙女福祉局

長。 

○福祉局長（八乙女悦範君） 具体的な方法に

つきましては、今後、庁内で議論をして検討

したいと思っております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） これはぜひ見直して

いただきたいと思うんですよね。 

  冒頭、私、質問でも紹介させていただきま

した、常任委員会でも味口議員に紹介してい

ただいた方なんですけども、フードサポート

を取りに来られたお母さん。赤ちゃんを連れ

て早くから並ばれて、ようやく２人分、12キ

ロの支援物資、重たいですよね、子供を抱え

て受け取ったと。その一方で、その近くにい

た、並んだが受け取れなかった高齢者が、悔

しかった思いをお母さんにぶつけてしまった

と。赤ちゃんはお米食べないでしょうと、欲

張りですねと、こうつぶやいてしまったと。

ともに神戸市民でともに支援が必要な方です。

こんな分断を持ち込むようなやり方というの

は本当に見直すべきだし、この会場に来れな

かった方というのはいつまでも届かないわけ

ですから、そういう方に対しては別の施策が

どうしても必要になると考えます。 

  市長は、他の自治体の現金支給やおこめ券、

商品券の配布とか水道料金の減免などの直接

支援を、広報紙ＫＯＢＥでも久元市長はばら

まきだとおっしゃっています。神戸市では交

付額110億円が決定してもう半年になるんで
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すけども、一過性に終わらせないどころか、

１度も支援が届いていない方がたくさん残さ

れています。こうした事態を招いているのは、

こうした直接支援を拒否し続ける久元市長の

姿勢が原因ではないでしょうか、見解をお伺

いします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今、フードサポート

こうべで受け取れなかった方々がいらっしゃ

ったというお話がございましたけれども、

我々ここ数年にわたって実施をさせてきてい

ただいているところでございます。そのよう

な中で、今回、多くの会場でやらせていただ

くということでＰＲをかなりやらせていただ

いたということもあって、来場者の方が我々

の想定するよりも多くの方に、１回目から４

回までお越しをいただいたというような状況

になりまして、来られた方で何も食料の配布

を受け取ることができなかった方々に対しま

しては、大変御迷惑をおかけしたというふう

に考えているところでございます。 

  そこで、先ほど申し上げましたように、垂

水区会場では大幅に増やして対応させていた

だいて、御希望の方には全て食料の配布を行

わせていただきましたし、また、今先生のほ

うからお話がありましたように、外出ができ

ない方々に対しましては、ＮＰＯ等の食料の

配布の支援というものの補助も拡充をさせて

いただいてございまして、そういった登録を

していただければ、食料の配布が届くような

制度というのも用意をさせていただいている

ところでございます。 

  これからもできるだけお困りの方々に丁寧

にそういう支援が届くように努力をしてまい

りたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） それがまだ届いてい

ないのが実態なんですよ、半年たっても。補

正予算のときにも国の動向を見守ってという

ことで、12月のときは実施検討もしなかった

わけでしょう。半年待って、冷蔵庫を買いま

すということで、今、募集をかけたり、既に

整備もされているが、実際、倉庫を買っても、

寄附があまりこども食堂に届いてなくて、追

加して配布するような状況にはないというお

話も聞いているので、本当に今待たれている

のは、直ちにその方に支援が届くような施策

というのが本当に求められていると。国や県

の施策で届いているんだったらいいけども、

国はそんな大した施策はなくて、県の施策は

はばタンじゃないと、携帯やなくてスマホが

あって、クレジットカードでうまいこと使え

ないと実際できないという声が届いてるわけ

ですから、そういうきめ細かな実態を神戸市

がつかんでいらっしゃるんだったら、そこに

届ける施策、いろんな施策を打ってやるべき

だと思うんですけど、直接支援というのはや

らないんですか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 八乙女福祉局

長。 

○福祉局長（八乙女悦範君） 先ほど副市長か

ら答弁させていただきましたが、今回のフー

ドサポートこうべにつきましては、取りに来

ていただいて、現地で相談の情報提供であっ

たり、相談窓口を設置して、相談につながる

というところを目的としておりますので、取

りに来ていただくという形を取らせていただ

いています。 

  御指摘いただきましたように、来場が困難

な方が一定おられるといったことにつきまし

ても、先ほど副市長から答弁させていただき

ましたが、民間事業者で食支援をしていただ

いている団体に補助を打つという形で、全市

で41か所、各区で41か所の食支援団体に取組

をしていただいておりますので、そこについ

て紹介をしていくという形で対応していきた

いと考えております。 
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  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） それで届いてないか

ら私言ってるわけで、実際どういうことが神

戸市で今回組まれたかというと、広報紙ＫＯ

ＢＥ５月号、皆さん読まれてるので、110億

円国からもう届いているということは結構な

方御存じなんですよね。 

  神戸市は、交付金を配れば一度きりだが、

公共冷凍冷蔵庫を設置すれば数年は使えると。

市長は、これは一過性に終わらせない仕組み

だということをおっしゃってました。いろん

な施策やられてますよね。例えば、フードロ

スロッカーですよね。これもやるんだとおっ

しゃってるんですけど、これ今、西神中央で

も先行的にやられてますけど、どんな商品が

入ってるかというのを御存じですか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 柏木環境局長。 

○環境局長（柏木和馬君） 近隣の店舗等と連

携しておりまして、その都度出てくるものは

あるんですけども、農協等の野菜等、そうい

ったもの、規格外の野菜などを入れておりま

す。また、パン屋さんであるとか、そういっ

たものも今出ているという、そういう状況と

認識しています。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） これもアプリで見な

いと分からないんですけど、私先ほど見てき

ました。野菜ですよね。書いてあります。傷

みかけている野菜セット818円。ほか何が入

ってるか分かりますか。マシュマロ６袋、5

0％オフ。さつまいもグミ10袋、50％。誰が

要るんですか、こんなん。どこが物価高騰対

策なんですか、これ。暮らしに本当に必要に

困ってる方に届かないじゃないですか、こん

なんでは。中身を企業とか事業者に任せてる

からそうなるんでしょう。 

  市長は、２月の私たち会派の森本団長の質

問に対して、行政の責任とＮＰＯや企業の社

会貢献を横並びで語られました。ＮＰＯの社

会貢献は自発的です。企業の社会的責任、Ｃ

ＳＲは経営戦略です。神戸市は、法律、地方

自治法第２条に、住民の福祉の増進を図るこ

とを基本と定められている地方公共団体で、

責任が全く違います。神戸市が、広報紙ＫＯ

ＢＥに書いているように、仕組みづくりの後

は、自助・共助にお任せではなくて、困って

いる人１人たりとも取り残さないという公的

な役割が求められていると考えますが、市長

いかがですか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今回の物価高騰対策

を行うに当たりましては、一過性のことに終

わらせずに、効果が持続的に続いていくとい

うことがやはり大変大事だろうという点を重

視して、私どもとしては対策を取らせていた

だいているところでございます。 

  企業との連携、そしてＮＰＯとの連携、

様々な主体との連携をしながら、行政だけで

はなくて、そういうような総力を結集して、

継続的な支援が続くような仕組みをつくって

いきたいということでやらせていただいてい

るところでございます。 

  フードロスロッカーにつきましては、少し

御紹介をいただきましたけれども、そういっ

た物品だけが入っているというわけではなく

て、様々なものが入っておりますので、事業

者との連携をよりこれからも密にして、市民

の生活を支えるような形での事業になります

ように我々努力してまいりたいと考えてござ

います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） いろんなものが入っ

てますといったって、パンだって高価なパン

ですよ。本当にちゃんと見てくださいね。 

  効果が持続すると言ってるんですけど、さ
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っきも言ったでしょう、半年たって支援が行

ってないと言ってるんですよ。持続なんかし

てないじゃないですか。始まってないと言っ

てるんですよ、住民は。始めてくださいと言

ってるんですよ。110億もらったんだったら

届けてくださいと言ってるんですよ。何でそ

れができないんかな。 

  さらにこの物価高騰に中東情勢の問題がさ

らに悪化を呼ぶことになって、４月当初は政

府も中東情勢対応に後ろ向きでしたが、昨日、

高市首相は無視できなくなって、内容は不十

分ながら補正予算の編成を表明されました。 

  我が会派は、４月に市長に申入れを行いま

したが、神戸市でも予備費、決算剰余金や基

金などあらゆる財源を活用して、当初予算の

大幅な組替えを行い、市民生活を直接応援す

る手だてを取るべきだと考えますが、いかが

でしょうか。 

  また、税や料金の減免も効果的だと考えま

す。例えば、水道料金の減免や、基金を活用

して、国民健康保険料の緊急引下げを行うべ

きと考えますが、いかがでしょう。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 正木行財政局

長。 

○行財政局長（正木祐輔君） 中東情勢のお話

もいただきましたけども、物価高騰対策にも

重なってくるものと考えております。 

  本市における物価高騰対策につきましては、

議員も御紹介いただいたとおり、昨年度国か

ら配分された約110億円の重点支援地方交付

金を、令和８年度当初予算、令和７年度２月

補正予算において活用し、国や県などの幅広

い施策では行き渡りにくい分野に焦点を定め、

市民に身近な基礎自治体ならではのきめ細や

かな支援策を実施することとしております。 

  具体的には、物価高騰の影響、時間的効果、

公益性・社会的有用性の３つの観点から予算

を編成しておりまして、ＮＰＯ団体や市内事

業者、大学などと一体となってきめ細やかな

対策に１年を通じて取り組むこととしており

ます。 

  また、この重点支援地方交付金充当事業以

外でも、例えば、高校生通学定期券補助や社

会福祉施設の職員に対する処遇改善、経済的

事情を抱える世帯への学習支援等、市税等を

投入し、物価高の影響を受ける市民・事業者

を支える事業も実施することとしております。 

  予備費につきましては、緊急的な財政需要

に対応するため、令和８年度当初予算におい

て計上しておりますけれども、災害等、年度

を通じて突発的な財政需要に備える必要があ

ると考えております。 

  まずは、令和８年度予算及び令和７年度２

月補正予算に計上している事業を着実に実施

するとともに、国においても補正予算の編成

が検討されているところですので、引き続き

国や県の施策との相乗効果を発揮させながら、

効果的な物価高騰対策を実施してまいりたい

と考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） すみません、市長御

答弁いただけないので、局長級から、副市長

から、同じような答弁があちこちから繰り返

されるだけなんでもうやめますけれども、ぜ

ひ神戸市としても、補正予算―― これは市長

の権限ですので、補正予算を編成して、抜本

的・総合的な暮らし支援、直接支援を要望し

て次の質問に移ります。 

  バス路線の再編についてお伺いをいたしま

す。 

  今朝も名谷、昨日も妙法寺を拝見してきま

したが、減便で混雑が悪化しています。交通

局のほうにも苦情がたくさん届いていると、

御不便が生じていると、真摯に受け止めると

いう御答弁もありました。 

  特に今、本当に高齢者が混雑で乗りにくい

というお話を聞きます。高齢者が気軽に乗れ

ない便が増えると、先日、予算の代表質問で
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我が会派が質疑をいたしましたが、１月の16

系統で高齢者が立席のまま転倒して、救急車

で運ばれるという事故が起こりました。 

  ２月の我が会派の質問に対して城南局長は、

高齢者の立席乗車、事故も含めてですけども、

今後も起こり得るが、転倒事故が起こらない

ようにしっかり努めてまいりたいと答弁され

ました。 

  しかし、５月の２日には、減便された３系

統で再び高齢者が車内で転倒し、骨折、救急

車で運ばれる事態が起こっています。 

  坂道が多く、高齢化が進む神戸市で、乗客

を詰め込んだり過密のダイヤを押しつけると、

係る事態が起こるという事例じゃないかなと

いうふうに思うんですけども、それぞれの路

線の特徴や利用者の年齢や特質を無視して安

全性を後回しにした減便の結果ではないかと

思うんですが、いかがでしょう。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 城南交通局長。 

○交通局長（城南雅一君） おけがをなされた

高齢者の皆さんには大変御迷惑をおかけした

と思っております。 

  ただ、今２件の御紹介がございました。そ

れについて、先生の理由は、混雑していたか

らという御事情で御説明されましたけども、

実態は異なります。 

  まず、１点の16系統につきましては、これ

は、空席を見つけられて、移動をされる際に

転倒した事例でございます。それから２つ目

の事例、５月の事例でございますが、これは

乗られて、そして今度は着座しようとする際

に転倒された事例でございまして、いずれも

混雑で立席していたがゆえに転倒した事例で

はございません。 

  ただ、御説明申し上げましたように、我々

としては、今後も高齢者の方の立席乗車とい

うのはあると考えておりますので、乗務員を

はじめ、しっかりとした安全運行・運転に努

めてまいりたい。また、そういう教育をしっ

かりしてまいりたいと、こう考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） 空いてる席を見つけ

られなかった高齢者が悪いんですか。違うで

しょう。混んでて、長いこと乗ったんでしょ

うね。空いてる、誰かが立ったのか知りませ

んよ。座ろうとしたから起こったんじゃない

ですか。この路線というのは、それぞれ減便

の対象になって、既にカットされた時間で起

こっている。 

  先ほど運転手―― 私、バス何回も乗ります

けど、何だろうね、バスに乗ってる間ずっと

運転手さんは、立たないでください、止まっ

てからちゃんと席に移動してくださいと繰り

返し繰り返し言ってますよ。バスの周り見て

も、いろんな企業の広告以上に、いろんな種

類で、立たないでください、移動は止まって

からだと繰り返し繰り返しいろんな種類でシ

ール貼ってて起こっとうわけでしょう。 

  実際運転されている―― 今回、両事案とも

民間委託路線ではあるんですけれども、運転

手自身も今大変な状況に置かれてるわけでし

ょう。運転手が何かちゃんと注意しなかった

から事故が起こってるんじゃなくて、そうい

う状況の状態の中で、切り詰められて今運転

してるのが実態じゃないですか。 

  運転手不足で、確保しなければ大変だとい

うふうにおっしゃってるんだけど、神戸市の

交通局は、運転手は、仮に採用されて、おめ

でとうございます。４月から働きますよねと

言った途端に給与10％カットでしょう。さら

には、時間外勤務が常態化していて、審議会

答申でも安全・安心にとって致命的かつゆゆ

しき事態が指摘されてるじゃないですか。こ

んな問題を無視して、今の現状を無視して減

便していって、安全性が二の次になっている

んではないかということをずっと指摘をさせ

ていただいてるわけですよね。 

  さらに、詰め込み減便というのは、安全性
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だけじゃなくて、利用者のバス離れも加速さ

せていると思うんですよね。 

  令和６年度に行われました兵庫・長田のバ

ス路線の見直しの検証、これ発表がされまし

た。対象路線の１割カットした結果、１日当

たり1,378人の利用の足を奪ったとの結果。

交通局が報告を出されています。須磨エリア

は、対象路線３割のカット。どれだけの市民

の足を奪うことになる。スーパーが地元から

撤退した地域や、住民の署名や陳情を通じて

実施したばかりの路線も廃止・統合の対象に

なっています。 

  先日、見直しを求める住民から署名の一部

が提出されましたが、その中には、自治会で

署名を集めていただいたところもあり、私た

ちのところは引き続き署名が寄せられていま

す。 

  利用者の声を踏まえるとおっしゃるんでし

たら、こうした声を聞いて、一方的で２タッ

チデータだけで機械的な見直しは撤回すべき

だと考えますが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 城南交通局長。 

○交通局長（城南雅一君） まず、一番最初の

話で、高齢者の方の転倒のお話がございまし

た。やっと見つけた空席に移動するためであ

ろうという御指摘ございましたが、実際、16

系統の事例は、約25人程度の御乗車で、空席

は最初からございました。 

  さて、市民の声を聞くという話でございま

すけども、当然でございまして、我々は須磨

エリアの見直しに当たりましては、先ほど申

しましたように、これまでよりも長く、６か

月前に公表するというようなこともしており

ます。そして、ひよどり台、そして、しあわ

せの村につきましては、これは実際は来年の

４月を目途としておりますけれども、今年の

２月、すなわち14か月前に、地域の方、これ

は区役所と御相談させていただいて、回る場

所であるとか、団体であるとかということを

相談させていただいて、御説明に入っておる

ところでございます。 

  そういった意味で、我々としては丁寧に、

住民の方、また利用者の方の声を聞いて回っ

て、お聞きさせていただいて、それをしっか

りと取り組んだものにしていきたいと、こう

考えておるところでございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） 今の答弁を聞いて、

ほんま数字で人を、ものを見てるんやなとい

うのが分かりますよ。何でその方がそのタイ

ミングで立席していかなあかんかったか、い

ろんな、乳母車を持ってという話も私は聞い

たけど、そういうのを何の分析もなく、いや

混んでなかったからなんですみたいな話で何

かうれしそうに言うてますけど、事故起こし

てるんですよ。もうちょっとそこを、実際の

現状を見ていただいて、何でこんな事故が起

こったかということをちゃんと検証してくだ

さいよ。 

  ずっと委員会でもいろんな議論されている

と、２タッチデータが客観的な利用実態を示

してるんだというふうにずっと答弁されてる

んだけども、先ほどの答弁もそのままだけど、

乗客を数字だけ見て、バスがもうかってるか

損してるかという観点でしか見られてないん

じゃないかなというふうに思います。 

  最たるものが、私、120系統なども含まれ

るしあわせの村行きのバスの減便だと考えて

います。昨年８月に交通局から福祉局にこの

路線の見直しについて打診を行ったと。その

際に福祉局からは、関係者に丁寧な説明をす

ることと福祉局から返答があったと。さらに

10月には、福祉施設の利用者の通所への配慮、

村内施設の通勤者や介護人材の確保への配慮、

レジャー利用者への配慮についても懸念事項

が福祉局から伝えられていたにもかかわらず、

一顧だにせず、２月に120系統廃止案が地元

団体に提示をされました。その地元団体から
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も、減便・廃止の案は、地域での死活問題だ、

決して単純には受けることができないとの意

見が上がっており、交通局の結論を押し付け

るなとする署名も相当数集まっているとお聞

きをしています。 

  この間、しあわせの村行き便については、

利用者の保護者や福祉団体、福祉事業者から

次々要望が神戸市に届けられています。それ

でも、この路線廃止を強行するのでしょうか、

お伺いをいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 城南交通局長。 

○交通局長（城南雅一君） お答えいたします。 

  しあわせの村・ひよどり台のエリアでござ

いますけれども、ここを運行する路線は、エ

リア全体で年間約2.6億円の規模の大幅な赤

字を抱えておるところでございます。そして

全国的な運転士不足、そして物価高騰など、

極めて厳しい経営状況でございます中、将来

にわたりまして、交通空白地を生じさせずに、

確実に市民の足を維持していくためには、重

複しておる路線の整理とか効率化、これは不

可避というふうに考えているところでござい

ます。 

  先ほど申しましたように、路線の見直しに

当たりましては、約１年以上前となる本年２

月から、地域団体、施設等に対する素案の説

明をさせていただき、意見交換をスタートさ

せたところでございます。 

  今後の予定としましては、この６月から障

害者福祉施設等々に個別にお伺いしまして、

それぞれの御利用実態、そして御意見、これ

をきめ細かくお聞きする予定でございまして、

丁寧な対応をもって進めてまいりたいと、こ

う考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） どこが丁寧なんです

か。福祉局に10月に配慮してください言われ

てから１度もその団体に話を聞かず、私が５

月に申入れをして初めてでしょう。団体さん

の声を交通局が直接聞いたのは６月、来月か

ら、今度は福祉局さんを連れてやっと話聞き

に行くんです。何で先にしあわせの村の案を

提示できるんですか。あなたたち２タッチデ

ータしか見てないからでしょう。120系統は、

中でも赤字だから、ちょっとでも赤字が少な

い妙法寺のほうに集めたらつじつまが合うで

しょうみたいなことを提案されたんでしょう。

それがどういう実態になってるかということ

はもう伝えたじゃないですか、５月の申入れ

で。 

  利用者のお母さんからは、こだわりが強い

障害の特性もあって、便の変更は本当に難し

いんですと。物音にも敏感で、87系統は大勢

の高校生が乗っているから、一緒のバスに乗

るのは難しいんだと。１度試して乗ったけど、

本当に乗るのを渋ったんだという話をお聞き

しました。このまま強行されるとどうなるか

と。これまでどおり１人で通えなくなると、

お母さん、仕事を辞めて同行しないと―― 40

過ぎてますけどね、この方は。まだ60過ぎて

もお母さん働いてるんですよ。この子の日常

生活の場が奪われてしまういうことで、悲痛

な声を上げておられますよ。４月の始業式、

私も見させていただいて、先日も作業の場所

を拝見いたしました。紙袋を、糸通しですと

か、割り箸の袋詰めなどの作業で、工賃僅か

ですが生活自立の場として取り組まれている

ところを拝見いたしました。 

  それだけではなくて、このサービス事業所

で働いている方々は、しあわせの村のプール

や他の地域の清掃、それだけじゃなくて、近

くにある星和台の公園の清掃まで、社会貢献、

社会参加されている団体なんですよ。 

  交通局の案は、この生活自立の場への移動

手段を奪う行為なんです。交通局のそのまま

の案でやればこういう実態が起こるわけです

から、交通局が仮にこのままで行くというこ

とに対して、市長部局としては、是認してる
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んですか、お伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 八乙女福祉局

長。 

○福祉局長（八乙女悦範君） しあわせの村の

福祉施設を所管しております福祉局というと

ころで、交通局のほうから情報をいただいて、

議論をしております。先ほど御紹介いただき

ました要望についても上げてるわけですけど

も、現在としては、やはり実態を、福祉施設

の利用者及び就労されている方の実態をよく

お伺いをした上で何ができるのかというとこ

ろを交通局と調整をしていきたいというふう

に考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） 何ができるかという

のは、路線を守るために対応されるというこ

とですか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 八乙女福祉局

長。 

○福祉局長（八乙女悦範君） 最終的な判断に

つきましては、先ほどからの交通局の経営判

断というところもございますが、御指摘いた

だいていますように、福祉施設の利用者の皆

さんの足が守られるということについて、何

ができるかを検討してまいりたいと考えてお

ります。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 前田君。 

○１番（前田あきら君） しあわせの村行きの

便に対して、今、福祉局で補助も出してるん

ですけども、なぜ交通局がこれだけ減便して

大変ならなあかんかというと、先日、予算の

総括質疑でも、うちの味口議員が質疑も行い

ましたけども、これまで行ってきた不採算路

線に対する補助を市長がカットしたからなん

ですよ。これまでどおりちゃんと出していれ

ば、出ていたものが1.5億、2.5億、毎年赤字

を積み上げてると。その中で城南交通局長は、

20％というのが頭にずっとよぎって、減便す

るしかもう考えられなくなってしまってると。

この間、バスの運賃も値上げしてなお、また

さらに路線の減便をしようとしてると。本当

に受益者負担の立場だけになってしまってる

というのが現状だと思うんですよね。 

  本当に物価高で、本当に困窮されている方

や、バスの減便、切り捨てられて本当に困っ

ている交通弱者をもっと大切にしていただき

たい。軽んじないでほしいと。手を差し伸べ

てほしいというふうに思います。 

  市長は、三宮再開発で、非日常空間のにぎ

わいづくりに力を入れておられるといつもお

っしゃっていますが、求められているのは、

目の前で困っている住民の日常の生活を守り、

支援することです。基礎自治体で住民福祉の

向上という本来の市政運営を行うことを強く

求めて、赤田議員と質疑を交代いたします。

（拍手） 

○副議長（しらくに高太郎君） 御苦労さまで

した。 

  次に、31番赤田かつのり君。 

  （31番赤田かつのり君登壇）（拍手） 

○31番（赤田かつのり君） 日本共産党の赤田

かつのりです。前田あきら議員に続き、私か

らも２点質問をいたします。 

  まず、中東情勢の緊迫化と市民生活への影

響についてお聞きします。 

  アメリカとイスラエルによるイランへの軍

事攻撃で、日本経済と国民生活に深刻な影響

を及ぼす事態が続いています。 

  ホルムズ海峡の封鎖の影響について、５月

18日の経済港湾委員会で質疑をしましたが、

産業振興センターへの相談者の約８割が中東

情勢による先行き不安について触れており、

資材の値上がり、ナフサ調達の不透明感など、

具体的な影響が出ているということが分かり

ました。 

  先日、事業者から話を伺いました。フォト
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スタジオや和菓子屋を経営している個店の

方々からは、できた商品をお客さんに持って

帰っていただくナイロン袋を取引業者から今

後は生産が困難ですと言われました。これか

らとても不安ですなどと言われました。また、

リフォーム業を営む業者からは、パイプの接

着剤が入らない。新築の家に配管が入らない

ので家を建てられないとお聞きしました。清

掃業を営む業者からは、袋類、洗剤を入れる

容器、養生テープの在庫が切れ、仕事が成り

立たないと言われました。また、防水塗装業

を営んでいる事業主からは、シンナーやトル

エンが、商社からも専門店からも入手するこ

とができない。塗膜防水に使用するウレタン

樹脂の在庫がない、作業ができないと、これ

から現場での作業ができないというお話を伺

いました。いつになったら収束するのか。先

行きは全く見えてこない中で、生活に不安を

感じ、このままでは生活が成り立たないので、

別のアルバイトをしています。従業員に給料

を払えず倒産してしまうとも言われました。

本当に助けてほしい。コロナ禍のときのよう

に持続化給付金が必要ですと訴えは切実です。 

  神戸市には、市民の暮らしとなりわいを守

る公的な責任があります。中小業者への直接

支援に背を向けず、緊急に実施すべきと考え

ますが、いかがでしょうか。 

  次に、神戸空港の特定利用空港の指定につ

いてお聞きします。 

  これは、自衛隊などが有事に備えて、平時

から神戸空港を使用することを前提に、国が

改修や整備を進めるもので、2022年12月に当

時の岸田政権が閣議決定した安保三文書に基

づくものであり、平時から、自衛隊が訓練や

人員・物資の輸送などで軍事利用しやすくす

ることになります。 

  既に指定を受けている全国各地の特定利用

空港では、Ｆ15戦闘機の離着陸訓練タッチ・

アンド・ゴーで、音が耳の奥まできんと来た。

また、オスプレイの夜間飛行訓練によって家

の窓が震えるなど、住民からの苦情があった

と聞いています。 

  和歌山県南紀白浜空港では、昨年10月21日

及び23日実施の自衛隊統合演習において、Ｆ

15によるタッチ・アンド・ゴーによって、空

港敷地内で最大106デシベル、白浜町役場付

近の市街地で最大99デシベルの騒音を測定し、

和歌山県知事は防衛省に対して、騒音対策の

要請をしました。 

  もし、神戸市が特定利用空港の指定を受け

入れてしまえば、市内各地が度々騒音にさら

され、市民生活に悪影響を及ぼしてしまうの

ではないでしょうか。また、災害対策だけで

なく、戦闘を想定する訓練に神戸空港が利用

されることになるのではないでしょうか。 

  神戸市は、国からの正式な確認依頼を待つ

までもなく、特定利用空港の指定に同意しな

いことを明確に表明すべきと考えますが、い

かがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 赤田議員の御質問のう

ち、中東情勢の緊迫化に伴う市民生活への影

響につきましてお答えを申し上げます。 

  中東情勢の緊迫化に伴う市内経済への影響

につきましては、大小様々な市内の経済団

体・事業者との意見交換、産業振興センター

に設置している経営相談窓口への御相談など

を通じて、実態把握に努めているところです。 

  事業者からは、原油・石油化学製品の価格

高騰や供給の偏りが顕在化し、今後の事業活

動に不安を抱えていることから、行政に対し

て、資材・原材料の安定供給に加え、機動的

な金融支援や相談体制の拡充を求める声をお

聞きしております。 

  このような声に対応し、国におきましては、

特に安定供給に関し、石油化学製品の中東以

外からの代替調達に取り組むほか、各業界団

体への要請、流通状況の確認・調整といった

取組が進められております。 
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  基礎自治体であります本市におきましては、

市内経済への影響が依然不透明な中におきま

して、市内事業者が安心して事業活動を行え

るよう、セーフティーネットを整えることが

重要であると考えております。このため、小

規模事業者の資金繰り支援として、市独自資

金の融資限度額の引上げや信用保証料補助の

拡充を４月１日より実施をいたしました。加

えて、県市協調の融資制度につきましても、

５月18日より要件を拡充し、原油・石油化学

製品の価格高騰等により影響を受ける事業者

も対象とするなど、安定的な事業継続を幅広

く支援していくこととしております。 

  また、高騰が予測されるエネルギーコスト

の削減に対する支援として、事業者が使用す

るエアコンなどの設備を省エネ型に更新する

ための補助制度の実施も予定をしております。 

  さらに、経営上の様々な課題に対応する経

営相談窓口では、中東情勢の影響も含めた相

談に丁寧に対応し、適切な支援制度、支援機

関におつなぎをしているところです。 

  中東情勢による影響は当面続くことが想定

をされます。継続して市内経済の実態を適切

に把握することが重要と考えておりまして、

現在、市内事業者を対象としたアンケート調

査を実施しております。この調査結果に加え、

経済団体や事業者の声を踏まえながら、市内

経済の状況を把握し、事業者の方々に対する

支援に引き続き取り組んでまいります。 

  特定利用空港につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、特定

利用空港について御答弁を申し上げます。 

  ３月30日の説明会で国のほうからは、特定

利用空港の取組は、平素における空港・港湾

の利用を対象としたもので、武力攻撃事態の

ような有事の利用を対象とするものではない

こと。そして、武力攻撃事態のような有事の

際の空港・港湾の利用調整については、平成

16年に制定された武力攻撃事態等における特

定公共施設等の利用に関する法律等に基づい

て行われること。その際、どの空港・港湾を

利用することになるかにつきましては、特定

利用空港・港湾であるか否かにかかわらず、

その時々の状況に応じて必要な空港・港湾を

利用することとなるという旨の説明があった

ところでございます。 

  また、自衛隊・海上保安庁は、これまでも

民間空港・港湾を利用してきており、今回さ

らなる利用の円滑化を図ることを目的として、

インフラ管理者との間で円滑な利用に関する

枠組みを設けることとなるが、そのような枠

組みが設けられた後も、自衛隊・海上保安庁

による平素の利用に大きな変化はないと説明

があったところでございます。 

  現時点では、国から説明を受けたところで

ございまして、今後、国から正式な依頼が示

された場合には、回答に当たって必要な前提、

あるいは材料、条件というものをしっかりと

聞き取り、また疑問点や課題については、国

に確認しながら対応を検討してまいりたいと

考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） それでは、特定利

用空港のことから再質問をさせていただきま

す。 

  神戸市上空を夜間も含めて、自衛隊機や海

上保安庁機が、これが飛び交うことになるん

ですね。他の特定利用空港の様子をいろいろ

伺ってみますと、先ほども示しましたように、

100デシベル、これを計測していると。100デ

シベルというのはどんなんかと言いますと、

耳に痛みや不安を感じるレベルです。長時間

聞き続けると聴覚障害のリスクがあるとも言

われるレベルです。そんな訓練を受け入れる

んですか。 

  （「議長」の声あり） 
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○副議長（しらくに高太郎君） 山本理事兼港

湾局長。 

○理事兼港湾局長（山本雄司君） まず、訓練

につきましては、30日の説明会で国から聞い

ておりますのは、平素の利用において大きな

変化はないというふうに聞いております。ま

ずこれが前提でございます。訓練につきまし

ては100デシベル、恐らく滑走路における数

値データを言われてるのかなと思ってござい

ますけども、しっかりとそういったものにつ

きましては、現在、神戸空港につきましては、

環境監視といったものを行ってございますの

で、その中で十分運用していただけるものだ

というふうに考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） 他会派の質問でそ

ういう答弁があったのも記憶しておりますけ

ども、そんな甘いもんやないと思いますよ。

実際問題として、本当に100デシベルを超え

ることが、神戸空港の上空、周囲、神戸市内、

飛び交うようになったら、それこそ本当にも

う、どう言うんかな、すごく不快感を感じる

し、そこの周辺には病院もあったりとか施設

もあったりするわけで、大きな影響を与える

ことになるわけであって、臆測だけでいかな

いでしょう。そこを本当にしっかりと詰めた

そういった話もやってないじゃないですか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 山本理事兼港

湾局長。 

○理事兼港湾局長（山本雄司君） 当然ながら、

国から正式な確認依頼があった場合にどのよ

うな答えをするかというのは、これから考え

ていくことになってまいりますけれども、ま

ず、訓練等につきましても、先ほどから申し

上げておりますように、現在の運用時間なり、

今の空港のルールといったものが照らし合わ

せて考える必要があると思ってございますし、

夜間云々と言われましたですけども、まずは

空港の利用といったものにつきまして、どの

ようなことをお考えなのかということを国か

ら正確に聞いていくということがまず最初の

取組かと思ってございます。 

  ただ、今におきましてはまだ正確に確認依

頼の要請があるという状況ではございません。 

  以上でございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） タッチ・アンド・

ゴーなんですけども、これは災害発生時の救

援物資の輸送とは―― タッチ・アンド・ゴー

って動画で見ましたけど、一瞬で滑走路から

降りたってまたすぐに上がるんですね。あれ

は救援物資の輸送とは何の関係もないと思う

んですけども。また、これ失敗すると危険だ

と思うんですが、その辺についてはどのよう

な見解でしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 山本理事兼港

湾局長。 

○理事兼港湾局長（山本雄司君） その御質問

に対しまして私がお答えする立場かどうか分

かりませんけれども、実際にＦ15を使った訓

練といったものが行われていることは承知し

てございます。実際、指定空港なんかにおき

まして活用した訓練等は行ってございますの

で、例えば、その指定を受けた空港におきま

して、どのような実態かといったことにつき

ましては、ヒアリング等を行っていきたいな

と思ってございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） これはもうタッ

チ・アンド・ゴーでこういう訓練、だから実

際行われているところでは、物すごく不安を

感じておられて、ずっと日頃も監視をされて

るなという様子も伺うんですけども、どう考

えても救援物資とはもう縁がないなというふ

うに思えて仕方ありません。このタッチ・ア
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ンド・ゴーは、大規模災害時だけでなくて、

有事の場合も想定した訓練ではないでしょう

かね。 

  神戸空港における空港の施設の円滑な利用

に関する確認事項の案が、これは神戸市ホー

ムページに出ておりますが、そこに、私が思

うのは、災害訓練以外には神戸空港に自衛隊

機は入れない。つまり、軍事利用はしない旨

項目に入れることを、これを確認事項の中に

入れるということもやるべきやないでしょう

か。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 山本理事兼港

湾局長。 

○理事兼港湾局長（山本雄司君） まず、国と

結ぶ確認事項について、中身云々というレベ

ルの状態ではまだないというふうに考えてご

ざいます。先ほど来から、住民の方なり市民

の方の不安というようなこともいただいてお

りますけども、加えて申し上げますと、国か

ら説明を受けておりますのは、実際使うよう

になった場合には事前の説明を行うと。その

中でいろいろキャッチボールもできるかなと

思ってございますので、しっかりとした情報

の共有、発信と事前の調整といったものが国

のほうから行うというような報告は受けてお

ります。 

  以上でございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） ３月30日の特定利

用空港に関する国からの説明会の議事要旨を

拝見しました。神戸空港側、神戸市から国側

への質問と答弁、これを読み上げながら再質

問したいと思うんですね。 

  他の空港・港湾も新たに対象としているの

か。特定利用空港・港湾を全国的に拡大して

いく予定なのかと神戸市側から質問したこと

に対して、内閣官房国家安全保障局が、相手

先との関係から―― ちょっと中略しますけど

も―― 政府としては、厳しい安全保障環境に

おいて、自衛隊・海上保安庁が実効的に対応

するためには、多様な空港・港湾を平素から

円滑に利用できることが重要であり云々と答

えています。ここで出てきている厳しい安全

保障環境というのは一体何なんですか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 山本理事兼港

湾局長。 

○理事兼港湾局長（山本雄司君） 今の日本で

直面しているような課題に対して、国のほう

でいろいろな議論がなされているということ

だというふうに認識しております。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） 今おっしゃったこ

とはこういうことになるんですね。安保三文

書の中に国家安全保障戦略というのがありま

す。誰でも見れるこういう文書ですね。これ

ですね。 

  この概要版によると、我が国は、戦後最も

厳しく複雑な安全保障環境に直面。我が国周

辺では軍備増強が急速に進展していると、こ

う書かれています。さらに、力による一方的

な現状変更の圧力が強まっていると。こうい

うふうに概要版の戦略策定の趣旨としてその

ように記述をされているわけなんですね。つ

まりこれは、有事、日本が外国から武力攻撃

されたり、武力攻撃されそうなときに首相が

自衛隊に出動命令する。このことを想定して

いるという、こういう理解でいいんじゃない

ですか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 山本理事兼港

湾局長。 

○理事兼港湾局長（山本雄司君） 今、国のほ

うで議論されております現在の安全保障環境

を踏まえた対応といったものが背景として議

論されているということは承知しております。

ただ、特定利用空港におきましては、先ほど
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冒頭に副市長から答弁申し上げましたように、

平素の空港の利用を対象としているといった

ことがございますし、その有事の中には、例

えば、災害等に対する救援といったものも含

まれるものだというふうに認識してございま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） 平素、有事の話が

出てきましたけども、もう少し詳しく、国家

安全保障戦略で、有事も念頭に置いた国内で

の対応能力の強化のためにという、自衛隊・

海上保安庁のニーズに基づき、公共インフラ

整備、機能強化の仕組みを創設。自衛隊・米

軍等の円滑な活動の確保とすると書かれてい

ます。つまり、米軍の活用にインフラを活用

するということですね。その点については、

もっと詳しい資料があります。 

  令和４年12月16日付の国家安全保障会議・

閣議決定という文書ですけども、今お示しし

た文書ですが、そこには、有事の際の展開等

を目的とした円滑な利用配備のため、自衛

隊・海上保安庁のニーズに基づき、空港・港

湾等の公共インフラの整備や機能を強化する

政府横断的な仕組みを創設する。あわせて、

有事の際の対応を見据えた空港・港湾の平素

からの利活用に関するルールづくり等を行う。

これらの取組は、地方公共団体・住民等の協

力を得つつ推進すると記載されていますが、

今読み上げましたけども、この記述はまさに

特定利用空港、あるいは港湾、このことを指

してるんじゃないでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 山本理事兼港

湾局長。 

○理事兼港湾局長（山本雄司君） 国から説明

を受けておりますのは、特定利用空港という

指定がなされたときには、必要なインフラ整

備等が行う。そういったことの仕組みは用意

されているという御説明を受けてございます

けれども、詳細についてはまだ把握してござ

いません。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） すみません、この

文書読まれましたかね。読まれました。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 山本理事兼港

湾局長。 

○理事兼港湾局長（山本雄司君） 一連の資料

といったものにつきましては、できるだけ目

を通すようにしてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） だから繰り返しに

なるんですけども、ここに書かれている文言

は、これはつまり特定利用空港を指している

と。安保三文書に基づいて、国家安全保障戦

略の中で、この特定利用空港が位置づけられ

ているというふうに、どう考えても取れると

思うんですよ。違いますか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 山本理事兼港

湾局長。 

○理事兼港湾局長（山本雄司君） 繰り返しの

答弁で恐縮でございますけれども、特定利用

空港といいますのは、平素の利用を対象とし

ている。まずそこが出発点だと思ってござい

ます。 

  以上でございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） 自衛隊や海上保安

庁からの求めに応じて神戸空港を平素から利

用すること。有事の際の対応を見据えて、住

民を巻き込んで、明らかにこれは私は危険な

方向に行ってるなというふうに思えて仕方あ

りません。今もおっしゃいました平素という

ことも出てきましたけれども、とか、あるい

は有事を想定したものでないとかとおっしゃ
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るんですけど、確認事項について、これはど

この結んだ自治体でも基本同じ文書になって

るんですけど、神戸市も案出てますよね。こ

の２番の部分なんですよ。２番の部分という

のは、また、自衛隊・海上保安庁と空港管理

者が住民の生命・財産を守る上で緊急性が高

い場合、または航空機の飛行の安全を確保す

る上で緊急性が高い場合（武力攻撃事態及び

武力攻撃予測事態を除く）であって、当該空

港の施設を利用する合理的な理由があると認

められるときには、民生利用に配慮しつつ、

緊密に連携しながら、自衛隊・海上保安庁が

柔軟かつ迅速に施設を利用できるよう努める

と、ここの部分なんですけども、これについ

てこういう議論があります。特定利用空港や

港湾に指定されると、緊急性が高い場合であ

って、当該施設を利用する合理的な理由があ

ると認められるときには、自衛隊・海上保安

庁が柔軟かつ迅速に施設を利用できるように

努める場合について、重要影響事態や存立危

機事態は含まれるということを、国側が、こ

れは高知県側の質問で、これを国がそのとお

りですと認めたということがあったでしょう。

これは、先日の常任委員会でもありましたし、

実はこのことは、日本共産党県会議員団もこ

のことで問題にして議論しています。 

  つまり、存立危機事態、これは有事に極め

て近い、または連動する事態である。これは

国が定義しています。それから、重要影響事

態、以前は周辺事態と言ってましたが、有事

の手前の段階です。つまり、かなり危ない段

階でも特定利用空港として国に協力しなけれ

ばならないということなんじゃないですか。

武力攻撃事態、あるいは予測事態に入ってい

なくても、特定利用空港として利用できると

いうことになると思うんですよ。 

  つまり、平素から有事に備えた空港利用に

神戸空港が協力をしなければならなくなると

いうことになりませんか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 山本理事兼港

湾局長。 

○理事兼港湾局長（山本雄司君） 先日の常任

委員会におきましても、違う先生からでした

ですけれども、今回の特定利用空港につきま

しては、武力攻撃事態のような有事は除くと。

ならばその手前の、先生今おっしゃっていた

だきました存立危機事態なり、重要影響事態

などはどうするんだ、どうなるんだというよ

うな、その取扱いはどうだという御質問もい

ただきまして、その際、常任委員会でも申し

上げましたですけれども、そういったことに

つきましては、しっかりと国のほうから確認

依頼が来た際には、そういったことにつきま

して、平素の取扱いの中にそういった事態が

入るのかどうかも含めまして、しっかりと確

認する作業を行うというようなことを常任委

員会でも申し上げてございまして、その考え

方に今変わりはございません。 

  以上でございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） 武力攻撃事態や武

力攻撃予測事態でない場合というか、その前

のこの２つの事態、この場合というのは、高

知県側の国に対する質問に対して、国がその

ように答えているわけですから、明確に答え

て、これがもう問題になってるわけですから。

つまり平素の中に当然これは含まれるという

ふうに取るのが普通の読み方だと思うんです

よ。要するに、特定利用空港の枠組みという

のは、有事とは関係ありませんというのは、

これはまやかしであって、有事に備えた平素

からの準備ということに読み取ると思うんで

すよ。 

  いずれにいたしましても、この重要影響事

態だとか、それから存立危機事態というのは、

これは集団的自衛権の中に含まれるもんでし

ょう。そういったことまで想定したことで国

側が求めてきているというものが普通の読み
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方だと思います。 

  平行線になると思うんですけども、では、

違う質問ですけども、なぜ神戸空港を特定利

用空港の対象とするのかという問いに対して、

防衛省は、神戸空港の直近における訓練につ

いては、2015年11月に兵庫県・播磨広域合同

防災訓練で、空自の多用途支援機Ｕ－４や戦

闘機Ｆ15が災害対応のための訓練として利用

させていただいたと答えています。戦闘機Ｆ

15がですよ。 

  しかし、この訓練について港湾局にお尋ね

したんですけど、電話ですけど、お聞きしま

したが、Ｆ15が来たことをたまたま知ったと。

どんな訓練か、機材について、訓練など逐一

把握していませんでしたとすぐに答えられま

した。これはまだ特定利用空港になってませ

んけども、やっぱり軍事機密であることは言

わない。この当時の訓練というのは、これは

神戸市は参加してませんけど、そこに自衛隊

機が来て、いろいろやられたということで、

内容もよく分からなかったと思うんですよね。

つまり、防災訓練に神戸市は参加していませ

んが、空港管理者の知らない状態で戦闘機Ｆ

15が神戸空港を利用していたということ。こ

れは事実だと思うんですが、ちょっと確認し

ときます。局長は知ってますよね。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 山本理事兼港

湾局長。 

○理事兼港湾局長（山本雄司君） 県の訓練に

おきまして、神戸空港をお使いになられたと

きに、Ｆ15の情報をたまたま知ったというと

ころにつきましては、私はその事務をやって

るわけでございませんけれども、部下から報

告を受けてございますのは、実際、神戸空港

をお使いいただくときには届出なり申請とい

う手続が出てまいります。実際にその手続が

なされたときには、まず事前の調整といった

ものが行ってございますので、その事前調整

の中でＦ15の使用といったことを聞いてござ

いますし、さらには県のほうからもそういっ

た情報を事前に得ているというようなことは

部下から聞いてございます。 

  以上でございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） 神戸空港に戦闘機

が来るなんて、市民そんなん想像もしないし、

びっくりしますよ。この11月当時、周知なか

ったでしょう。議会にも説明もありませんよ。

何でですか。軍事機密だからじゃないですか。

周辺住民に及ぼすことを防衛省自らがそうい

う影響があるということをやっぱり感じてる

んやと思うんですよね。 

  熊本空港では、空港管理者に聞いても、ど

んな機材が来るのかどうか分からない。地元

紙の報道で知るか、自分で調べるしかないと、

こういうふうに言われました。滑走路をＦ15、

それからオスプレイと、それから民間機が共

用している状態です。訓練時にオスプレイが

住宅の上も平気で飛び回り、非常に危険を感

じますとも言われてます。現にそういうこと

が先に特定利用空港になっているところでも

う既に起こっているわけであって、そんなこ

とがもし神戸空港で起こることをよいと思い

ますか。それどうですか。局長ばかりじゃな

くて、市長・副市長にも聞きたいですね。ど

うでしょう。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 先生今いろいろなこ

とを言われておりますけれども、私どもも国

から説明を受けたばかりという状況で、これ

から正式な依頼が示されるという状況になる

わけでございます。その段階において、今先

生からもいろいろいただいたことも含め、議

会からいただいた様々な御意見ということも

含めて、疑問点、課題について国にその確認

をさせていただきたいというふうに考えてご

ざいます。それをまた、国の回答がございま
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したら、議会のほうにもその内容について御

説明をさせていただいた上で対応をどうする

かということを検討していきたいというふう

に考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） それでは、こうい

う質問をされていますね。特定利用空港にな

ることで、戦闘機の運用や弾薬等の危険物の

取扱いはあるのかという質問をされています

が、それに対して防衛省は、本枠組みの中で、

戦闘機等の運用や弾薬等の危険物の取扱いに

ついて調整させていただくことはある。訓練

等での利用に当たっては、当該利用が地元住

民に及ぼす影響が最小限となるよう努めてい

くと、そう答えておられますが、しかし、神

戸空港の条例があります。その条例第11条で

は、何人も空港内において、次に掲げる行為

をしてはならない。爆発物または危険を伴う

可燃性のものを携帯し、または運搬すること

と明確に禁じているんですね。禁止をしてい

ることは、絶対にこれは神戸市の条例でそう

いうふうに定められてるんだから、絶対にこ

れは認めてはならないわけでしょう。そこど

うでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 山本理事兼港

湾局長。 

○理事兼港湾局長（山本雄司君） 当然でござ

いますけれども、国のほうから今回の確認依

頼といったものが出てきた際には、その内容

について精査をし、我々の運用、そういった

ものを照らし合わせながら対応を検討してい

く、お答えを返していくということになろう

かと思います。 

  以上でございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） 弾薬ですよ。こん

な危険なものを、これは神戸空港条例で認め

てないと言ってるわけですから、それはもう

この条例がある限りは断じて認められないと

いうことで、はっきりここで答弁できないん

ですか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 山本理事兼港

湾局長。 

○理事兼港湾局長（山本雄司君） まずはしっ

かりと国がお考えになられていることといっ

たことを聞くことが先決だと思ってございま

す。 

  以上でございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） 弾薬というたら、

これはもう常識で考えたら危険なものという

ことはもう明らかなことであって、これは国

側がいろんな説明では、まやかしやごまかし

があるかも分かんない。そういうことに惑わ

されては絶対いけないと思いますよ。 

  自衛隊・米軍等の円滑な活動の確保のため

に、自衛隊の弾薬・燃料等の輸送・保管の制

度の整備について、自衛隊の施設や活動に否

定的な影響が及ばないようにするための措置

を取ると、国家安全保障戦略に記述されてい

ます。 

  戦闘機や弾薬を安保三文書に基づいて使う

ということ。これはもうこの文書から明らか

でないでしょうか。これはもう国に説明を求

めるまでもなく、今できる限り目を通してお

られるという局長、それはもう安保三文書に

書いていることはよく御存じですよね。どう

でしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 山本理事兼港

湾局長。 

○理事兼港湾局長（山本雄司君） 本取組と米

軍の利用は何ら関係性を有していないという

のは国から我々が今聞いているところでござ

います。実際に議会等のやり取りでいろいろ
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御意見いただいた場合、また、我々が少し確

認するべき必要があるなというふうなことを

見つけられましたら、またそれは国からの正

式な依頼があった際には聞いていこうと思っ

てございますので、正確にそういったところ

をまず確認する作業を行っていきたいと思っ

てございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） だから、自衛隊・

米軍等の円滑な活動の確保のために自衛隊の

弾薬・燃料等の輸送の整備について書いてあ

る。そういう段落の中に書いてあることを御

存じですかと聞いたんですよ。今の答弁とい

うのはこれおかしいと思います。 

  兵庫県内での自衛隊と米軍との共同訓練と

いうのも、今もありますけども、伊丹市には

中部方面総監部が指揮の演習の拠点という位

置づけになっています。つまり司令部の機能

が強いというふうに聞いておりますけども、

そういう中で、よく災害のためと言うんです

けど、むしろ、軍事的な訓練に頻繁に平素か

ら利用されるんじゃないかということで大変

懸念いたします。 

  国としては、神戸市が神戸空港を特定利用

空港とすることを受け入れていただければ、

12月下旬をめどに関係省庁と神戸市の間で確

認文書を取り交わし、他の空港・港湾と合わ

せて、新たに特定利用空港・港湾として公表

したいと、こういうふうに言ってますね。神

戸市より本年12月上旬頃までに回答いただき

たいと思っていると。指定までの流れについ

て答えていますが、このようなことにはとて

も同意すべきではないというふうに結びまし

て次の質問に移ります。 

  この中東情勢と中小業者のことなんですけ

ども、５月18日の経済港湾委員会で、民部副

局長が、中東情勢の直接的な影響を受けてい

るという相談については、少数ではないかと

認識しているという答弁がありました。これ

はとんでもない認識違いだと思います。認識

を改めるべきではないでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 大畑経済観光

局長。 

○経済観光局長（大畑公平君） 御答弁申し上

げます。 

  そのときの御質問は、産業振興センターに

おきます経営相談窓口、その相談状況という

ことでの御質問だったと思います。 

  その際に、冒頭ちょっと議員のほうからも

お話ございましたけれども、毎月1,200～1,3

00件ぐらいの御質問があるんですけれども、

その相談の窓口の職員の声を聞きますと、８

割程度の企業の皆さんが、この中東情勢、こ

れは何がしかの中東情勢のことを相談内容の

中に含まれていたというふうなことでした。

８割の方が既に影響を受けているというよう

なことではなく、８割の方が中東情勢に関す

る何らかの相談内容があったということです。

その大半の中は、先ほども議員のほうからあ

りましたけれども、事業活動に必要な資材が

やはり今後入ってこないのではないかという、

この先行きの不安に対する意見というのがも

う大半でございました。直接今何か影響を受

けて、事業が停止しているといったような御

質問は少数であったと、そういう趣旨でござ

います。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） 実際にいろいろ聞

きに行かれるところというのは、経済団体と

か業界団体ですかね。聞かれてるのはどこに

聞かれてるんですか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 大畑経済観光

局長。 

○経済観光局長（大畑公平君） 御答弁申し上

げます。 

  この中東情勢の悪化ということが、これが
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様々な事業活動に影響があるのではないかと

いうようなことを、そうですね、この年度が

明けてすぐに局内の幹部会で話をしまして、

我々経済観光局が持っている企業とのネット

ワーク、あるいは各団体との関係の中で、そ

れぞれの状況を把握しようということで意見

を聞くようにいたしました。大体50を超える

団体、あるいは企業の声としてお話を聞いて

まいりました。聞いた内容といいますのは、

冒頭議員のほうからも御紹介ありましたけれ

ども、様々な資材の問題、特にこれまでの物

価高騰といった経営課題から、資材自身の高

騰というのもあるんですけれども、資材自身

が今後入ってこないのではないかという不安、

そういったことが新たな中東情勢の経営課題

として上がってきているということでござい

ます。もちろん団体に関しましては、商工会

議所であったり、あるいは大きいところでは

兵庫県中小企業家同友会であったり、いろい

ろそれぞれの業種・業態ごとの団体もござい

ます。 

  今日も夜、３団体との意見交換する場面も

ありますし、あしたは２団体、あさっては１

団体、しあさっても１団体、我々としては

日々こういう団体、あるいは企業さんとの意

見交換をする機会がございますので、そこで

現状についてリアルな声を聞いてまいりたい

というふうに考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） 団体からいろいろ

聞かれてると言うんですけど、それだったら、

資材が入らなくなって休業を余儀なくされる

とか、資材の値上がりで減収・減益になって、

資金繰りになって倒産につながる不安を抱え

てるとか、そういうことはリアルに聞かれる

はずなんですよ。それが全く伝わってこない。

そう思うんですね。今出されている、いわゆ

る救済策というのは、融資が中心でしょう。

融資の枠を引き上げるとかね。これは予算の

段階から何も変わってないということなんじ

ゃないですか。これからも先行きが中東情勢

分からないと。むしろこれからますます中東

情勢の、ホルムズ海峡封鎖の影響が広がって

いくと、こういう状況の中で、やっぱり早急

に支援を講じるという姿勢が全く伝わってこ

ないなと思うんですよ。 

  私が報告を受けているのは、製造業・食品

関連業者・旅行業・建設業者など、直接的な

相談を受けたというような報告を受けました

けれども、それだけではないから、先ほども

私お示ししました。従来からの制度では、お

金を借りるというか、借りるだけの、以前か

らの不況に追い打ちをかけて、とても融資を

受けられる状況ではないんですよ。今はとに

かく従業員の生活、暮らし、これを支援する

ためにも、やっぱり現金が必要ということに

なります。中小業者は従来からの苦境に追い

打ちをかけられて、そこにイラン戦争の影響

が襲ってるわけですよね。さらにこう言われ

ました。消費者の心理的な影響が今後の売上

げに影響しないかととても不安ですと、こう

いった声も私は地元から伺いました。政府が

言うような目詰まりの解消までとても待てま

せんとも言われたんですよ。つまり、この状

況の中で本当に独自の直接の支援ということ

を、これをしっかりやるというのが、これが

神戸市の務めだと思うんですけれども、その

辺についての認識を改めて伺いたい。どうで

しょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 大畑経済観光

局長。 

○経済観光局長（大畑公平君） 我々の支援と

いたしましては、まず、今年度の当初予算で

も、この物価高騰対策、企業の事業の継続支

援といったものを施策として掲げてございま

すので、まずはこれを着実に実行し、その効

果を出してまいりたいというふうに考えてお

ります。 
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  （「議長」の声あり） 

○副議長（しらくに高太郎君） 赤田君。 

○31番（赤田かつのり君） 日々の生活に本当

に苦しい思いをされてるわけだから、国の補

正予算が不十分だと。そういう中で、市民の

暮らしとなりわい、営業を守る基礎自治体と

しての責任をしっかりと果たしていただきた

いというふうに思います。 

  以上です。（拍手） 

○副議長（しらくに高太郎君） 御苦労さまで

した。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  午後２時35分に再開いたします。 

   （午後２時16分休憩） 

   （午後２時35分再開） 

○議長（よこはた和幸君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  直ちに議事に入ります。 

  休憩前に引き続き一般質問を続行いたしま

す。 

  36番諫山大介君。 

  （36番諫山大介君登壇）（拍手） 

○36番（諫山大介君） 今期最後の一般質問と

なります、こうべ未来の諫山大介です。後半

は、かじ議員が登壇します。2015年統一地方

選挙初当選組が、５月議会終了後に市会議員

在職10年に係る全国市議会議長会表彰をいた

だくことになるかと思います。当時は15名で

したけれども、同期を引っ張っていただきま

した植中雅子議員を初め、党務に忙しい山本

のりかず議員など、現在９名が党派を超えて

神戸市政に関われること、改めて関係各位に

深く感謝申し上げます。 

  以下、３点質問いたします。 

  １つ目、生成ＡＩ時代における戦略的な情

報発信についてです。 

  近年の生成ＡＩの発展により、文章や画像

の生成・分析・思考のサポート、翻訳などの

分野で業務の効率化が大きく進展する中、生

成ＡＩはウェブ上で情報伝達の手段として、

今後大きな役割を果たしていくと考えます。

例えば、旅行先での楽しみ方を探すときに、

これまでは検索してホームページを閲覧する、

またはＳＮＳ上で個人投稿を参考にする方法

がありました。ところが、生成ＡＩに「何月

何日に神戸のあるホテルに宿泊、午後に徒歩

圏でまち歩きしたいが、どんなルートがよい

か。スイーツも楽しみたい。」と聞けば、写

真や楽しみ方を含めた散歩ルートを答えてく

れます。季節や天気だけでなく、生成ＡＩが

既に認識している各個人の好みに合わせた情

報が得られる時代になりました。さらに、観

光以外の分野、例えば、職場や子育ての状況

を入力すれば、どこに住めば暮らしやすいの

かを、理由も含めてＡＩが提案してくる。こ

の手法は、選ばれるまちとしてのブランディ

ングにも有効であると考えます。 

  10年ほど続いたＳＮＳ時代もＡＩによって

変化しております。生成ＡＩは、もっともら

しいうそをつく、いわゆるハルシネーション

と呼ばれる事象を避けるために、玉石混交の

ＳＮＳ情報をうのみにせず、慎重に扱うよう

に設定されております。 

  さらに、ＳＮＳ運営会社が集めた情報を他

者のＡＩにただで使わせたくない考えから、

ＳＮＳ側もＡＩからのアクセスを制限する動

きがある。これはＳＮＳとＡＩとの戦いとも

言えますが、個人の興味に合わせた情報を手

に入れる上で、アルゴリズムによって偶発的

に表示するＳＮＳと比べて、生成ＡＩは高性

能、かつピンポイントで提供可能な仕組みに

なっております。 

  このように、インターネット検索でヒット

したホームページやＳＮＳの投稿を閲覧する

のではなく、ＡＩによる要約のみで判断が完

結する、いわゆるゼロクリック検索が一般化

しつつあります。つまり、ウェブサイトを人

間が見るのと単純に捉えるのではなく、ＡＩ

に情報を理解・参照されやすい構造を取るＧ

ｅｎｅｒａｔｉｖｅ Ｅｎｇｉｎｅ Ｏｐｔ
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ｉｍｉｚａｔｉｏｎ（ＧＥＯ）の観点が重要

と言われております。 

  本庁は、庁内業務において、ＡＩ活用によ

る業務効率化を先進的に進めておりますが、

広報分野においても、市の取組や魅力を届け

たいターゲットに効果的に届けるために、ホ

ームページにＧＥＯの視点を取り入れるなど、

生成ＡＩ時代に合わせた戦略的な情報発信が

必要かと考えますが、見解をお伺いいたしま

す。 

  ２つ目です。政策課題に対するシェアハウ

スの活用について。 

  高齢者・若者・独り親・児童養護施設退所

者など、住まいに課題を抱える人への支援策

として、他都市では、公営住宅や空き家等を

活用したシェアハウスの取組が広がりつつあ

ります。本市でも、六甲ウィメンズハウスや

長田区の「はっぴーの家ろっけん」のように、

住まいの提供に加え、孤立防止、地域とのつ

ながり、自立支援を組み合わせた民間の先進

的な取組が生まれております。昨日も高齢者

シェアハウスに関する質問がありました。 

  本市の市営住宅においては、目的外使用と

して大学へ貸し出した上で、学生が共同居住

する事例があるとお聞きしますが、空き家・

空き住戸解消や入居者の高齢化が進む中での

孤独死対策、地域コミュニティー活性化等の

観点から、市営住宅本来の目的を妨げない範

囲でシェアハウスとして活用を進めるべきと

考えますが、見解をお伺いします。 

  最後に、ポートアイランドスポーツセンタ

ー・王子スタジアムのリニューアルについて

です。 

  ポートアイランドスポーツセンター再整備

計画の考え方と今後の見通しですが、老朽化

が進む王子スタジアムとポートアイランドス

ポーツセンターに関する設備投資や改修の必

要性について、議員になって初めて挑んだ平

成27年11月議会の一般質問で取り上げさせて

いただきました。10年以上経過した今、各施

設のリニューアルが決定し、王子スタジアム

が令和12年頃、ポートアイランドスポーツセ

ンターが令和14年頃に供用開始を目指す段階

に至ったことを感慨深く受け止めております。 

  一方、ポートアイランドスポーツセンター

に関しては、資材高騰等の影響により入札不

調となり、仕様の変更や供用開始の大きな遅

れと計画の見直しが余儀なくされております。

今後、さらなる資材高騰のリスクも懸念され

る中、これまでの経緯も踏まえた再整備計画

の基本的な考え方と今後の見通しについてお

伺いいたします。 

  王子スタジアムのリニューアルに伴う地域

連携の維持についてです。アメリカンフット

ボールの聖地と言われる王子スタジアムは、

昨年の閉鎖前まで競技団体や地域団体が協議

を通じてつながるハブ機能も有しておりまし

た。閉鎖後も、スタジアムがない数年間に関

係が希薄になることを危惧して、神戸大学ア

メリカンフットボール部ＲＡＶＥＮＳと地元

商店街を中心としたＮＰＯ法人が引き続き定

期的に交流しながら地域貢献をしていこうと

いう流れになっております。このような王子

スタジアムを起点とした競技団体と地域団体

のつながりについて、王子スタジアムが閉鎖

している４年間が空白期間にならないよう、

王子スポーツ体育館など既存施設の活用など

も含めて、本市として積極的に支援し、再開

後につながる仕組みを構築すべきと考えます

が、見解をお伺いいたします。 

  以上です。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 諫山議員の御質問のう

ち、私からは、ポートアイランドスポーツセ

ンター再整備計画の考え方と今後の見通しに

つきましてお答えを申し上げます。 

  御指摘をいただきましたように、ポートア

イランドスポーツセンターの再整備につきま

しては、令和５年に公募を実施いたしました
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が、コロナ後の急激な建設資材の高騰などか

ら、入札不調となった経緯があります。改め

て競技団体をはじめ、建設事業者などの意見

を伺い、整備内容や事業手法、スケジュール

について再度検討し、今年２月に再整備基本

計画の改定案を示し、市民意見募集をいたし

ました。 

  この再整備の基本的な考え方ですが、競技

力の向上・市民の健康増進・ポートアイラン

ドの活性化の３つの基本方針を掲げています。 

  競技力の向上といたしましては、水泳・ス

ケートとともに、事業費抑制の観点から規模

の見直しは行うものの、国内の大会開催に必

要な基準を満たす施設といたします。また、

市民の健康増進として、初心者・経験者問わ

ず幅広い世代の方々が年間を通して利用でき

るよう、可動床の導入や通年プールの機能拡

充をいたします。さらに、島内に立地する大

学をはじめ多様な主体の参画により、ポート

アイランドの活性化に寄与する施設を目指し

ていきたいと考えております。 

  今後の見通しですが、市民意見の募集結果

を踏まえ、５月中には先ほど申し上げた基本

的な考え方に基づき、施設規模や施設構成を

精査した再整備基本計画を改定いたします。

その後、来年度の事業者公募に向け、予算の

確保、要求水準書の作成など、必要な準備を

着実に進めまして、令和11年度頃の工事着工、

令和14年度頃の供用開始を目指していきたい

と存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから、生成

ＡＩ時代における戦略的な情報発信について

御答弁を申し上げます。 

  これまではユーザーがウェブページにアク

セスし、閲覧することを前提として、検索さ

れやすいキーワードの活用や、インパクトの

あるページタイトルの設定など、ウェブペー

ジに呼び込むためのＳＥＯ、Ｓｅａｒｃｈ 

Ｅｎｇｉｎｅ Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎが

重視をされてきたところでございます。 

  生成ＡＩの利用が進み、ゼロクリック検索

が浸透する中で、御指摘のとおり、生成ＡＩ

が正確に情報を理解し、適切に引用・要約が

できるよう、自然で分かりやすい言葉遣いや

ウェブページ構造の簡素化など、御紹介いた

だきましたＧｅｎｅｒａｔｉｖｅ Ｅｎｇｉ

ｎｅ Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ、いわゆる

ＧＥＯの視点が一層重要になると考えている

ところでございます。 

  神戸市公式ホームページは、各事業の担当

職員が作成をしておりますけれども、誰が作

成してもユーザーにとって分かりやすく、探

しやすいページとなるよう、2022年12月にガ

イドラインを策定いたしまして、以降、改定

を重ねてきているところでございます。現在

は、従来のＳＥＯに加え、例えば、ページ冒

頭に概要文を掲載する、見出しを使って掲載

内容を明確にする、文章を短くする、箇条書

でまとめるなど、ＧＥＯに対応した内容も追

加をいたしまして、ガイドラインに沿って作

成すれば、ＡＩにとっても解読しやすいペー

ジとなることを目指しているところでござい

ます。 

  また、2025年8月のグーグル社の検索エン

ジンへのＡＩモード搭載を踏まえまして、20

25年９月には、改めて当該ガイドラインに基

づく運用の重要性を周知した上で、分かりや

すいホームページの作り方研修を実施したと

ころでございます。 

  同時に、各事業の担当者が作成・更新した

ページを広報戦略部が全て確認してから公開

する運用に切り替えまして、ガイドラインの

実効性を担保しているところでございます。 

  これまでもユーザーが分かりやすく、探し

やすいホームページづくりに取り組んでまい

りましたけれども、ＡＩの理解、参照のしや
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すさも意識したページづくりとすることで、

より効果的な市の施策の発信につなげるとと

もに、今後の新技術の開発等の最新動向にも

注意を払い、時代に即した情報発信となるよ

う努力してまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私から２点御答弁さ

せていただきます。 

  １点目の政策課題に対するシェアハウスの

活用について答弁をさせていただきます。 

  市営住宅につきましては、住宅に困窮する

低額所得者に対しまして、低廉な家賃で住居

を提供する目的で整備されており、提供の公

平性を担保するため、公営住宅法において、

入居者は公募により決定するものと定められ

ております。 

  一方、昨今の住宅に関する様々なニーズに

応えるため、事業主体が必要であると認めた

ときは、国土交通大臣の承認を得た上で、公

営住宅の管理に著しい支障のない範囲で公営

住宅を社会福祉事業等に使用させることがで

きるとされております。そこで、神戸市にお

きましても、住宅困窮者の入居を阻害しない

住戸等を活用し、運営事業者などが修繕関係

等の費用を負担することを前提に、シェアハ

ウス的な活用を進めているところでございま

す。具体的には、目的外使用により、学生向

け住戸13戸、グループホーム57戸、施設退所

者向け住戸２戸、社宅16戸として提供してい

る事例がございます。 

  一方で、このようなシェアハウス的な使用

につきましては、建築基準法や消防法におき

まして、一般住宅よりも厳しい整備基準が求

められる場合があり、その場合は改修コスト

の高さが普及に当たっての課題となっている

ところでございます。 

  今後も、孤立防止、地域とのつながり、自

立支援等の取組を行う関係事業者等のニーズ

を踏まえ、市営住宅の活用について、可能な

限り柔軟に対応してまいりたいと考えており

ます。 

  ２点目の王子スタジアムのリニューアルに

伴う地域連携の維持について答弁をさせてい

ただきます。 

  これまで王子スタジアムで開催されました

アメリカンフットボールなどの競技時や神戸

市スポーツ協会がスポーツの日に王子公園内

で開催するイベント、ＫＯＢＥスポーツトラ

イアルＤＡＹなどに、地域のＮＰＯ法人――

わくわく西灘でございますが、出店するなど、

王子スタジアムを基点に地域団体との連携が

図られてきたことは認識しております。 

一方で、令和７年８月末に王子スタジアム

が閉鎖したことから、現在は従来のようにス

タジアムを活用した取組ができない状況とな

ってございます。 

  しかし、地域団体の連携としましては、Ｋ

ＯＢＥスポーツトライアルＤＡＹは、今年度

も王子スポーツセンターを基点に開催され、

市スポーツ協会が当該ＮＰＯ法人にも引き続

き連携を打診する予定と聞いてございます。

また、競技団体との連携としましては、本年

４月に神戸市スポーツ協会とアメリカンフッ

トボールの社会人チームが連携しまして、地

域の小・中学生を対象に、フラッグフットボ

ールやチアダンスの体験会を開催していると

ころでございます。 

  スタジアムの休止期間中におきましても、

競技団体や地域団体のつながりが途切れるこ

とのないように、先ほど申し上げました取組

等を継続的に実施しながら、新スタジアム整

備後の連携にもつながるようにしっかりと取

り組んでまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 諫山君。 

○36番（諫山大介君） それでは、再質問に入

ります。 

  生成ＡＩなんですけど、10年前には生成Ａ

Ｉをテーマに質問を作成するというのは想像
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もつかなかったわけですし、あんまり私も使

いこなせてないので、今回いろいろと勉強は

させていただいたんですけども、今のヤフコ

メランキングでも、生成ＡＩ、ＣｈａｔＧＰ

Ｔが上位に上がっているなど、本当に今話題

になっております。 

  この生成ＡＩは言語の壁を越えまして、イ

ンバウンド旅行者が母国語で質問すれば日本

語の観光情報も母国語で回答を得られる環境

は整いつつあるわけですが、今後はウェブサ

イトの多言語対応を充実させるよりも、ＡＩ

が翻訳・理解しやすい正確で魅力的な日本語

の一次情報を蓄積することが重要となります。

これは答弁にもございましたけれども、さら

に、単なる事例の羅列ではなく、観光目線な

んですが、季節感や心動く体験、ストーリー

が伝わる生きた情報をいかに磨き上げ、発信

するかで、このＡＩが神戸の魅力を熟練のコ

ンシェルジュのように情緒豊かに推奨でき、

国内外へ魅力発信力の強化につながると考え

るわけです。 

  こうした変化を踏まえまして、観光情報、

この発信の在り方をアップデートさせる必要

があると考えますが、この辺りいかがでしょ

うか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 観光情報を得る場合

に、これまではホームページ、あるいはＳＮ

Ｓを通じて情報を取得する方法が主流であり

ましたけれども、ＡＩの進展によりまして、

個人の好みに合わせた最適な観光スポットや

ルートの情報を得られるようになったところ

でございます。個人旅行にとっては大変大き

な味方ができたという状況だと思ってござい

ます。今後もＡＩを通じた観光情報の取得は

一層拡大すると見込んでいるところでござい

ます。 

  神戸公式観光サイトＦｅｅｌ ＫＯＢＥで

は、市内のイベントやお勧め観光スポットの

ほか、体験談やエピソードなどの独自性のあ

る情報を織り交ぜ、神戸観光の魅力をより深

く伝えるコラム記事などを発信させていただ

いているところでございます。 

  御指摘をいただきましたように、ＡＩ活用

が急速に広がっている中で、ＧＥＯを意識し

て観光情報を発信するということが今後ます

ます重要になっているというふうに考えてい

るところでございます。 

ＧＥＯの観点では、公式サイトが重要視さ

れるということから、神戸公式観光サイトで

ありますＦｅｅｌ ＫＯＢＥにおいて、これ

まで以上に多種多様な魅力を発信するととも

に、正確で理解しやすい情報の掲載に努めて

まいりたいと考えているところでございます。 

  さらに、ＡＩとの親和性が高いとされる記

事サイトのｎｏｔｅを活用いたしまして、体

験談や感想など、読んだ人の心を動かせる生

きた情報の発信に取り組んでいくことで、神

戸観光の魅力発信の強化につなげてまいりた

いと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 諫山君。 

○36番（諫山大介君） 神戸市公式ｎｏｔｅの

件も局別で質疑・質問させていただいたこと

があります。今回いろいろ情報をやり取りし

た部分も、こういった生成ＡＩとかを先に見

越して、どんどんコンテンツを充実させてい

ったということもお聞きしました。その先を

見越した、今までホームページの更新とか、

神戸市はすごく進んで、古いホームページを

スクラップ・アンド・ビルドしたというのを

お聞きしている中で、どんどんとこういう展

開が早くなってきておりますので、先手先手

を打って、ぜひ今日、質疑、前向きな答弁い

ただきましたけれども、神戸市の様々な魅力

ある情報を発信していただきたいと思います。 

  それでは、シェアハウスの再質問なんです

が、今回、公営住宅を本問でやらせていただ

きました。他都市の事例をたくさん調べてい
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ただいても、なかなかこの公営住宅のシェア

ハウスがいろんな条件で難しいということは

こちらも認識しております。その中で、民間

の中でいろいろ進めようとする中、どう神戸

市がサポートできるかという視点も必要かと

思いまして再質問させていただきます。 

  本市では、過去に空き家をシェアハウスへ

改修するための補助制度があったんですが、

申請件数が10件に満たずと、十分な活用に至

らなかったかもしれませんが、家主にとって、

シェアハウス運営の心理的・実務的ハードル

が高いんじゃないかなと――利用が進まなか

った要因じゃないかなと考えております。 

  一方で、単身世帯が増加する中、今、国勢

調査の結果も出ました。人口は落ちても世帯

数はどんどん上がっておりますので、世帯数

が上がっていく中、孤独の解消、地域コミュ

ニティーの形成の観点から、多様な単身者が

緩やかにつながる住まいとして、このシェア

ハウスが今後、住宅施策の１つと注目される

んじゃないかと思っております。 

  そこで、単に改修費を当市が補助するだけ

ではありませんで、不動産オーナーが運営の

道筋を見いだせるよう、シェアハウス運営に

精通した団体と連携しまして、講座や個別相

談など伴走支援を伴う仕組みづくり、こうい

うところに神戸市が入るのが有効じゃないか

と思うんですが、この辺り見解いかがでしょ

うか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） まさに諫山議員が御指

摘いただきましたように、単身世帯が増加す

る中で、孤立の解消、コミュニティーの形成、

緩やかな見守りによる安心感の確保という観

点から、シェアハウスは今後ますます重要な

住まい方の１つになっていくだろう、重要性

は高まるだろうというふうに考えております。 

  そこで、建築家との協働による空き家活用

促進補助の対象にもしているわけですけれど

も、単に補助するだけではなくて、不動産オ

ーナーの不安を払拭し、シェアハウス運営の

道筋を見いだしていただけるような取組も必

要だと考えております。 

  具体的には、建築家との協働による空き家

活用促進補助のホームページに、運営事業者

や建築家のインタビューとして、取組に至っ

た思い・きっかけや運営上の工夫に関する記

事を掲載していきたいと考えておりますし、

また、空き家活用をテーマにした講座やトー

クイベントの中で、シェアハウスの活用事例

も紹介していきたいと考えております。さら

に、シェアハウスの運営上の課題やメリット

について、シェアハウスの運営を行ったこと

がある団体と意見交換しながら、どういう支

援が有効なのか、不動産関係団体と一緒に検

討をさせていただければと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 諫山君。 

○36番（諫山大介君） 前向きな御答弁ありが

とうございます。この質問をつくった後、ネ

ットニュース、テレビで放映されていたもの

がネットニュースでたまたま出たので、２個

ほど御紹介します。 

  滋賀県大津市の高齢者向けシェアハウス、

ミライリハ瀬田――去年５月にオープンし、

今は70代から90代まで男女14人が暮らしてい

ると――これは健康であるという前提みたい

なんですけども。神奈川県藤沢市にある多世

代コミュニティー住宅ノビシロハウス――カ

フェが併設されたワンルームタイプのアパー

トには、60代から90代の高齢者４人と20代の

大学生が暮らして、家賃は、高齢者が月７万

円に対して、20代の方は半額の３万5,000円。

ただし、大幅な割引の訳は、若い入所者が週

に１回高齢者への声かけ、月１回のお茶会に

出るとか、そういった高齢者が孤立するのを

防ぐ、助け合う環境をつくるという、これは

記事そのままなんですけども、話題になると

いうことはまだまだレアケースではあるかと
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思いますけども、本当にこの緩やかなつなが

りということが新しい家族の形ですかね、そ

ういうのも徐々に要るかなと思いますので、

多方面からの研究をしていただきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、リニューアルに関して、ちょっ

と意見だけ、王子スタジアムに関して、いろ

いろなスポーツセンターとの連携とかも御紹

介いただきありがとうございました。神戸大

学アメリカンフットボール、前はアメリカン

フットボール協会と商店街とかＮＰＯが連携

していましたけども、今回、ＲＡＶＥＮＳ、

大学のほうが地元商店街としっかり、ＮＰＯ

とやりたいということで、今しっかり前に向

こうとなっております。この法人には吉田健

吾議員も理事として参画しておりますけれど

も、昨日の会合でもこの話題がたくさん出ま

した。しっかりやっていきましょうと。 

  つまり、王子スタジアムがあったからこそ

継続できてきた、こういった地域交流を絶や

してはならないという思いから、こういう質

問をさせていただきました。もちろんハード

面も本当に期待しておりますので、魅力的な

スタジアムのほうもぜひよろしくお願いいた

します。 

  それでは、ポートアイランドスポーツセン

ター、これはスケートとプール両方あります。

両面のものですから、コストもかかりますし、

時間もかかったということもお聞きしており

ますが、プール・スケート合わせてまず再質

は、入札不調が令和５年ということで、再整

備計画を見直すに当たりまして、事業費抑制

等の実現可能性のある確保が必要である一方

で、同時に、施設として利用価値を損なわな

いことも重要でありまして、計画を見直す中

で、競技団体との意見を踏まえて、削減した

機能と、守るべき、強化すべき機能をどのよ

うに整理したのか、ここを確認させてくださ

い。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 三重野文化スポー

ツ局長。 

○文化スポーツ局長（三重野雅文君） お答え

いたします。 

  基本計画の見直しに当たりましては、水泳

やスケートなどの競技団体とお会いいたしま

して、削減できる機能と守るべき機能につき

まして率直に意見交換を行ってまいりました。 

  その結果、まず削減した機能といたしまし

ては、前回公募時の7,000席の観客席を2,800

席以上に縮小するとともに、サブプール・サ

ブリンクにつきましては、現在の利用状況な

どを踏まえて廃止することにいたしました。 

  一方、守るべき機能といたしましては、50

メートルプールについて、前回公募時の10レ

ーンを維持し、水泳・スケートとともに全国

級の大会を誘致できる施設といたしました。

さらに、強化すべき機能として、通年利用の

25メートルプールを５レーンから９レーン以

上に拡大し、地元の中・高生を中心に年間を

通して公式な記録会や大会など競技力が向上

できる環境を充実させていただいております。

また、50メートル・25メートルの両プールに

可動床を導入し、初心者から経験者まで幅広

い世代の方が気軽に年間を通じてプールを楽

しめる機会を強化いたしております。 

  このように、競技団体などと意見を踏まえ、

削減すべき機能と守るべき機能について整理

し、競技者や市民目線に立ったよりよい施設

を整備してまいりたいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 諫山君。 

○36番（諫山大介君） 当初は本当フルスペッ

クで観客席もたくさん造ったりとか、フィギ

ュアの国際大会もという話もあったんですけ

ど、いろいろ状況が、やはり物資高騰等で今

本当に大変な状況の中で、それでも今の機能

が今のものでできるのかなという一抹の不安

もあるんですけれども、しっかり競技団体と

しっかり意見交換していただいたということ
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は感謝申し上げます。 

  その中で、温水プール、通年プールに関し

てちょっとこだわって質問させてください。

平成21年にかるもプールが廃止されて以降、

市内の競技温水プールが不足しております。

今、西代にあるプール、県立だけなんですけ

ども、平成30年に、競技用の温水公認プール

の設置を求める2,671筆の署名が本市に提出

されまして、こうした経緯を踏まえますと、

今回の再整備は、市内における通年型の競技

環境をどう確保するかという重要な意味を持

つと思っております。 

  再整備計画の改定案を確認しましたら、今

答弁ありましたが、25メートルプールのレー

ンの数が８から９以上に変更されておりまし

て、通年で大会が開催できる競技用プールと

しての活用が本当に期待されます。 

  一方で、大会運営に当たっては余裕のある

観客席と選手の待機場所として、実は広い平

面床の確保も必要でありまして、こういった

大会運営機能、冬場の大会運営機能をどうい

うふうに整備していく、反映していくのか、

こちらの見解をお伺いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 三重野文化スポー

ツ局長。 

○文化スポーツ局長（三重野雅文君） お答え

いたします。 

  御指摘のとおり、競技団体からは、かねて

より日本水泳連盟公認の大会ができる通年の

温水プールを整備してほしいという要望をい

ただいているところです。また、今回の計画

見直しの中でも、25メートルの通年プールに

おいて、余裕を持って大会運営ができるよう、

レーン数を増やしてほしいとの意見もいただ

いておりました。 

  こうした意見を踏まえまして、改定案では、

大会基準を満たす25メートルの温水プールを

整備するとともに、前回公募時の８レーンか

ら９レーンに拡大することで、さらに余裕を

持って大会が運営できるようにしております。 

  また、御指摘のとおり、大会の運営に当た

りましては、一定の観客席と選手の待機スペ

ースの確保が重要であるというふうに認識し

ております。そのため、今後作成する要求水

準書におきまして、25メートルプールでの観

客席の設置とともに、十分な広さの待機スペ

ースを確保できるよう事業者に求めることで、

競技者にとっても快適で利便性の高い施設と

なるように検討してまいりたいと考えており

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 諫山君。 

○36番（諫山大介君） ぜひよろしくお願いい

たします。もし延期がなければ、ワールドマ

スターズも新しいポートアイランドプールで

できる予定だったんです。少し延びてしまい

ましたけれども、経費等は本当大変懸念され

ますけども、時間内でよりいい議論ができて、

今後、大切にされる市民のプールになるとい

うことを期待しております。 

  最後まとめになります。もうこの質疑に対

してはないんですけども。昨日、令和８年度

当初予算案に対する会派代表質疑で、高校授

業無償化を受けての市立高校の今後の在り方

についてをさせていただきましたけれども、

本当に危機感を取り上げさせていただきまし

た。これは意見なんですけども、市立高校に

関して、今回の議会でたくさん議論、前向き

な議論ができていると本当にうれしく思って

おりますので、この１年しっかりよろしくお

願いいたします。 

  それでは、かじ議員に代わります。ありが

とうございました。 

○議長（よこはた和幸君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  次に、20番かじ幸夫君。 

  （20番かじ幸夫君登壇）（拍手） 

○20番（かじ幸夫君） こうべ未来市会議員団、

かじ幸夫です。諫山議員に続き、一般質問を
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させていただきます。 

  １点目に、国際連携の推進についてであり

ます。 

  今週末から日独友好神戸市会議員連盟とし

て、ドイツハンブルク市及びキール市を訪問。

政務調査をすることとしております。 

  ハンブルク市では、小松副市長とともに先

進的なエネルギー関連施設の視察を行うほか、

神戸市のペロブスカイト太陽電池の導入に関

する技術紹介や、環境・エネルギー分野にお

ける相互協力について意見交換を行うことと

しております。 

  再生可能エネルギーの拡大など、脱炭素社

会の実現に向けた取組を進める神戸市にとっ

て、ハンブルク市が有する先進的な知見は、

今後の政策展開において極めて有益な示唆を

与えるものと期待をしております。 

  今回の訪問を契機として、環境・エネルギ

ー分野における両市の連携関係を一層深化さ

せ、神戸市の施策の充実や技術導入の加速に

つなげていくことが重要と考えますが、ハン

ブルク市との連携強化に向けた今後の展望を

伺います。 

  あわせて、今回の調査では、新たにキール

市も訪問することとしており、既存の欧州連

携の流れを踏まえつつ、産業・教育研究・港

湾政策・市民交流など様々な視点で調査をす

ることとしております。特に、教育の分野で

は、日本語教育に力を入れ、県立高校とも交

流実績があるフンボルト高校を訪問し、学校

間の国際交流について意見交換することとし

ております。神戸の国際教育の充実のために

も、フンボルト高校と市立学校園との交流を

行う意義は大きいと考えますが、例えば、国

際科を設置している葺合高校など、市立学校

園との連携・交流の可能性について前向きに

検討できないか、見解を伺います。 

  次に、神戸空港の特定利用空港としての指

定についてであります。 

  本年３月30日、国から神戸市に対し、神戸

空港を特定利用空港の対象候補として検討し

ている旨の説明があり、その際、指定を受け

るメリットとして、災害時の対応等に円滑な

運用が可能となると、こういった点が示され

たと伺いました。 

  阪神・淡路大震災の発災直後、初動段階に

おける国の対応、特に、自衛隊派遣の遅れが

大きな課題に当時なりましたけれども、今後、

南海トラフ地震など大規模災害の発生が想定

される中、初動対応の迅速性・確実性を高め

る意義は小さくないと認識しております。 

  仮に、特定利用空港の指定を受けるとした

場合、そのメリットについて、現時点でどの

ように神戸市として受け止めているのか、見

解を伺います。 

  ３点目に、都心・三宮における交通アクセ

スの向上についてであります。 

  ジーライオンアリーナですが、開業以来、

神戸ストークスの公式戦や有名アーティスト

によるコンサートなど活況が続いており、ア

リーナの評価が高まることで、ウォーターフ

ロントを含めたまち全体のにぎわいにつなが

ることを期待しております。 

  一方で、イベント開催時における各線三宮

駅からの交通アクセスについては、現在、臨

時シャトルバス等を運行されているものの、

なおアリーナ利用者の滞留が見受けられ、輸

送力の強化が喫緊の課題です。例えば、ＬＲ

Ｔ・ＢＲＴの可能性を実証すべく、中心市街

地にてポートループを運行されておりますけ

れども、イベント開催時には、三宮駅とアリ

ーナ間の運行に特化をさせることで、一度に

多くのお客様を運べる連接バスの特徴を生か

した効果的な輸送が実現できるのではないか

と考えますが、見解を伺います。 

  ４点目に、市営地下鉄駅前バスロータリー

の利用についてであります。 

  西区学園都市において、地域コミュニティ

交通「にじ色バス」が運行されております。

今年４月からは、運行事業者や運行内容が変
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更され、改めて試験運行が始まりました。こ

の試験運行に関する神戸市の支援として、神

戸市外国語大学の駐車スペースを休憩場所と

して使用できるように配慮されるなど、市と

事業者が一体となって、今、実証されている

ことを評価しております。 

  一方、このバスの始終点である学園都市駅

前停留所は、駅前バスロータリーではなく、

公道上に設置されております。特に、終着時、

最終点に着く頃には、駅周辺道路を大きく迂

回するルートとなっており、事業者にとって

は非効率的な運行、お客様にとっては不便な

運行を余儀なくされております。地域コミュ

ニティ交通は、限られた車両や運転士を確保

することで成り立っており、こうした運行ロ

スを軽減すること、そして何よりお客様が便

利に御利用いただくことが、今後の本格運行

への道筋、そして路線の持続可能性に重要な

視点であると考えます。例えば、学園都市駅

前バスロータリーを利用、もしくは通過でき

るようにバス事業者と調整するなど、市とし

て改善に向けた支援に取り組んでもらいたい

と考えますが、見解を伺います。 

  ５点目に、学校現場における諸課題につい

て。 

  まず１点目です。学校運営協議会の状況に

ついて、現在、全ての学校園に学校運営協議

会が設置をされ、学校園と保護者、地域住民

が協働し、一体となって教育活動を推進する、

いわゆるコミュニティ・スクールの仕組みが

整いました。 

  協議会は設置そのものが目的ではなく、学

校運営に必要な支援について協議をいただき、

その意見を実際の学校運営に反映させていく

ことこそが重要です。その権限として、委員

の総意を前提に、学校や教育委員会への意見

具申ができることとなっております。調べま

したところ、令和７年度の教育委員会への意

見の具申件数は14校から21件でした。学校運

営協議会が設置されている282校からすると

あまりに少ないと私は受け止めております。

協議会設置の目的である学校運営の改善や、

子供たちの健やかな成長を実現するために、

より活発な協議会運営を促し、実効性を高め

ていく取組が必要であると考えますが、見解

を伺います。 

  最後に、登下校に係る熱中症対策について

です。学校生活における児童・生徒の暑さ対

策については、各学校園で様々な対策を講じ

ていることは承知をしております。一方で、

登下校時については、各家庭がネッククーラ

ーや保冷剤などを準備して対策をしていると

聞きます。こうした冷却用品は、登校時には

効果が期待できますが、下校時には機能せず、

特に気温が高い時間帯の熱中症リスクが依然

として懸念をされます。 

  そこで、下校時の暑さ対策として、冷却用

品を冷やしておくための冷凍庫の設置が有効

ではないかと考えます。設置場所や教職員の

負担など課題もあるかと承知をしますけれど

も、他都市での設置事例も少しずつ報告され

ており、例えば、校区が広く、長距離の徒歩

通学を余儀なくされている児童・生徒が多い

学校から試験導入するなど、児童・生徒の安

全・安心な登下校に資するため、学校園への

冷凍庫設置を検討いただきたいと考えますが、

見解を伺います。 

  以上、どうぞよろしくお願いいたします。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） かじ議員の御質問のう

ち、私からは神戸空港の特定利用空港として

の指定につきましてお答えを申し上げます。 

  ３月30日に、国から神戸空港を特定利用空

港の対象候補として検討しているとの説明が、

空港管理者である神戸市に対して行われまし

た。 

  国からは、特定利用空港の指定を受けるこ

とで、自衛隊・海上保安庁が円滑に空港・港

湾を利用できるようになること、また、必要
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な整備が促進されることで、災害などの効果

的な対応につながり、地元の皆様の安全に資

するものと考えているという説明があり、具

体的な内容として、以下の３点が示されまし

た。 

  １点目は、円滑な利用に関する枠組みを通

じ、災害時の対応などの緊急性が高い場合に

おいても利用調整を円滑に行うことが可能と

なる。 

  ２点目として、平素の訓練などを通じて、

自衛隊・海上保安庁が空港・港湾のそれぞれ

の特性を習熟することで、災害時の対応など

においても、より迅速かつ安全に対応できる

ようになる。 

  加えて、整備面においても、民生利用を主

としつつ、自衛隊・海上保安庁のニーズも考

慮し、事業の促進が図られることになる。こ

ういう説明が行われたところです。 

  本市の現時点での受け止めですが、震災を

経験した本市において、激甚化・頻発する風

水害や南海トラフ地震といった大規模災害を

見据えた場合に、初動対応の迅速性や確実性

の観点が重要です。 

  この点、神戸空港は、災害時において最も

重要な役割を果たすインフラであると認識を

しておりまして、神戸市地域防災計画におき

ましても、災害時の活動拠点や大規模広域災

害が生じた際の市外からの救援物資を受け入

れるなど、空の広域防災拠点として位置づけ

ております。 

  現時点では、国から説明を受けたところで

あり、今後、国から正式な依頼が示された場

合には、回答に当たって必要な前提、あるい

は材料、条件をしっかりと聞き取り、先ほど

申し上げた視点を踏まえながら検討を進めて

いきたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長・都

市局長から御答弁を申し上げます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私から２点答弁させ

ていただきます。 

  １点目は、ハンブルク市との連携強化につ

いて、答弁をさせていただきます。 

  ハンブルク市は、欧州有数の港湾都市とし

て発展してきた都市であり、エネルギー・物

流・ヘルスケア等の産業が集積しており、再

生可能エネルギーや水素などのエネルギー転

換の分野におきましても、欧州を牽引する取

組を進めているところでございます。 

  神戸市では、2021年４月に環境・エネルギ

ー・医療分野等における交流及び相互協力を

目的としました覚書を締結しているところで

す。これまでにも、本市からのビジネスミッ

ション派遣や、ハンブルク市長を含む同市関

係者の来神など関係構築を深めてきたところ

でございます。 

  今回の出張では、ハンブルク市で進められ

ている水素産業を初めとした脱炭素の取組や

港湾におけるコンテナターミナルの高度な自

動化施設などを調査するとともに、ハンブル

ク市の経済大臣・環境大臣などの環境エネル

ギー関係者を表敬訪問する予定となっており

ます。こうした調査や視察や意見交換の中で、

ハンブルク市の先進的な知見を学び、本市で

の施策展開の可能性について検討してまいり

たいと考えております。 

  また、ハンブルク市は、日本の技術である

ペロブスカイト太陽電池に高い関心があると

聞いてございます。神戸市は、神戸空港制限

区域内に国内初のペロブスカイト太陽電池を

設置した実績があり、今年度も新たにフィル

ム型やガラス型のペロブスカイト太陽電池の

設置を予定しているところでございます。 

  今回、こうした本市の取組をハンブルク市

に紹介する予定でございまして、経済産業省

や国内メーカーにも事前に相談したところ、

非常に高い関心を示されているところでござ

います。 

  今後とも環境政策に先進的に取り組むハン
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ブルク市と相互に協力連携を強化してまいり

たいと考えております。 

  ２点目です。 

  都心・三宮における交通アクセスの向上に

ついて回答をさせていただきます。 

  ポートループは都心ウォーターフロントの

回遊性の向上とともに神戸らしいデザイン性、

シンボル性を備えた都市魅力を高める新たな

公共交通システムとして令和３年（2021年）

４月より運行しているところでございます。 

  現在ポートループは、連節バス４台をフル

稼働させておりますが、車両点検時や故障時

においては、通常の路線バスの車両により代

替運行している状況がございます。 

  今後の安定的な運行を行うためには、令和

８年度には、神姫バスにおきまして５台目の

連節バスの車両の購入をされることになって

おります。 

  アリーナのイベント開催時におきましては、

興行時に多くの方が一斉に移動されることを

踏まえ、通常の路線バスの車両と夜間に運行

を終了しているポートループの一部車両との

両方を臨時便として活用して運行している状

況がございます。 

  一方で、興行前にはポートループは、全て

の車両を通常運行しておりますので、通常の

路線バスの車両を臨時便として運行している

状況です。 

  イベントの種類や規模に応じまして、最短

３分間隔での臨時便の運行を行っております

が、興行前のピーク時には三宮駅前バス停に

おきまして、最大200名程度の滞留が生じる

状況もございます。 

  現状の運行間隔を維持しつつ、イベント開

催時の輸送力強化につなげていくためには、

通常の路線バスの車両に代えて一度に多くの

乗客を運ぶ連接バスの車両を臨時便として活

用することが考えられます。 

  このため、今年度５台目として導入するポ

ートループ車両につきまして、ポートループ

導入時の趣旨を踏まえ、需要に応じて、イベ

ント開催時の輸送力強化に向けて活用するよ

うに神姫バスに働きかけてまいりたいと考え

ております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 福本教育長。 

○教育長（福本 靖君） 私のほうから３点、

答弁申し上げます。 

  まず、キール市への視察に絡む国際交流に

ついてです。 

  昨日も答弁させていただきましたが、国際

交流、オンライン交流等は子供たちのグロー

バルな感覚を養うとともに英語を実際に活用

できる貴重な場となることから、市の学校園

でも様々な取組を今後も展開していきたいと

考えております。 

  議員御指摘の葺合高校については、現在短

期海外研修や交換留学を通じて海外の学校を

訪問するとともに、海外の高校生と共通の課

題を議論する高校生国際会議を実施するなど、

積極的に国際交流を推進しております。 

  国際交流で子供たちが多様な価値観や考え

方に触れることで視野を広げ、国際感覚を身

につける機会をさらに増やしていくことが重

要であると考えております。 

  フンボルト高校のように日本語教育に力を

入れており、国際交流に関心の高い学校と連

携や交流を行うことは魅力的だと考えており

ます。 

  今後、キール市での調査結果を参考にさせ

ていただき、相手方の意向も踏まえ、どのよ

うな交流が可能か検討してまいりたいと考え

ます。 

  続きまして、学校運営協議会に関してでご

ざいます。 

  御承知のように令和８年４月には全ての学

校園への設置が完了しました。 

  学校運営協議会は設置すること自体が目的

ではなく、学校園と保護者、地域の方々が一

堂に会して、子供たちのために何ができるか
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を議論し、学校運営に反映させていくことが

重要でございます。 

  ただ、私もこれまで答弁させていただきま

したようにかなり前に設置義務が紹介されて

から、神戸市ではなかなかこの学校運営協議

会というのが生かされておりませんでした。 

  そのような中で教育課題が複雑化し、多様

化する中で、教員だけでは学校運営を担うこ

とはもう困難である――意見申出書の提出件

数だけが協議会の活動指標ではないとは考え

ておりますが、御指摘のように学校運営協議

会の議論の活性化と実効性の向上はもう今の

時代不可欠であると考えております。 

  そのため、学校運営協議会の意義や役割を

学校運営協議会各委員に御理解いただけるよ

う、私自らメッセージ動画に出演し、年度初

めに協議会開催時に必ず知ってもらっており

ます。 

  さらに、議論の進め方や会議資料の例を示

したガイドラインを作成するとともに、教育

委員会事務局の職員が各校を訪問して伴走支

援も行っております。 

  また、さらに学校園には、これまで共有し

てなかったような内容も含めて、委員に情報

提供するよう依頼し、活発な議論を働きかけ

ております。 

  これらの取組の結果、保護者や企業関係者

など、幅広い立場の方が委員に就任いただけ

るようになり、例えば、コベカツの開始後の

放課後の居場所づくりといった学校園の具体

的な課題について、地域資源の活用を含めた

解決策の検討を行うといった実践的な議論も

展開されております。 

  今後も学校運営協議会の委員を対象とした

コミュニティスクール活性フォーラムの開催

など、積極的に活動している学校園の事例を

共有し、横展開を図るなど、学校運営協議会

の議論や取組がさらに活発に行われるよう支

援を続けてまいりたいと、そのように考えて

おります。 

  最後に登下校に係る熱中症対策でございま

す。 

  神戸市学校園熱中症ガイドラインでは、登

下校において帽子、日傘に加え、ネッククー

ラー、冷却タオル、保冷剤などの使用を柔軟

に対応するよう呼びかけております。 

  議員御指摘のように、冷却用品は登校時の

児童・生徒の体温上昇を抑制し、熱中症予防

には効果的と考えております。 

  また、ネッククーラーや冷却タオルは水に

ぬらすなどで、下校時にも効果的に使うこと

ができる製品もありますが、冷凍庫で冷やす

ことにより、より効果が持続することは確か

であります。 

  一方で、学校園の冷凍庫の設置に向けては、

設置スペースの確保や一度に複数の他人の所

有物を預かることへの衛生面の配慮、使用し

ない期間を含む冷凍庫の管理、その他教員の

新たな負担などの懸念があり整理すべき点も

ございます。 

  今後、他都市での設置事例を参考にしなが

ら、指摘いただきましたように通学時間や通

学路の環境、山間部、あるいは市街地といっ

たそれぞれの学校の立地条件の実情を踏まえ、

各校がその必要性を検討した上で、教育委員

会事務局としてその内容を十分に考慮し、登

下校の熱中症対策に柔軟に対応していきたい

と考えます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 松崎都市局長。 

○都市局長（松崎吉希君） 私からは市営地下

鉄学園都市駅前バスロータリーの利用につき

ましてお答えをいたします。 

  学園都市で運行しております地域コミュニ

ティ交通「にじ色バス」は、令和５年４月か

ら路線バス事業者によって本格運行を開始し

ておりましたけれども、目標の利用者数に届

かず、事業者から令和８年３月末で運行終了

するという申出がございまして、地域と協議

をいたしまして、運行を引き継ぐ事業者の選
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定を行いました結果、路線バスから貸切バス

事業者へと変更となってございます。 

  本年４月から実施中の試験運行では、目標

利用者数を達成するために、近隣の神戸市外

国語大学と連携をしまして、校内に休憩用駐

車場確保することで、運行効率を高め、利用

が多い昼前後に２便の増便を行って運行して

いるところでございます。 

  この試験運行では、始終点となる学園都市

駅前のバスロータリーの使用実績がない貸切

バス事業者による運行でございましたので、

従前利用していたバスロータリー内での降車

を行わず、現状は駅周辺道路を迂回し、バス

ロータリー以外のバス停で乗降いただくとい

う運用を行っているところでございます。 

  御指摘いただきましたように、限られた車

両や人的資源で成り立っている地域コミュニ

ティ交通におきましては、こういった非効率

性をできるだけなくし、利便性を高めること

で運転・運行負担の軽減を図っていくという

ことが事業の持続性から見て非常に重要であ

ると我々も考えてございます。 

  今後、路線バスの安全性を確保した上で、

議員御指摘のように方向転換のためにバスロ

ータリーを通過するなどの方法により、「に

じ色バス」の速達性や利便性の向上に向けて、

各バス事業者と調整をし、改善に向けた支援

に取り組んでまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） かじ君。 

○20番（かじ幸夫君） それぞれ質問に対する

答弁をいただきました。おおよその課題は共

有できたと思っています。 

  ですので、ここから先は少し意見と要望を

付して質問を終えたいと思います。 

  まず、国際連携の推進については冒頭言い

ましたように今週末から渡航するということ

であります。 

  行った先でいろいろなことを学ぶ、そして

いろいろなことを知る中で、帰ってきてから

どのようなことが提案ができるのかというの

は問われると思いますので、例えば、再生可

能エネルギーの拡大、そして脱炭素社会の実

現、かじは議員になってから水素、水素、水

素、水素とずっと言ってきましたけれども、

そういったこともしっかりとまだまだ学ぶ必

要もあると感じていますので、やはりその連

携を通じて本当に神戸市にどういうような還

元ができるのか、もっと言えば、市民に対し

て何が還元できるのかっていうことも考えな

いと駄目だというのは思っています。 

  ですから、ぜひ今日は前向きにしっかりと

やっていくと、小松副市長も御一緒というこ

となので、そういった答弁も聞きましたけれ

ども、例えば、昨日も質問ありましたね、海

外との連携っていうのは、実は親善・交流だ

けではなくてしっかりとした結果を取りにい

くっていうところ、その思いが私たち議員に

も必要だというふうに私、肝に銘じて対応し

ていきたいなというふうに思っています。 

  ということなので、今回の政務調査を生か

して、改めて議会から政策提案をしていきた

いなというふうに思っております。 

  教育に関してもキール市で高校のほうにお

邪魔をして、当然先方のニーズというのもあ

ろうかと思いますので、そこはしっかり問い

ながら、私たちの考え、今日、教育長からい

ただいた答弁もしっかり持っていって、意見

交換する中でどういったことができるのかと

いうのはまた改めて提案をしたいなと思うん

ですが、オンラインが最近すごくいいですね、

リアルタイムに、何か時差がないんですか、

あれは。そういった意味では手法としては１

つ考えられると思いますが、葺合高校のこと

に触れていただきました。リアルに海外へ出

ていく、そういう生徒がいらっしゃるという

ことも今日伺ったので、そういった取組にチ

ャレンジをしていただけたらなと。キール市

にもそういったことまでが神戸市できそうだ

けれどもどうかということを聞きたいなとい
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うふうには思っています。 

  教育長、環境局は、今度は生物多様性のＣ

ＯＰ17に大学生を派遣するっていうのをこの

間記事で確認をしました。これ行く生徒は本

当にこれからの神戸市の大切な人材になると

僕は信じています。高校生の生徒も同じよう

なことだと思っていますので、ぜひまた改め

て提案しますが、よろしくお願いしたいとい

うふうに思います。 

  ２点目に、神戸空港の特定利用空港として

の指定ということで、先ほども質疑に出てお

りました。 

  私の立ち位置で少し意見、コメントをした

いというふうに思うんですけれども阪神・淡

路大震災、それから東日本大震災、熊本、能

登、それ以外にも台風ですか、風水害も含め

て大きな災害に見舞われたときに、自衛隊の

方が果たしてこられた役割っていうのはこれ

はもう自明の理だというふうに、いい言葉だ

なと思うんです。本当に見たとおりだと私は

思ってます。 

  そういった意味での有事を想定をして、今

後、国というのが日本のいろんな意味でのリ

スクをどんなふうに対応するのかっていうこ

となのかなと私は捉えています。 

  今後、南海トラフ必ず動くんでしょう、い

つかが分からないだけで。そういったときに

今しっかりと対応しておけば、必ず発災した

ときには、迅速かつ円滑な対応がしていただ

けるんだろうというふうに受け止めまして、

今後の推移を注視をしたいというふうに思い

ます。 

  先ほどの前段の質疑でも答弁にありました

ように、まだ国のほうも少し説明をしていた

だいただけで、実際のところっていうのはま

だ見えてないのかなというふうに思いますが、

今後しっかりと神戸市も内閣官房までが動い

ていますから、そんなに対等な立場と言える

かどうか分かりませんが、しっかりと神戸市

の状況を踏まえて、今後正式に依頼があった

場合には対応いただきたいというふうに思う

んですが――僕の立場はそういう立場です。 

  ただ一方で、やはりこの間の常任委員会で

あったり、市民の方の声なんかに少し耳を傾

けると、やはり不安に感じていらっしゃると

――どうなるんだろうと、こういう不安をす

ごく感じていらっしゃる方が少なからずいら

っしゃるんだなというのは私も思いますので、

この不安を国と神戸市とでしっかりと、きち

んと説明をすることで不安払拭を図っていた

だきたいと、これはぜひお願いをいたします。 

  今後、国から正式な要請があった場合には、

年内ぐらいあるんですかね、空港運用に係る

部分、正確にかつ丁寧に適切に情報発信をい

ただきたいということと、それを踏まえて、

その内容が一定周知されたという前提で国と

協議を進めてほしいということを改めて要望

をしておきたいというふうに思っております。

よろしくお願いします。 

  ３点目には、都心・三宮のことで、ジーラ

イオンのことを少しお話をしました。 

  本当にあの施設が活況で、あそこを訪れる、

何か若い人たちが多いですね。その人たちが

神戸のにぎわいづくりに資していただいたら、

もうこれからのこのウォーターフロントって

いうのは明るいなというふうに思っているん

ですが、アクセスについては、これはもう当

然徒歩っていうことも含めて、まだまだ少し

課題があるのかなというふうに思っています。 

  答弁の中に、ポートループがいよいよ１両

増えますね。あれ高いんですよ、よく事業者

の方が判断いただいたなと私は思うんですけ

れども、それをしっかりと活用いただく。 

  ポートループの路線ってあるでしょ、新神

戸から今神戸まで、これがＢＲＴの実証実験

の代わりだと僕は思っていますが、あのルー

トって、実は乗降、お客様の数だけ見たら普

通のバスで足りてるんですね。なので、通常

運行でこのポートループを使用しているので

という前提の答弁でありましたけれども、も
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う徹底的に、ジーライオンの前にイベントが

あるときには５両並べといてくださいぐらい

の思いで私は輸送というか、アクセスを考え

てほしいということを思っていますので、一

度来られた方がもしや、「何か遠いとこやっ

たね、ジーライオン、何か帰りも遠いね、し

んどいね」ってなったら、「大阪城ホールで

いいかとか、大阪ドームでいいかとか、何や

らスタジアムでいいか」ってならないように、

「やっぱりジーラインアリーナに来て、いや、

こんな便利に来られて、帰りもすぐに三宮に

着いて、すぐにごはんが食べれて」みたいな、

こういう声が広まっていくためのアクセスで

すから、ぜひぜひそこはしっかり都市局、そ

れから事業者と連携をした取組っていうのを

期待したいと思いますし、ポートループはそ

ういう意味での連接だっていうことをこれか

らも実証いただけたらなというふうに思って

おります。よろしくお願いいたします。 

  ４点目には、駅前バスロータリーのことを

伺いました。これも前向きに御答弁いただき

ました。 

  「にじ色バス」を例にお話をしました。私

も実は過去に交通事業者で仕事をしてました

ので、バスロータリーがある意味、見えない

権益といいますか、今使われてる人たちがそ

のバス停とかロータリーを大切に思っている

というのはよく存じ上げています。 

  ただ、コミュニティ交通――ここから学園

都市の話題をちょっと忘れていただいて、地

域コミュニティ交通のことを少し触れておき

たいんですが、神戸市は実は地域公共交通計

画に基づいて、交通空白地であったり、交通

不便地域に対して、この地域コミュニティ交

通、当然、その地元の住民の方としっかりコ

ミュニケーションを取った上で地域コミュニ

ティ交通がこれからの移動を守っていくんだ

という姿勢でやっていただいている、これは

非常に評価をしています。ぜひこれからも続

けてほしいということなんですが、一方でも

うバス事業というのは全国的にいろいろ質疑

の中でも触れられていますけれども、やはり

経費の高騰であったり、運転手不足で路線の

減便・廃止が進んでいます。様々な声があり

ます。これも私の前段で質疑にもありました、

いわゆる切実な声であろうかなというふうに

も聞いていましたけれども、ただ一方で、切

実な声がある、利用促進をしていただくとい

うことを条件に路線・ダイヤを維持存続させ

ていくっていうのは私もそれは同じ考えなん

ですけど、一方で過度な多額な受益者負担と

か、過度に多額な公費を入れてまで50人とか

70人乗るバスを走らせていく時代かっていう

と、少し私はもう違う時代に入っているとい

うふうに思っているんです。 

  やはり交通モードっていうのをしっかり今

後は小型化であったり、定時運行ではなくオ

ンデマンドで本当に困っている市民の方を目

的地に運ぶっていうところに変わっていく時

期になりましたので、ぜひそういう視点でこ

れから考えていただきたい。それが地域コミ

ュニティ交通だと思っているんですよ。 

  そこのコミュニティ交通の出番という意味

合いでは、神戸市は近隣市であったり、他の

市町に比べてかなり先進的な路線数であった

り、手厚くやっているなと思いますし、これ

からもこれ広がるんでしょう、広がっていく

んだろうと要望しておきますけれども、そう

いったことを充実をさせてほしいということ

を含めて、今後――学園都市のことを今日言

いました。ただ、市内にはバスロータリーた

くさんあります。それぞれのバスロータリー

はどちらかというと今既存路線バス事業者が

占用しておりますので、こういったところに

地域コミュニティ交通が路線バスが減便・廃

止される中の補完をする交通手段だとすれば、

一緒にロータリー、ターミナルが使えるんじ

ゃないかなと思いますので、ここは事業者と

よく研究・検討をしていただきたいというふ

うに思います。よろしくお願いいたします。 
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  神戸市がしっかり間を取っていただいて、

地域コミュニティ交通が本当にバス路線が減

ってくる中の補完をする、バス路線がなくな

って困った人たちをしっかり支えるモードに

なりますから、それをしっかりやってほしい

ということを――バスロータリーのことで質

問項目挙げましたけれどもぜひよろしくお願

いしたいなと思っております。 

  最後に教育のことを少し数点触れておきま

す。 

  学校運営協議会は福本教育長の本当に一丁

目一番地だと私は思っていますし、先頭に立

ってこの協議会の運営というのをやっていた

だきました。学校支援地域本部とか、学校評

議員会とか、神戸っ子応援団とか、いろいろ

これまでやってきましたけれども、このコミ

ュニティスクールこそが本当に地域が参画す

る１つの大きなチャンネルですので、各282

校の協議会に、ぜひ関係者それぞれが緊張感

を持って対応してほしい、学校現場もしっか

りと地域にお困り事をはっきり発信をしてほ

しい、地域は地域でできるお手伝いをしっか

り表明した上で、足りない部分をちゃんと教

育委員会に声を上げてほしいと、そういった

こともやれるんだよっていうことをどんどん

どんどん広めてほしいなというふうに思って

おります。 

  幅広い立場の人が今委員になられてて、い

ろんな声があるんだと思いますから、学校と

したらその声をどういうふうに扱っていくの

か、コーディネートしていくのかというのは

いろいろあるかと思いますけれども、しっか

りと280の協議会が子供たちを見て、地域が

学校を支えるというような形を取り組んでい

ただけたらというのを改めて要望をしておき

ます。 

  熱中症対策で冷凍庫と言いました。西区を

ちょっと僕イメージをして、この質問を挙げ

ました。暑いんです。通学路に日陰がないで

すね。 

  全市的に各学校区を見ると、西区は比較的

学校区が広い。なので、いろいろどんな工夫

ができるのかなと、子供たちが少しでも熱中

症にならない、当たり前ですけれども安全に

通うにはどうしたらいいのかなということを

思っていたら、この冷凍庫設置ということを

聞きました。 

  いろんな課題があることも承知しましたの

で、ただ、前向きに少し考えていただけると

いうことですから、私もそういった状況を確

認する上で、今後さらにどういったことが提

案できるのかということを考えていきたいな

というふうに思っております。 

  今期最後の一般質問でした。本当に思いの

丈を要望として最後言わせていただきました

けれども、引き続き神戸のために私も意見反

映に努めてまいります。 

  以上で終わります。ありがとうございまし

た。 

○議長（よこはた和幸君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  次に、14番川口まさる君。 

  （14番川口まさる君登壇）（拍手） 

○14番（川口まさる君） 発言通告書のとおり、

一般質問をさせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

  大きく４点についてお伺いいたします。 

  １点目、神戸市カメラの活用についてお伺

いいたします。 

  環境局が設置する不法投棄防止カメラや、

建設局が管理する公園内カメラの一部につい

て、今年度から神戸市カメラと一括運用する

と聞いております。治安向上のため、またカ

メラ運用の費用対効果の観点からも、本市で

管理しているカメラについては、可能な限り

神戸市カメラと一括で運用することが望まし

いと考えます。 

  環境局の不法投棄防止カメラや建設局の公

園内カメラの一部に限らず、市が保有するカ

メラ一般について、神戸市カメラとの一括運
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用を検討すべきと考えますが、御所見はいか

がでしょうか。 

  ２点目、障害福祉サービス事業所による不

正の防止についてお伺いいたします。 

  神戸市の性質別歳出予算の構成比において、

最も大きな割合を占めるのは扶助費です。そ

のうち、障害福祉費が大きく増加しており、

特に障害福祉サービス等報酬にかかる費用が

増加しています。 

  そのような中、絆ホールディングスの関連

事業所による就労移行支援体制加算の請求に

ついて、大阪市は約150億円の不正受給を認

定し、本年４月30日には詐欺容疑で刑事告訴

したと報道されています。 

  また、神戸市においても別の就労継続支援

Ｂ型の訓練等給付費不正受給について、本年

２月27日には、福祉局監査指導部から報告が

ありました。 

  これらの不正事案を念頭に置き、市の障害

福祉費を支出するに当たり、事業者の適格性

をどのように担保するのかが課題と考えます。 

  昨年11月28日には、厚生労働省社会援護局

から、「指定就労継続支援事業所の新規指定

及び運営状況の把握・指導のためのガイドラ

イン」が発出されています。 

  ガイドラインは、不適切な運営事例を紹介

した上で事業所の運営状況の把握と利用者の

募集方法についても適切性を確認するよう指

定権者に求めています。 

  ガイドラインを踏まえ、神戸市としては、

今後どのように不正防止及び監督体制の強化

に取り組んでいくのか御所見をお伺いいたし

ます。 

  ３点目、国保逃れへの対応についてお伺い

いたします。 

  本年３月18日、厚労省は、「法人の役員で

ある個人事業主等に係る被保険者資格の取扱

いについて」の通知を発出しました。 

  この通知は、まず「個人事業主等を法人の

役員とし、健康保険等の被保険者資格を届け

出る一方で、役員報酬を上回る会費等を支払

わせている事業所が存在している」と記述し

ています。そして、「こうした事業所に使用

される個人事業主等について、使用関係や業

務の実態に疑義があり、本来国保の適用を受

けるべきであるにもかかわらず、通常よりも

低い保険料で健康保険等の適用を受けている

可能性がある」とも指摘しています。さらに、

「使用されている実態がないものについては

健康保険等の被保険者資格を有さず、事実と

異なる資格取得の届出は、健康保険法第48条

及び厚生年金保険法第27条の規定に反するこ

ととなるため、その被保険者資格を喪失させ

ること」とまで明記しています。 

  これにより、国保逃れを行っていた地方議

員や個人事業主等において、遡って社保資格

を喪失する事態が想定できます。 

  そうなると、国保に加入すべき期間におい

て、本来支払われるべき国民健康保険料が徴

収されていない状態になります。 

  保険者たる神戸市においては、制度の公平

性の観点から厳格な対応が求められると考え

ますが、当該期間に係る国民健康保険料を遡

及して賦課徴収するのかも含め、市の対応方

針について御所見をお伺いいたします。 

  ４点目、医療事故からの信頼回復について

お伺いいたします。 

  本年４月３日、西市民病院におけるＣＴ画

像の腫瘤影の見落としによる死亡事案が公表

されました。2025年５月２日にもＣＴを撮像

したにもかかわらず、その結果を生かせず、

肺がんを進行させ、死亡させたという事案が

報告されていました。 

  短期間に連続した類似の医療過誤により、

市民病院機構に対する信頼は損なわれ、市民

病院機構の設立団体たる神戸市の責任が問わ

れ得る事態になったと考えます。 

  医療安全の確保と信頼回復に向け、市民病

院機構が行う外部専門家による客観的な検証

や再発防止策について、実効性のあるものと
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して機能しているのか、運用実態を厳正に評

価し、必要に応じて改善を命じるべきと考え

ますが御所見はいかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 川口議員の御質問のう

ち、私からは神戸カメラの活用につきまして

お答えを申し上げます。 

  危機管理局が設置・運用している神戸市カ

メラは、令和２年度から設置を進めておりま

して、令和８年度中には5,500台に増設する

計画です。 

  これらの神戸カメラ以外の環境局や建設局

などが設置・運用している防犯カメラに関し

ましては、警察等、捜査機関から照会があっ

た際は、カメラの設置場所に職員が出向き、

カメラ機器から映像を直接取得する必要があ

るなど、照会対応に係る事務が大きな負担と

なっております。 

  これに対し、神戸カメラは現場に職員が出

向くことなく、カメラ機器に接続している専

用回線を通じて映像を取得することができ、

さらに24時間365日、オンラインで警察に提

供することが可能となっております。 

  そこで環境局の不法投棄防止カメラ、建設

局の公園内カメラの一部につきまして、神戸

市カメラとしての一括運用を今年度から開始

をすることで、市全体としての事務負担の軽

減と迅速な照会対応につながると考えており

ます。 

  ただ、建物内を撮影するカメラ、あるいは

駐車場内での事故やいたずら、ゲートトラブ

ルへのリアルタイム対応など、施設管理の目

的で設置・運用しているカメラにつきまして

は、引き続き施設管理者が管理運用するほう

が効率的と考えておりまして、これは現在の

運用を継続をしていきたいと考えております。 

  それ以外の、専ら防犯目的で設置し、捜査

機関からの照会対応が主な用途となっている

防犯カメラにつきましては、新規設置や機器

更新のタイミングに合わせて、神戸カメラと

しての一括運用を順次進めることとしており

まして、市民生活のさらなる安全・安心の向

上へとつなげていきたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長から

お答えさせていただきます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 私のほうから２点御

答弁を申し上げます。 

  まず最初に障害福祉サービス事業所による

不正受給の防止についてでございます。 

  就労継続支援は、通常の企業などに就職す

ることが難しい障害者の方々に対しまして、

就労や生活活動の機会を提供することで、そ

の知識や能力の向上を図る訓練などを行うサ

ービスでございまして、事業者と雇用契約を

結び、最低賃金以上の給与が支払われるＡ型

と雇用契約は結ばず、作業に応じた工賃が支

払われるＢ型があるところでございます。 

  このうち、全国的に伸びが顕著なのがＢ型

のサービスでございまして、本市でも令和２

年から７年度の比較で実利用者数は1.6倍、

事業所数は1.5倍の増となっているところで

ございます。 

  御紹介いただきました国のガイドラインは、

近年障害福祉サービス費が増加傾向にあるこ

とや、中には障害者の方々の就労能力の向上

に寄与していない不適切な運用を行っている

事業者があるとの指摘を踏まえ、質の高いサ

ービス提供が行われるよう誘導する仕組みが

不可欠であるとして、令和７年11月28日付で

発出されたものでございます。従来より、本

市では利用者に対しまして適切に障害福祉サ

ービスが提供されるよう、定期的な運営指導

などを行っているほか、指導時や通報などで

覚知した不正請求や運営基準違反につきまし

ては監査を実施し、厳正に対処してきたとこ

ろでございます。 

  また、さきに述べた国のガイドライン発出
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後は、生産活動の適切性を確認するなど、指

定・指導の厳格化を図っているところでござ

います。 

  さらに本市独自の取組として、増加する障

害福祉サービス事業所への効果的・効率的な

運営指導のため、令和３年５月より外部人材

を特別指導監査専門官として任用いたしまし

て、技術的な助言・提言を受けてきたところ

でございます。 

  本年４月からは、特に就労系のサービスへ

の効果的な指導調査に関する助言をいただき

ながら、指導監査の充実強化に努めていると

ころでございます。 

  今後も引き続き事業者の指定・指導を適切

に行っていくとともに、不正や不適切な事案

が発覚した場合には、行政処分を含めて厳正

に対処していくことで、不正の未然防止とサ

ービスの質の向上に努めてまいりたいと考え

ております。 

  ２点目は、医療事故からの信頼回復につい

てでございます。 

  御指摘をいただきましたように、この４月

３日に西市民病院で肺がんの見落としによる

死亡事故を公表したところでございます。 

  市民の生命と安全を守る市民病院機構にお

きまして、医療事故が発生したことは大変遺

憾であると感じているところでございます。 

  地方独立行政法人であります神戸市民病院

機構に対し、神戸市は医療安全対策の徹底を

含め、達成すべき中期目標を定め、機構に指

示し、機構はその目標を達成するため、中期

計画、年度計画を策定し、実行するところと

なっているところでございます。 

  中期目標では、「十分な医療安全管理体制

を構築するとともに、職員の医療安全意識の

醸成に努め、医療事故の予防及び再発の防止

に取り組むこと」と指示をしておりまして、

機構は事故発生防止のため、医療安全に関す

る全職員への研修を開催し、事故が起こった

際の事例検証会の開催、外部有識者も参画を

いたしました市民病院医療安全会議の開催、

これは年４回行っているところでございます、

そしてまた、再発防止策も含めた医療安全マ

ニュアルの見直しなどに取り組んでいるとこ

ろでございます。 

  例えば、人為的なミスに起因する医療事故

の再発防止のため、放射線科医によるがんの

疑いの読影レポートがある場合には、電子カ

ルテに主治医が分かるようにフラグを立てる、

ダブルチェックの観点からＡＩシステムをさ

らに活用するなどの対策を実施しているとこ

ろでございます。 

  本市として市民病院機構において、今回の

ような医療事故が発生したときには、その都

度報告を求め、再発防止を確認し、指示を徹

底をしているところでございます。 

  医療事故はあってはならないことでありま

して、今後も患者の安全を最優先に考え、医

療安全対策を徹底し、市民病院機構が市民の

生命と健康を守る最後の砦としての役割を果

たせるよう、設立団体としての役割を果たし

てまいりたいと考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 八乙女福祉局長。 

○福祉局長（八乙女悦範君） 私から国民健康

保険制度について答弁いたします。 

  御紹介いただきました厚生労働省の通知で

ございますが、令和８年３月18日に法人役員

の被保険者資格を実態に基づき適正に判断す

るための基準が示され、全国健康保険協会、

健康保険組合及び日本年金機構に通知がされ

ました。 

  これにより、この３者において、被保険資

格を適切に判断することになります。 

  また、この基準により、法人役員としての

実態がないと判断された場合は、当該個人事

業主等に資格喪失の届出を提出させ、その資

格、被保険者資格を喪失させることが併せて

示されております。 

  御指摘の社会保険の被保険者資格が遡って
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喪失された場合には、速やかに国民健康保険

の資格取得に係る届出を行っていただく必要

があります。そして、その届出により、社会

保険の資格喪失日に遡って、国民健康保険の

被保険者資格を取得することになります。 

  そこで、遡及加入となった期間の保険料は、

届出の受付後に賦課決定した上で、所定の期

限までにお支払いいただくこととなります。 

  国民皆保険制度は、全ての国民がいずれか

の公的な医療保険に加入し、加入者がお互い

に支え合う相互扶助の仕組みであるため、資

格管理の厳格化や適切な賦課等、制度に対す

る公平性の確保が重要だと考えております。 

  本市といたしましては、引き続き国の動き

を注視しつつ、関係部局と密に連携をしなが

ら、適正な制度運営に努めてまいりたいと考

えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 川口君。 

○14番（川口まさる君） ありがとうございま

す。 

  では、神戸市カメラの活用について、まず

再質疑をさせていただきます。 

  私は、2023年の予算特別委員会でも２月27

日の環境局に対する局別審査や３月３日の危

機管理室に対する局別審査において、防犯カ

メラの活用について取り上げています。 

  2025年２月25日には本会議においても、

「せっかくカメラを設置するのであれば、カ

メラを細かく分類して種類ごとに利用方法を

制限するのではなくて、費用対効果を意識し

て賢く利用すべきだと思います。」とも述べ

ています。 

  今年度、不法投棄防止カメラや公園内のカ

メラの一部について、神戸市カメラと一括運

用するとの方針が示されたことについては肯

定的に捉えています。 

  一括運用の対象となるカメラについては、

捜査機関からの要請への対応は迅速化すると

思います。こちらについては、よろしくお願

いします。ありがとうございます。 

  しかしながら、危機管理局が設置している

神戸市カメラは、「神戸市安全で安心なまち

づくりに資する防犯カメラの設置及び運用に

関する条例」に縛られるため、捜査機関から

要請を受けた場合にしか利用できない一方で、

環境局や建設局が設置しているカメラは、市

において主体的に活用できます。 

  私は労働力人口の減少を念頭に、労働力の

代替や業務効率化が必須だと考えており、カ

メラについては、人流データの取得やぽい捨

て、路上喫煙対策などに活用できると考えて

います。 

  条例なら必要に応じて改定できますし、神

戸市カメラもほかのカメラと同様にプライバ

シーなどに必要な配慮を行うという前提で、

最大限活用すべきと考えますが、いかがでし

ょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 神戸市カメラにつき

ましては、警察へ24時間365日、オンライン

で画像提供が可能となっているため、体感治

安の向上と迅速な捜査協力に資するものと考

えてございます。 

  昨年８月に市内のマンションで発生いたし

ました痛ましい事件におきましては、容疑者

の検挙に防犯カメラの映像をつなげるリレー

捜査が寄与したとされており、神戸市カメラ

の映像も非常に有用であったと兵庫県警から

聞いているところでございます。 

  神戸市カメラの設置運用に関する条例の第

４条では、原則として、捜査機関へ提供する

以外の目的のために画像を利用することはで

きないと規定しており、現状は警察の事件捜

査以外には使用していない状況でございます。 

  しかしながら、議員御指摘のように5,500

台という規模を生かし、労働力の代替や業務

効率化を目指すという観点で、神戸市カメラ

を市政全般に活用することにつきましては、
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プライバシーの侵害の不安を与えないよう、

厳格に運用することを前提としまして、技術

的・法的・運用面からどこまで有効活用が可

能なのか研究してまいりたいと考えてござい

ます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 川口君。 

○14番（川口まさる君） ありがとうございま

す。有効活用研究したということで、よろし

くお願いいたします。 

  まず、「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防

止に関する条例」の第６条と11条を引用しま

す。 

  第６条には、「市民等は、道路、広場、公

園、その他の公共の場所にみだりにぽい捨て

をしてはならない」とあります。 

  第11条は、「第６条の規定に違反し、重点

区域内においてぽい捨てをした者は、２万円

以下の罰金に処する」です。 

  このようにぽい捨てに対する罰金が規定さ

れているにもかかわらず、実際には平成20年

の施行以降、第11条の適用実績はありません。 

  罰金の適用実績がない理由について、2023

年２月27日の局別審査において、環境局は、

次のように答弁しています。議事録を正確に

引用します。 

  「少しうまく伝わってなかったんじゃない

かなとは思うんですけれども、具体的に罰金

が適用できないのはまず誰がこれを捨てたの

か、これを現認するのが圧倒的に難しいのは、

もう正直申し上げて機能できていないという

のは、もうこれが全てなんですね。」このよ

うに局長は答えています。 

  確かに刑罰の適用に当たっては、捜査機関

においては疎明資料を作る必要があるし、そ

もそも司法において証拠に基づいて判断する

必要があります。要するにぽい捨てについて

の疑いのない事実を前提として共有する必要

があって、その部分に困難があるということ

です。 

  であれば、市においてぽい捨て現場の録画

を疎明資料として刑事告発を行うなど、種々

のカメラを活用することで費用を抑えつつ、

条例にのっとったぽい捨て対策が実行可能に

なると考えますが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君）柏木環境局長。 

○環境局長（柏木和馬君） 本市では、「神戸

市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条

例」によりまして、市内全域をぽい捨て禁止

にするとともに、ぽい捨て防止重点区域でぽ

い捨てを行った場合は２万円以下の罰金に処

することができるという規定を設けておりま

す。 

  先ほど御指摘ありましたように、警察によ

る捜査等必要であることなど、また瞬間的に

行われるぽい捨て行為は現認が難しいという

ことで、これまで罰金を適用した事例はござ

いません。 

  また、同様に条例で罰金規定を設けている

政令市が神戸市以外に６市ありますけれども、

いずれも罰金を適用した事例はないと聞いて

おります。 

  カメラの活用という御提案につきましては、

録画映像にぽい捨ての瞬間が映り込んでいる

かチェックをしまして、その人物が誰である

か特定をして、罰金適用につなげるというこ

とは極めて難しいものであると考えておりま

す。 

  本市としましては、ぽい捨て行為に対して

は、引き続き民間啓発員による啓発指導を行

うとともに、悪質なケースにつきましては、

個別に警察とも相談しながら、現在もこうい

ったケースについてはカメラを活用している

ケースもございますので、神戸市カメラ等も

今後活用することを検討していく中で、有効

に活用できる場合はそれも活用しながら、個

別にそういったケースについて対応していき

たいと考えております。 

  （「議長」の声あり） 
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○議長（よこはた和幸君） 川口君。 

○14番（川口まさる君） 悪質なときについて

はカメラを活用しているということで、分か

りました。ありがとうございます。 

  それ以外の事例でも有効に活用できる場合

があれば積極的に活用していってほしいなと

は思っています。 

  当然ながら、行政において必要もなく市民

を監視すべきではありません。あくまで不法

投棄やぽい捨てからまちを守るため、必要と

なる範囲でカメラも活用すべきと申し上げて

おります。 

  守口市の公式サイトに「不法投棄につい

て」というページを見つけました。その中に

印象深い記述があったので引用します。 

  「過去には守口市内でレジ袋１袋を他人の

敷地内にぽい捨てしたとして10万円の罰金を

科された事例や、守口市内に設置した1,000

台の防犯カメラを活用し、不法投棄を検挙し

た事例もあります。」このように記述されて

いました。 

  守口市は検挙事例も公開しており、例えば

令和５年には「一般廃棄物である生活ごみ

（232グラム）を投棄：罰金15万円」との事

例が紹介されていました。 

  守口市においては、防犯カメラ映像や不法

投棄ごみを証拠として警察に提供し、不法投

棄対策を行っており、ぽい捨てに対しては罰

金を適用しており、その事実について公開も

しています。 

  他方、神戸市環境局においては、2023年２

月の局別審査において、副局長から悠長な発

言がありました。引用します。 

  「罰金といいますと、刑事罰ということに

なりましてこれはかなり重い刑になるんです

けれども、なかなかその適用に当たってとい

うことでございますけれども、例えば、条例

を知らず観光客の方がぽい捨てをしてしまっ

た。そこで罰金を適用していいのかとか、ま

た罰金を科すこと自体が一時的な滞在者の方

に対しても意味があるのかどうか、そういう

運用に当たっては検討すべき課題があるのか

なというふうに考えてございます。」このよ

うに述べていました。 

  この場面でも指摘させていただきましたが、

このような認識が既に問題だと思います。区

域内におけるぽい捨てに対しては罰金が規定

されており、当然適用すべきです。条例は適

用の可否について判断する裁量を神戸市には

与えていません。 

  条例を改正して罰金をやめるべきとの立場

を取るならともかく、そうでないのであれば

既に制定されている条例を適用していくのは

当然のことであり、そのためには市としてし

っかり証拠保全していくべきだと思います。 

  カメラは有効なツールになると思います。

よろしくお願いいたします。 

  続いて、障害福祉サービス事業所の不正に

ついて、再質問をさせていただきます。 

  大阪市が絆ホールディングスによる不正受

給と認定した約150億円は、兵庫県、大阪府、

京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、埼玉県

の２府５県の76市町から支給された合計額で

す。指定権者たる大阪市においては約110億

円の返還を求め、ほか自治体に対しても返還

金を算定し、返還請求を行うよう要請してい

ます。 

  神戸市においては、絆ホールディングスの

関連事業所に支給した就労移行支援体制加算

等について、大阪市からの返還請求要請を受

けて返還請求を行う方針でしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 八乙女福祉局長。 

○福祉局長（八乙女悦範君） 大阪市の処分の

概要でございますが、大阪市が絆ホールディ

ングス傘下の就労継続支援Ａ型事業所４事業

所に対しまして、令和８年３月27日に障害福

祉サービス等報酬のうち、就労移行支援体制

加算について不正受給を認定しまして、報酬

返還請求と５月１日付の指定取消しを行った
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ものでございます。 

  委員御指摘のとおり、当該事業所の利用者

には、神戸市民も含まれておりまして、監査

結果を踏まえまして、利用者が居住する各市

町村において不正認定を伴う返還作業を行う

ように大阪市から要請を受けているところで

ございます。 

  そこで、神戸市におきましても要件を満た

さない不正請求として、過大に支給した報酬

に加えまして、不正に対する加算金と合わせ

ました約１億5,000万円の返還を求めてまい

ります。 

  早期に返還されるように、大阪市や他の市

町村とも情報共有しながら対応してまいりた

いと考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 川口君。 

○14番（川口まさる君） １億5,000万円につ

いて返還を求めていくということですね。分

かりました。よろしくお願いいたします。 

  絆ホールディングスは、大阪市からの返還

請求に応じてはおらず、請求の取消しを求め

て提訴しています。神戸市においても同様の

事態になることが想定されますが、対応お願

いいたします。 

  就労移行支援体制加算とは、障害のある人

がＡ型事業所で就労支援を受けた結果、一般

企業に就職できた場合に、その人数に応じて

その事業所に対する翌年度の給付金を増額す

る仕組みです。 

  障害者の一般就労に対して、事業所にイン

センティブを与え、事業所による就労支援を

促すものです。 

  絆ホールディングスで問題となった事例は、

Ａ型事業所の利用者を６か月間だけ一般就労

へ切り替えることで加算の要件を満たし、再

度Ａ型利用者に戻す手法です。つまり障害者

の書類上の立場を、Ａ型利用としたり、一般

就労としたり、交互に切り替えることで就労

移行支援体制加算を過大請求する手口です。 

  これは事業所において、障害者の就労を、

給付金を得るための単なる手段と位置づけて、

書類を操作するような行為です。制度の趣旨

に反しており、障害福祉サービスに携わる事

業者として極めて不適切と感じます。 

  神戸市においても大阪市における対応を注

視しつつ適切に対応するようにお願いいたし

ます。 

  他方、神戸市の事業所の事例は、サービス

管理責任者の配置に関する訓練等給付費の不

正請求です。神戸市としては78万円の返還を

求めると報告を受けていますが、こちらにつ

いても大阪市の事例なども参考に、厳格に対

応するようお願いいたします。 

  障害福祉サービス等報酬にかかる費用はも

ともとは納税者の皆様からお預かりした税金

です。これらが不正に支出されないように今

後注意深く運用するようにお願いいたします。 

  続いて、国保逃れについて申し上げます。 

  相互扶助ということで、遡って喪失された

場合には届出を出させるということですね。

ありがとうございます。 

  法人の役員である個人事業主等は、当該法

人から労務の対象として報酬を受けている場

合は、当該法人に使用される者として、被保

険者の資格を取得できます。 

  しかし、法人の役員の被保険者資格を判断

するに当たっては、その報酬が当該業務の対

価として当該法人より経常的に支払いを受け

る者であるか等を基準として実態を踏まえ、

総合的に判断することになっています。 

  その上で法人の役員である個人事業主等に

係る被保険者資格の取扱いについて、「当該

個人事業主等が法人に対して役員報酬を上回

る会費等を支払っている場合は、実質的に業

務に見合った報酬を受けているものとは言え

ず、業務の対価としての経常的な支払いがあ

るものとは認められない」旨が厚労省より通

知されています。 

  この通知により、個人事業主や地方議員な
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どが、一旦会費を法人に支払って、その一部

を報酬としてあえて受け取り、社保資格を不

正取得する、いわゆる国保逃れについて、違

法性が明確になり、社保資格の喪失手続など、

社保側の対応は進むことと思います。そうな

ると、他方の国保側においても遡及加入など

の対応が必要となってきます。よろしくお願

いいたします。 

  国保については、昨日の本会議においても

福祉局長から答弁ありました。 

  局長は、「国民健康保険制度は、被保険者

が保険料を出し合い、病気やけがに備える、

相互扶助を基本理念とする我が国の社会保障

制度の根幹をなす重要な制度でございま

す。」と述べ、制度の周知や啓発に努めてい

ると説明していました。 

  その社会保障制度の根幹をなす重要な制度

において、一部の者が保険料を不正に免れて

いたのであれば、極めて深刻な事態です。 

  「相互扶助を基本理念とする」との表現も

ありましたが、不正を見過ごせば、適正に保

険料を負担する被保険者がいなくなり、もは

や国民健康保険制度そのものが成り立たなく

なります。 

  神戸市において、制度の周知や啓発に努め

るというのも結構ですが、そもそも制度に対

する信頼が重要な前提であると認識するよう

にお願いします。 

  制度の信頼性を回復するためには、国保逃

れを実行した者が、不正に免れた保険料につ

いて、適正に徴収する必要があります。保険

者たる神戸市として、事務負担は増すとは思

いますが、厳正に対応するようにお願いいた

します。 

  最後、時間が１分半あるので、医療事故か

らの信頼回復について意見を申し上げます。 

  2025年５月２日に報告された死亡事案では、

ＣＴの読影レポートには肺がんを示唆するコ

メントが記載されていたにもかかわらず、主

治医が見落として死亡させたものです。 

  2025年９月12日の決算特別委員会の健康局

に対する局別審査において、この問題を指摘

したところ、健康局長は、「このたび死亡事

案が起こったことにつきましては大変残念で

はございますが、このような事案が発生した

ときにはその都度報告を求め、再発防止策を

確認し、徹底を指示しているというところで

ございます。今後とも、市民病院機構が市民

の命と健康を守る役割を果たせるよう、必要

な指示を行ってまいりたいと考えておりま

す。」と答弁なさっています。 

  他方、本年４月３日に報告された死亡事案

も、見落としの主体が異なっていますが、Ｃ

Ｔ画像による肺がんの所見を見落としたもの

です。 

昨年９月の決特では「ＣＴの結果を見落と

すのであれば、何のために撮像したのか分か

らない」と、指摘させていただきました。 

  本年４月に報告された事案については骨折

の評価のために撮像したことは明白ですが、

しかし読影において骨折だけは診断し、胸膜

に接する最大3.7センチの腫瘤影が認められ

るＣＴ画像について、「肺野異常なし」と報

告したということであれば、やはり大きな問

題です。 

  対策について、「ＡＩ読影支援ソフトのさ

らなる活用」などと答弁されていましたが、

市民病院機構はＡＩ読影支援ソフトの「ＳＹ

ＮＡＰＳＥ ＳＡＩ ｖｉｅｗｅｒ Ｖｅｒ

2.3」を2024年３月には導入しています。新

しい仕組みを取り入れるわけではなく、既存

のツールをさらに活用すると言ってるだけな

ので、本当に実効性のある対策となっている

か疑問です。 

  実効性のある対策を策定させることも法人

の設立者の責務だと認識するようにお願いし

ます。 

  以上です。 

○議長（よこはた和幸君） 御苦労さまでした。

（拍手） 
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  次に、12番香川真二君。 

  （12番香川真二君登壇）（拍手） 

○12番（香川真二君） つなぐ会派の香川真二

でございます。最後でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  まず１つ目が、神戸文化ホール中ホール利

用者への対応について聞かせていただきます。 

  新神戸文化ホール整備基本計画では、現中

ホールは新中ホールが整備されるまで利用で

きるとされていました。しかし、さきの２月

議会で設備の老朽化の理由から、現中ホール

の閉館時期を約束よりも前倒しし、2028年度

末で閉館することになりました。後継施設と

なる新中ホールの開館時期は2030年以降です。

少なくとも２年間の空白期間ができます。市

民の文化芸術活動を衰退させないために現中

ホール利用者の活動機会を確保する対応が必

要だと考えます。どのような方針で対応して

いかれるのでしょうか。 

  次に、強度行動障害者への支援についてお

聞きします。 

  神戸市の障害者向けグループホームの数は

政令市20市中17位にとどまっております。本

質問では、強度行動障害を持つ方のグループ

ホームの整備についてお聞きしますが、まず

は障害者向けグループホームが市街化調整区

域内で整備が可能なのか教えてください。 

  最後に耕作放棄を生まない取組の推進につ

いてお聞きをいたします。 

  「親から農地を相続したが、現在住んでい

る場所が離れているため、農業を持続できな

い。さらに農地の転用、売却が難しいという

事情から放置してしまい、荒廃が進むにつれ

て借手を探すのも困難になっている。」とい

う相談がありました。放置された農地の周辺

の方も困っているという状況でした。 

  農業従事者の高齢化や後継者不在により、

今後新たな担い手を見つける必要のある農地

が多く発生いたします。耕作放棄地を増やさ

ないためにも農地の相続問題の対策を講じる

べきだと考えますが見解を伺います。 

  以上３点、答弁よろしくお願いをいたしま

す。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 久元市長。 

○市長（久元喜造君） 香川議員の御質問のう

ち、私からは耕作放棄を生まない取組の推進

につきましてお答えを申し上げます。 

  持続可能な農業を実現する上で、農地の相

続が円滑に行われ、所有者を明確にすること

は重要であると認識をしております。 

  相続などによりまして、農地の権利を取得

した場合には、農業委員会への届出が必要で

あり、令和６年４月からは相続登記が義務づ

けられるなど、相続に関する制度は強化され

てきております。 

  市域における耕作放棄地対策といたしまし

ては、毎年農業委員会が中心となりまして、

農地利用状況調査や農地パトロールなどを実

施し、荒廃している農地の所有者などに対し

書面で解消指導や農地の貸付制度、これは農

地バンクのことですけれども案内を行ってお

ります。 

  耕作放棄地の利用に当たりましては、農地

復元に要する経費を定額で補助する市独自の

事業も実施をしております。 

  同時に議員御指摘いただきましたように、

農地を相続したものの、地元を離れていて耕

作や管理が難しいケースがあることも承知を

しております。 

  このような農地につきましては売却も難し

く、荒廃が進むことも懸念されることから、

市としても農地の適正管理の観点から対応策

を検討する必要があると従来から感じており

ました。 

  このため、令和７年度に実施をいたしまし

た規制・行政手続の見直しにおきまして、自

治体による農地の寄附受入れを課題とし、こ

の４月には見直し方針として、農地の寄附受

入れが可能となる仕組みを検討するという方



 

－79－ 

針を公表したところです。 

  引き続き、農業委員会や農地中間管理機構

ひょうご農林機構と連携しながら、耕作放棄

地の解消、発生抑制に努めるとともに、農地

の寄附受入れを含む農地の相続問題に対する

対策を講じていきたいと存じます。 

  ほかの御質問につきましては、副市長、都

市局長からお答えを申し上げます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 小松副市長。 

○副市長（小松恵一君） 私からは、神戸文化

ホール中ホールの利用者への対応についてお

答えをさせていただきます。 

  現在の神戸文化ホール中ホールにつきまし

ては、幅広いニーズにフレキシブルに対応で

きるよう、904席の多目的ホールとして昭和4

8年（1973年）の開館以来、ダンス、演劇、

伝統芸能、音楽などの様々な発表の場として、

市民をはじめ多くの方々に利用されてきてお

ります。 

  しかし、直近では設備の著しい老朽化が主

な原因となる事故や、不具合が発生している

状況がございます。 

  新中ホール完成までの間、安全かつ安定的

に運営するためには、10億円を超える大規模

な改修と長期間、数年以上の休館が必要とな

る状況がございます。 

  躯体の耐用年数も残り10年程度に迫る中、

こうした大規模改修を実施することは現実的

ではないと判断いたしまして、令和10年３月

に大ホールと合わせて、現中ホールを閉館す

ることとしたものでございます。 

  議員御指摘のとおり、閉館後も新中ホール

が開館するまでの間、これまで利用していた

だいている市民の方々の文化芸術活動の発表

の場を一定確保することは重要なことだと考

えております。 

  閉館後の対応ですが、現中ホールの機能を

代替できる市営施設で、200席から650席の規

模のホールを有する文化センターを各区に整

備していること、このほか、民間施設でも中

央区を中心に500席から1,100席の規模のホー

ルは存在しており、キャパシティとしては一

定対応できる施設がございます。 

  中ホールでは、観客動員を伴う利用が令和

７年度は年間約200件ございました。このう

ち、観客数が500人未満の小規模利用、これ

は年間約100件でございますが、であれば、

各区の文化センターのホールや西神中央ホー

ルなどを利用するようお願いしていきたいと

考えております。 

  それ以上の中規模利用、これも100件程度

ですが、これは近隣の民間ホールを利用する

ように併せてお願いしていきたいと考えてお

ります。 

  また、利用目的や必要な設備などに関する

相談も含めて丁寧に対応していく必要がある

と考えており、具体的な支援策を今後検討し

ていきたいと考えております。 

  今後、神戸文化ホール中ホールの閉館につ

きましては、利用者の方々への丁寧な周知を

図っていくとともに、あわせて、幅広い利用

者の方から閉館後の他の施設の利用などにつ

いての御意向を確認した上で、市民の文化芸

術活動の発表機会の確保を図っていきたいと

考えてございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 松崎都市局長。 

○都市局長（松崎吉希君） 私から、市街化調

整区域内でのグループホームの整備の可能性

につきまして、お答えをいたします。 

  市街化調整区域では市街化を抑制するため、

建築行為などを一定規制しておりますけれど

も、立地基準に適合する建築物につきまして

は都市計画法上の許可を経て整備することが

可能となってございます。 

  グループホームなどの社会福祉施設につき

ましては、複数の立地基準がありまして、周

辺の市街化調整区域にお住まいの方が主に利

用する施設であったり、既存の医療施設など
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と密接に連携して立地・運用する施設、それ

から、施設のサービスの特性などから市街化

調整区域の優れた自然環境などが必要である

と認められる施設などにつきましては整備す

ることが可能となってございます。 

  さらに、平成27年より農村地域の活性化の

観点から、立地基準の規制緩和を進めている

ところです。 

  令和４年には既存集落における周辺環境と

調和した一定規模の社会福祉施設などにつき

まして、既存建築物の活用や建て替えにより

整備することや、周辺居住者であれば新築す

ることができるように、新たに立地基準を追

加しております。 

  このように市街化調整区域におきましても

一定の要件を満たすものであれば、グループ

ホームの整備は可能となっております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 香川君。 

○12番（香川真二君） ありがとうございまし

た。 

  では順番に上から文化ホールのことからお

聞きしたいんですが、私、若い頃はマッチに

憧れて役者を目指しておりましたので、その

経験から文化ホールについて少しちょっと講

釈を垂れさせていただきたいと思うんですが、

1973年に開館ということですが、これは民藝

という劇団の宇野重吉さんという方がプロデ

ュースをされたホールでして、宇野重吉さん

というのは、歌手の寺尾聰さんのお父さんで

すね。皆さんうなずいてる方は、大体御存じ

なんでしょうけど、この方は、特に中ホール

に関しては、演劇というのは役者の表情が見

えないといけないんだということで、最後列

の席からも役者の表情が見える、そういう設

計をすごく心がけておりました。 

  中ホールっていうのは、演劇をされる方の

中でも大変評価の高いホールでして、まず特

徴としましては、声が聞きやすい、そして表

情が見える、さらには役者を演じる方としま

しては、袖が広いのでいろんな舞台のそうい

う準備が整いやすいということと、さらには

舞台の奥行きがちょうど観客席と同じ奥行き

なんですね、かなり広いんですね。そういっ

た本当に当時ぜいたくな造りをしておりまし

て、なおかつ楽屋が舞台と同じフロアにある

っていうのもこれは演じる方からしてはすご

くありがたい造りになっております。 

  かなり神戸の文化ホールというのは演劇界

の人からすると演劇をしやすいという、そし

て観客も大変いい反応をしていただけるとい

うところで、役者の方でいきますと仲代達矢

さん、さらには杉村春子さん、奈良岡朋子さ

んという、そういった演劇界からすると、か

なり皆さん尊敬されるような立場の方が、大

体、仲代達矢さんですと30回から40回も公演

をしたと言われております。 

  さらに仲代達矢さんが能登に演劇堂を造る

ときには、神戸文化ホールをお手本にしろと

言ったぐらい、これはかなり優れてるんです

ね。 

  何が言いたいかというと、キャパシティだ

けの問題ではないということなんですね。代

替的なホールっていうのはキャパシティで対

応できるものではなくて、そこで神戸演劇鑑

賞会の方々は、これは私も会員なので、ちょ

っと代弁させていただくんですが、1954年に

発足して、今72年間、例会を続けてこられて

おりますが、この中ホールで53年間演劇を見

続けてるわけです。かなり質のいい演劇を見

てきているわけですから、かなり見る方から

しても目が肥えてると言ったらいいのかな、

肥えてるわけですね、そこら辺が。そういっ

たところで、いい劇場でいい演劇を見たいと

いう思いが強いです。 

  余談ですが、この1973年、当時53年前です

が、当時19歳のあわはら富夫さんが椅子の設

置をアルバイトでやっておりました。 

  今回、５月２日に臨時総会がありまして、

100人規模の総会がありましたので、皆さん
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からいただいた意見をお伝えしますと、かな

り神戸市の対応に対してお怒りの方も数名お

られました。ただ、１回意見が出切った後に

は、皆さん、演劇楽しみたいんだと、この意

見が多いんですよ。例会を存続したい。新し

い中ホールにも物すごく期待してるんですよ。

でもその間の２年間、もしくは３年間ぐらい

はこの例会を絶やしちゃいけない。そしても

う高齢化が進んでるから、例会を絶やすとも

う会自体が存続できないんじゃないかと。 

  そしてこの神戸演劇鑑賞会というのは、日

本で一番古いんですよ。大阪が一番古かった

んですけど、これはもう数年前に解散してお

ります。今この神戸と名古屋が一番古い演劇

鑑賞会ということで、これを維持したいんだ

っていう思いはすごく強く持っております。 

  そこで最終的に出た意見としましては、代

替手段となるホール、ここが700席ぐらいは

欲しいということ、さらには予約できる期間

が１年半前から予定を組まないと演劇の劇団

の人たちの準備ができないということで、１

年半前から準備ができる、これは神戸文化ホ

ールは対応してくれてたんですね。 

  さらには料金面、ここが安いんですよ、文

化ホールは。もう市中のいわゆる私立のホー

ルに比べたら安いっていうのもあるんで、こ

こもなんですが、この予約開始時期、料金面、

さらには質のいいホールっていうことで、最

終的に出たのは新神戸のオリエンタル劇場さ

んか、もしくは西宮ある県立芸術文化センタ

ー、このあたりだといい演劇が楽しめるとい

うふうな意見が出ておりますが、こういった

あたりに対して支援を考えていただけないか

と思うんですがいかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 三重野文化スポー

ツ局長。 

○文化スポーツ局長（三重野雅文君） お答え

いたします。 

  先ほど副市長が申しましたとおり、新中ホ

ールの開館までの間、これまでの現中ホール

を利用されていた方々の活動が一定継続して

いけるよう、発表機会等を確保することは重

要だというふうに考えております。 

  さきの２月の市会で現中ホールの閉館をお

諮りして議決をいただきましたけれども、一

方で利用している一部の団体、演劇鑑賞会の

方が中心なんですけれども、他の施設を利用

するにしても優先的な予約、先ほどおっしゃ

ったように利用料金の設定など、これまでど

おり運営ができるかどうかという心配される

声も直接伺っているところでございます。 

  現中ホールにつきましては、令和10年３月

末に閉館いたしますが、その後の利用者への

具体的な対応につきましては、これからの検

討となっております。 

  まず、市内の民間ホールに対しまして、利

用料の調整であったりとか、予約の連携がで

きないかということもこの夏からでも意見交

換をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

  また、並行して他都市のホールにつきまし

ても利用状況の確認もしたいというふうに考

えております。 

  いずれにいたしましても、先ほど申し上げ

ましたとおり今後、中ホールの閉館につきま

して利用者への周知をより図っていく中で、

利用者が重視する条件などについて調査を行

いまして利用者側の意向をくみ取った具体的

な支援策を検討してまいりたいというふうに

考えております。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 香川君。 

○12番（香川真二君） 演劇だけではなくて、

いろんな他団体ありますので、ぜひいろんな

皆さんの事情も聞いていただきたいと思いま

すので、ぜひよろしくお願いいたします。 

  次は、強度行動障害者への支援についてな

んですが、令和４年度から既存建築物への活

用ということで規制が緩和されてたというこ
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と、ちょっと私これ知らなかったので、この

緩和をした後にどれぐらい市街化調整区域内

の障害者向けグループホームが整備されてい

るのか教えていただきたいと思います。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） この市街化調整区域

内でのグループホームは、令和８年４月１日

現在で全体では26住居、定員175人分でござ

いますけれども、うち令和４年４月以降の開

設は８住居、定員55人分となっているところ

でございます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 香川君。 

○12番（香川真二君） ありがとうございます。 

  これからどんどんそういった市街化調整区

域でもグループホームを設置していただきた

いなと思ってるんですが、強度行動障害の方

を今回グループホームのことについて質問し

てるんですけど、強度行動障害の方というの

は、なぜ自傷したり他害をしたり、物を壊し

たりするかっていうと、やはり重度の知的障

害、さらには自閉症の方というのは、いろん

な音とかそういう外的なものが自分にとって

不満になったりとかするわけですよね。そう

いったものを取り除きたい、さらには欲求不

満、満たされないものを要求を満たしたいと

か、そういったところからコミュニケーショ

ンで本来は訴えをするんですけど、相手に伝

わらない。だから、そういったそのエネルギ

ーがいろんなものに向かったりしていく、自

分の体に向かったりするということで、ひど

い人になるともう本当に顔のところ、例えば

皮膚とか筋肉とかえぐれたりとするぐらい叩

いたりとか、失明をする、それぐらい自分の

目を叩いたりとかいう方もおられます。私も

そういう方をよく見てきました。 

  静音環境、これが取組としてはいいと言わ

れておりますので、こういったまちの中で暮

らすことが私たちからするとそっちのほうが

便利で、皆さんにとっていい環境だと思われ

るかもしれないですが、彼らにとってはそう

ではないというふうなところもありますので、

この市街化調整区域の特に大きな空き家が私、

西区を見てましてもたくさんありますので、

そういったところをうまく活用できれば、強

度行動障害の方を受け入れるグループホーム

に使えるんじゃないかなと思っております。 

  そしてもう１つ、この質問を考えていると

きに報道でありました――５月13日に報道さ

れましたが――東京の町田市で監禁事件があ

りまして、10代の少女が家族によって押し入

れの中で監禁をされていたというふうな事件

がありました。 

  その少女は、拘束具といって、足や手に拘

束具をつけられて、身動きが取れないような

状況であったということで、肋骨の骨折とか

褥瘡――床擦れですね、低体温、食事を与え

られないということで低体重というふうなと

ころが認められたということで、こういった

状況があったわけですが、ここからは推測で

す。 

  この拘束具をつけてるっていうことは、大

体行動障害があるということです。昔って言

っても20年ぐらい前、精神病院とかでも私も

医療従事者をやってたときはよく見ました。

ロープをつけて、ベッドの柵にくくりつけて

るような、これ20年ぐらい前までは普通にや

ってたんですね。こういった行動障害、認知

症の方であるとか、例えば、統合失調症の方

であるとか、そういった行動障害を有する人

なんかには身体拘束というのをやってました

が、この強度行動障害、子供さんの場合、知

的障害の場合でも併発する強度行動障害の方

にもこういった拘束具をつける傾向がありま

すので、恐らくそういう方だったんだろうと

思います。 

  まれなことなのかと思うかとは思うんです

が、皆さん聞いたことあるかも分からないで

すけど、私宅監置っていうのを聞いたことあ
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りますか。私宅って、私の宅で監置するとい

う、これ1900年から1950年ぐらいまで精神障

害の人は家でいわゆる座敷牢、牢屋を作って

見ることができたという法律があるんですよ。 

  1950年、戦後すぐにこれがもう衛生上悪い

ということで、これは法律で禁止されてるん

ですね。だけど、まだ現代にいたってもこう

いった私宅監置に近いようなことが行われて

るんですね。自宅っていうのは見えないわけ

ですよね、中は。だからこういったことが行

われてるっていうことをちょっと認識してい

ただきたいなと思っておりますし、さらにこ

の私宅監置が行われてた時代っていうのは、

精神障害の方の入所できるような病院や施設

が少なかったということの代替案として私宅

監置というのが法律上認められたわけですが、

強度行動障害の方がまだそういった状態で家

の中で監置されてるっていうようなところは、

これはやはりグループホーム等の施設がまだ

不足している、入れないというところに原因

があるんじゃないかなと思っておりますので、

ぜひそういったグループホームの整備を進め

ていただきたいなと思っております。これは

ちょっと要望にしておきます。 

  次の再質問のところなんですけど、今神戸

市の障害福祉計画等においては、強度行動障

害の実態調査をしていくということで、障害

福祉計画というのは大体３年ごとにつくられ

るんで今７期になってます。最終年で、次の

年で来年度からは８期目になるんですが、強

度行動障害の方の実態調査、ニーズを把握す

るというふうになってるんですね。 

  ３年たって、私もちょっと興味があるもん

ですから、早くデータ出してほしいって言っ

てるんですけど、「まだ調査してます、調査

してますって、もうちょっとでまとまりま

す。」って言うんですけど、僕は神戸市の職

員さん、それだけ優秀な職員さんがいるのに、

データ出てないわけないんじゃないかなとは

思ってるんですけど、ぜひこれを早く出して

いただきたいんですよ。 

  というのも、第８期の障害福祉計画の基本

指針でも、これは強度行動障害の状態にある

者に関し、各市町村で支援ニーズを把握し、

これ第７期で支援ニーズを把握なんですが、

その次は支援体制の整備を進めることってな

ってるんですね。つまり、この今年度で支援

ニーズをしっかりと把握して、次我々のスケ

ジュールでいくと予算等のときぐらいには、

こういった体制の整備をどう進めていくのか

という議論をしていくんだろうと思いますの

で、ぜひともこのデータを早く出していただ

きたいと思ってるんですけど、今の現状を教

えてください。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） 今お話がありました

神戸市障害者生活実態調査でございますけれ

ども、次期神戸市障害者プランの基礎資料の

１つとすることを目的として実施をしている

ものでございまして、昨年10月から12月にか

けて市内在住の障害のある方のうち、約１万

人を対象に、郵送により匿名で調査を実施を

しているものでございます。 

  調査の実施に当たりまして、今回の調査か

ら回答者の属性を回答する項目に強度行動障

害を追加することで、強度行動障害を有する

方の生活状況やニーズの把握ができるように

したところでございます。 

  現在、結果の公表に向けて調査結果を取り

まとめた報告書を作成しているところでござ

いまして、報告書には、主な項目の集計結果

などを掲載をする予定でございます。 

  障害者プランの策定評価に当たりましては

障害者団体や学識経験者などで構成され、市

会にも参画をいただいております神戸市障害

者施策推進協議会で協議を行いますけれども、

次回の開催を今年の７月頃に予定をしており

まして、それまでに調査結果の報告書を公表

したいと考えているところでございます。 
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  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 香川君。 

○12番（香川真二君） ありがとうございます。

どんなデータが出てくるのかっていうのを期

待するというか、待っておりますのでよろし

くお願いします。 

  それと、この強度行動障害に関して少しだ

け言っておくと、もうこの家族介護っていう

ところの限界っていうのはかなりきていると

思うんで、福祉局でしっかりとこのあたりを

検討していただきたいなと思っておりますし、

あと強度行動障害のお子さんの場合、今回10

代の少女ということでしたが、入学以来、中

学校に全く通ってなかったというふうなこと

もありました。 

  教育委員会の方にもぜひお願いしたいのは、

この強度行動障害っていうのはピークってい

うのは思春期なんです。中学生、高校生ぐら

いのときが行動障害のピークなんですね。い

わゆる我々でも成長していく上での反抗期の

ような感じだと思っていただければいいんで

すけど、学校の先生にもこの専門的な知識を

持った人をぜひ、専門的な知識を持った人と

いうよりは専門的な知識を持っていただきた

いと思っておりますので、研修等を受けてい

ただけたらと思います。 

  今、強度行動障害のいろんな福祉分野で支

援が広がってきているんですが、対応の仕方

によってはもう全く行動障害が変わっていき

ます。これ私も経験はしていますが、ぜひと

も周りの人がそういった知識を持っていただ

いて対応をしていただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  最後、耕作放棄地を生まないためにという

ことで、私も今市長から答弁があって、いろ

んな対応を農業委員会等がしてるということ、

これはちょっと私も知らなかったんで、実際

しっかり問題を認識していただいて対応して

くれてるんだなということで理解をしました。 

  神戸市ではネクストファーマー制度という

のを導入しておりまして、私もネクストファ

ーマーの受講させていただいたんですが、や

はり受講はしたんですが、実際やってみると

大変さっていうのはまた違うんですね。 

  ですから、このネクストファーマーの方々

のアフターフォローみたいなものがあっても

いいのかなと思っておりますので、ぜひそう

いったものを伴走支援とか、農地を借りて農

業が軌道に乗るまでの支援をするとか、あと

はいろんなネクストファーマーの受講生のコ

ミュニケーションを取る場であるとか、そう

いうのはちょっと神戸市でも考えていただけ

ないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 今西副市長。 

○副市長（今西正男君） ネクストファーマー

をはじめとして新規就農者の確保育成という

ものが大変重要だというふうに思ってござい

ますので、負担軽減と、そして地域にスムー

ズに溶け込んでいただくために、我々として

は支援を行っていきたいというふうに思って

ございます。 

  農地中間管理機構を経由した農地の貸し借

りというものが義務づけられたということに

なっておりますけれども、従来は長田区の兵

庫県の神戸農地管理事務所のほうにまで行っ

ていただく必要がありましたけれども、西区

と北区の農業振興センターで行えるように昨

年の10月から事務を受託しておりまして、手

続に係る処理期間としてはおおむね１か月ぐ

らい短くなっているというふうに思っており

ます。 

  そしてまた利用者の利便性の向上にもつな

がっているというような形になっていると思

います。 

  それから新規就農者からの地域計画の手続

に相談があった場合には地域との協議の窓口

に神戸市としてならせていただくというよう

な形で農地の貸し借りが円滑に開始できるよ

うに柔軟な運用を行っているという状況でご
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ざいます。 

  （「議長」の声あり） 

○議長（よこはた和幸君） 香川君。 

○12番（香川真二君） もう終わりですね。 

  草が刈られた田畑というのは本当きれいで

すから、ぜひそういったところをしっかりと

管理していただきたいと思います。 

  以上です。ありがとうございました。 

○議長（よこはた和幸君） 御苦労さまでした。

（拍手） 

  以上で一般質問は終わりました。 

  以上で、本定例市会の議事は全部終了をい

たしました。 

  この際、市長の御挨拶がございます。 

  久元市長。 

  （市長久元喜造君登壇） 

○市長（久元喜造君） 閉会に当たり、一言御

挨拶を申し上げます。 

  まず、新しく就任されましたよこはた和幸

議長、しらくに高太郎副議長をはじめ、各役

員の皆様に対し、心からお喜びを申し上げま

す。 

  議員各位におかれましては、５月議会にお

諮りを申し上げました諸議案につきまして、

熱心に御審議を賜り、原案どおり議決をいた

だき、厚く御礼を申し上げます。 

  本会議及び各委員会におきまして賜りまし

た貴重な御意見を十分に尊重しながら、今後

の市政運営に当たってまいりたいと存じます。 

  中東をはじめとする国際情勢の影響による

原油価格の上昇や物価高騰、物流の不安定化

により、市民生活や経済活動の先行きに対す

る不確実性が高まっております。 

  こうした中、本市といたしましては、令和

７年度補正予算や令和８年度当初予算に計上

した物価高騰対策を着実に実施し、影響を受

ける市民や事業者への効果的な支援を進めて

まいります。 

  また、引き続き国の動向を見極めつつ、市

民の暮らしを守るために必要な対応を、時期

を逸することなく実施してまいります。 

  あわせて、先般策定いたしました第６次神

戸市基本計画及び神戸2030ビジョンに基づき、

各分野にわたる施策を着実に実施するととも

に、神戸の将来を見据えたプロジェクトを強

力に推進し、海と山が育むグローバル貢献都

市の実現を確かなものとしてまいります。 

  今後とも議員各位の一層の御理解、御協力

を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げ

ます。 

  最後になりましたが、議員各位の一層の御

健勝をお祈り申し上げまして、甚だ簡単では

ありますが、閉会に当たりましての御挨拶と

させていただきます。ありがとうございまし

た。 

○議長（よこはた和幸君） 市長の御挨拶は終

わりました。 

 これをもって、令和８年第１回定例会を閉会

いたします。お疲れさまでした。 

   （午後４時45分閉会） 

 



 

－86－ 

      神 戸 市 会 議 長      よこはた 和幸 ㊞ 

 

      神 戸 市 会 副 議 長      しらくに高太郎 ㊞ 

 

      神 戸 市 会 議 員      堂 下 豊 史 ㊞ 

 

      神 戸 市 会 議 員      赤田 かつのり ㊞ 

 

      神 戸 市 会 事 務 局 長      近 都 正 之 ㊞ 
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